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文
明
・
文
化
言
説
と
国
民
帝
国
・
中
華
帝
国
・
日
本
帝
国

―
台
湾
・
朝
鮮
の
植
民
政
策
研
究
の
理
論
的
前
進
の
た
め
に
⑵

―

山
内　

文
登

第
二
章　

中
華
帝
国
と
文
徳
教
化

3
．「
中
体
西
用
」
論
と
「
中
国
」「
帝
国
」
の
附
会
的
相
互
浸
透

現
在
の
東
ア
ジ
ア
を
包
含
す
る
広
範
な
領
域
を
階
層
的
か
つ
多
面
的
に
包
摂
し
た
「
天
下
・
中
国
」
秩
序
は
、
清
朝
の
「
中
外
一
体
」

の
多
元
型
統
治
と
の
組
合
せ
を
通
じ
て
、
内
陸
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
の
一
部
ま
で
広
が
る
巨
大
な
地
域
世
界
を
成
し
て
い
た
。
そ
れ
は

一
九
世
紀
の
西
洋
諸
国
と
の
関
係
を
通
じ
て
一
大
変
容
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。「
天
下
」
の
中
心
た
る
を
自
負
し
た
清
朝
は
、
ま
ず
「
中

外
一
体
」
の
統
治
体
制
を
次
第
に
後
退
さ
せ
、
自
ら
実
効
支
配
と
み
な
し
た
版
図
を
中
心
に
、
そ
の
全
域
を
「
中
国
」
と
し
て
縮
小
再
編

成
し
て
い
く
。
こ
の
「
中
国
延
長
」
と
も
い
う
べ
き
政
策
の
土
台
の
上
に
、
日
清
戦
争
後
の
同
世
紀
末
に
は
、「
世
界
」
の
一
角
を
占
め
る

「
一
国
」
と
し
て
自
己
定
位
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
一
統
垂
裳
」
か
ら
「
列
国
並
立
」
へ
の
転
換
（
康
有
為
、
一
八
九
五
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年
）、
二
千
年
来
の
政
治
秩
序
の
終
焉
と
も
認
識
さ
れ
た
巨
大
な
地
殻
変
動
で
あ
る
。
こ
う
し
て
開
示
さ
れ
る
狭
義
の
近
代
中
国
（
こ
の
意

味
で
は
中
国
か
ら
括
弧
を
外
す
）
の
歴
史
は
、
さ
ら
に
二
〇
世
紀
の
前
半
に
か
け
て
、
革
命
と
反
動
、
戦
争
な
ど
、
前
世
紀
に
勝
る
と
も

劣
ら
な
い
激
動
期
へ
と
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
章
の
後
半
で
考
察
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前

半
に
か
け
て
の
「
中
国
」
か
ら
中
国
へ
の
大
変
革
期
で
あ
る）

1
（

。　

一
九
世
紀
に
深
化
す
る
「
世
界
・
帝
国
」
秩
序
と
「
天
下
・
中
国
」
秩
序
の
邂
逅
は
、
ま
ず
世
界
観
・
国
家
観
に
関
わ
る
〈
近
代
知
〉

と
〈
中
華
知
〉
の
原
理
的
対
決
、
す
な
わ
ち
「
文
明
」
対
「
文
徳
」
の
言
説
編
制
レ
ベ
ル
の
対
決
を
促
進
し
た
。
両
者
は
主
に
後
者
に
よ

る
前
者
の
翻
訳
・
受
容
を
通
じ
て
次
第
に
共
役
性
を
高
め
て
い
く
が
、
元
来
そ
の
ま
ま
で
は
相
容
れ
が
た
い
。
と
り
わ
け
「
中
国
」
を
奉

ず
る
学
者
＝
官
僚
、
す
な
わ
ち
〈
中
華
知
〉
の
主
体
た
る
士
大
夫
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
現
実
的
に
覇
権
国
家
は
あ
っ
て
も
理
念
的
に
中
心

国
家
を
認
め
な
い
「
世
界
」
の
中
に
競
存
す
る
「
帝
国
」
の
一
つ
へ
と
い
わ
ば
成
り
下
が
る

4

4

4

4

4

こ
と
は
、「
中
国
」
た
る
存
在
と
そ
れ
に
仕
え

る
自
己
の
否
定
で
あ
り
、「
文
徳
」
原
理
の
根
幹
を
揺
さ
ぶ
る
由
々
し
き
思
想
課
題
だ
っ
た
。
彼
ら
の
信
念
体
系
か
ら
す
れ
ば
、「
世
界
」

の
構
成
員
た
る
「
帝
国
」
も
ま
た
、「
天
下
」
の
内
の
「
四
夷
」
の
一
種
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
か
ら
「
中
国
」
に
向
け
て
「
文
徳
」
に
相
応
す

る
も
の
が
も
た
ら
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
士
大
夫
に
と
っ
て
「
中
国
文
明
こ
そ
が
文
明
の
名
に
値
す
る
唯
一
の
文
明
」
だ
っ
た
と
表
現
さ
れ
て
き
た）

2
（

。
本
稿

で
は
、
そ
も
そ
もcivilization

に
「
文
明
」
な
る
訳
語
を
与
え
、「
文
徳
」
と
対
等
に
扱
う
こ
と
自
体
の
拒
否
や
躊
躇
と
い
う
事
実
を
重

視
す
る
。
明
治
日
本
を
特
徴
づ
け
る
「
文
明
開
化
」
に
対
し
、
同
時
期
の
清
朝
の
主
流
思
想
は
一
般
に
「
中
体
西
用
」
論
と
ま
と
め
ら
れ

る
が
（
初
期
に
は
し
ば
し
ば
「
中
本
西
末
」
と
呼
ば
れ
た）

3
（

）、
そ
れ
は
日
本
に
い
う
「
国
体
」
の
よ
う
な
絶
対
基
軸
た
る
「
中
体
」
と
本
質

的
に
枝
葉
末
節
な
「
西
用
」
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、「
西
洋
文
明
」
と
「
中
国
文
明
」
の
出
会
い
以
前
な
の
で
あ
る
。
海
外
駐
在
の
外
交
官
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な
ど
を
中
心
に
複
数
の
「
文
明
」
を
認
め
る
よ
う
な
認
識
の
萌
芽
が
生
ま
れ
て
は
い
た
が）

4
（

、
そ
れ
が
文
字
通
り
「
文
明
」
の
比
較
論
へ
と

転
換
す
る
の
は
一
九
世
紀
末
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
文
明
」
概
念
の
受
容
の
幕
開
け
で
あ
り
、
さ
ら
に
清
朝
の
「
帝
国
」
の
名
乗
り
と

同
時
だ
っ
た
。
こ
の
「
中
体
西
用
論
」
か
ら
「
中
西
文
明
論
」
へ
の
移
行
と
展
開
は
、
前
述
し
た
「
帝
国
」「
文
明
」
と
「
中
国
」「
文
徳
」

と
い
う
言
説
編
制
レ
ベ
ル
で
の
巨
大
な
変
動
を
意
味
す
る
。
そ
れ
を
画
し
た
の
が
日
清
戦
争
で
あ
り
、
今
に
い
う
中
国
の
誕
生
は
こ
れ
以

降
の
こ
と
と
な
る
。

本
章
の
後
半
で
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
わ
た
る
時
期
に
つ
い
て
、
日
清
戦
争
を
基
準
に
分

け
た
上
で
、
前
者
に
一
節
、
後
者
に
二
節
を
当
て
、
第
３

節
で
洋
務
期
、
第
４

節
で
変
法
期
・
新
政
期
、
第
５

節
で
民
国
期
を
中
心
に
論

ず
る）

5
（

。
全
体
を
通
じ
て
、
文
明
・
文
化
論
と
帝
国
・
植
民
地
論
を
両
軸
と
し
て
互
い
に
連
関
さ
せ
つ
つ
議
論
を
展
開
す
る
。
そ
こ
に
両
者

の
媒
介
項
と
し
て
、
二
〇
世
紀
に
浮
上
す
る
民
族
・
人
種
論
を
加
え
る
。
こ
れ
ら
三
つ
巴
の
考
察
を
通
じ
て
、
中
心
と
周
縁
、
対
西
洋
・

日
本
と
対
辺
疆
、
帝
国
主
義
と
民
族
主
義
と
い
っ
た
視
点
を
交
差
さ
せ
て
い
く
。

「
国
民
帝
国
」
建
設
の
連
鎖

―
本
章
後
半
の
視
座
に
つ
い
て

こ
こ
で
、
本
章
後
半
の
三
節
に
ま
た
が
る
問
題
意
識
を
ま
と
め
て
お
く
。
一
般
に
、
文
明
・
文
化
論
は
、「
文
徳
」
の
言
説
編
制
を
取
り

扱
う
た
め
「
中
心
」
か
ら
の
視
点
に
傾
注
し
や
す
い
。
そ
こ
で
は
、
一
八
六
〇
年
代
半
ば
以
来
の
「
中
体
西
用
論
」
を
支
え
た
士
大
夫
中

心
の
「
中
国
」
意
識
か
ら
、
日
清
戦
争
の
敗
北
と
「
瓜
分
」
の
危
機
と
い
う
対
外
的
な
「
国
難
」
を
前
に
、
一
転
し
て
「
弱
国
」
や
「
劣

国
」
と
い
う
意
識
へ
と
移
行
し
た
か
の
よ
う
な
歴
史
過
程
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
。
後
者
以
降
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
愛
国
主
義
の
勃
興

が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
帝
国
・
植
民
地
論
は
、「
周
縁
」
へ
／
か
ら
の
視
点
を
勘
案
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
洋
務
運
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動
期
か
ら
日
清
戦
争
に
か
け
て
の
同
時
期
は
、
清
朝
の
「
中
外
一
体
」
か
ら
次
第
に
「
中
国
」
一
辺
倒
の
支
配
体
制
へ
と
再
編
さ
れ
て
い
っ

た
過
程
で
あ
り
、「
愛
国
」
が
謳
わ
れ
た
光
緒
新
政
期
は
モ
ン
ゴ
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
に
対
す
る
武
力
侵
攻
と
同
化
政
策
が
推
進
さ
れ
た
時

期
と
な
る
。
こ
う
し
て
し
ば
し
ば
対
照
的
な
視
点
を
持
つ
両
者
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
共
通
す
る
の
は
「
国
民
国
家
」
論
の
枠
組
で
あ

る
。
前
者
が
よ
り
親
和
的
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
後
者
も
ま
た
「
国
民
国
家
建
設
の
連
鎖
」
と
い
っ
た
同
様
の
分
析
枠
組
に

多
く
依
拠
し
て
き
た）

6
（

。

本
稿
は
、
両
者
の
立
論
を
往
還
し
た
分
析
の
た
め
に
二
つ
の
相
互
補
完
的
な
観
点
を
新
た
に
打
ち
出
す
。

第
一
に
、「
中
国
」
と
「
弱
国
」
と
い
う
対
極
の
媒
介
項
と
し
て
の
「
帝
国
」
の
視
座
で
あ
る
。
近
代
中
国
の
成
立
は
「
国
民
帝
国
建
設

の
連
鎖
」
と
い
う
べ
き
文
脈
で
捉
え
返
さ
れ
る
。「
国
民
帝
国
」
は
、
そ
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
内
な
る
「
異
法
域
」
を
法
制
的
な
「
同

化
」
に
よ
っ
て
包
摂
・
解
消
し
て
し
ま
う
と
、
ま
る
ご
と
「
国
民
国
家
」
へ
と
転
換
す
る
。
こ
れ
は
、
革
命
期
の
フ
ラ
ン
ス
帝
国
や
戦
中

期
の
日
本
帝
国
な
ど
、
他
に
も
複
数
の
類
似
例
が
存
在
す
る
。
近
代
中
国
の
誕
生
は
、「
中
外
一
体
」
を
成
し
て
い
た
「
外
国
」
た
る
「
藩

属
」
を
、
西
洋
のcolony

の
訳
語
で
あ
る
「
属
地
」
へ
と
再
定
義
し
た
上
で
、
さ
ら
に
後
者
を
固
有
の
「
領
土
」
へ
と
転
換
す
る
一
連
の

操
作
と
表
裏
一
体
で
あ
り）

7
（

、
し
か
も
そ
の
過
程
の
主
要
部
分
は
清
朝
が
「
大
清
帝
国
」
を
名
乗
っ
た
時
期
（
一
八
九
五
〜
一
九
一
二
年
）

に
か
ぶ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
か
ら
革
命
に
よ
っ
て
「
中
華
民
国
」
の
成
立
へ
と
移
行
す
る
。
こ
れ
は
、「
国
民
帝
国
」
建
設
が
そ

の
ま
ま
「
国
民
国
家
」
の
創
生
と
へ
一
気
に
横
滑
り
す
る
よ
う
な
独
特
の
歴
史
過
程
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
後
の
国
民
革
命
期
に
至
っ
て
「
半

植
民
地
」
や
「
次
植
民
地
」
と
い
う
自
己
再
定
義
が
行
わ
れ
、「
反
帝
国
主
義
」
の
路
線
が
前
景
化
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
「
帝
国
」
性
に

関
わ
る
過
去
と
現
状
は
忘
却
・
封
印
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
民
国
家
論
の
視
座
は
、
革
命
後
の
一
連
の
操
作
の
「
結
果
」
を
追
認
し
、

近
代
中
国
誕
生
の
秘
密
に
関
わ
る
当
の
歴
史
過
程
へ
と
遡
及
的
に
上
書
き
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
上
の
探
究
を
む
し
ろ
妨
げ
て
い
る
こ
と
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に
な
る
。

第
二
に
、
こ
う
し
た
「
帝
国
」
の
問
題
が
、
一
方
的
な
「
中
国
」
の
「
帝
国
」
化
で
は
な
く
、「
帝
国
」
に
対
す
る
「
中
国
」
の
相
克
を

同
伴
し
た
と
い
う
視
座
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
二
つ
の
段
階
を
想
定
し
て
い
る
。

ま
ず
、
一
九
世
紀
後
半
に
は
、「
中
外
一
体
」
を
成
し
た
清
朝
の
版
図
全
体
さ
ら
に
は
そ
の
周
辺
の
一
部
を
「
中
国
」
と
し
て
再
想
像
す

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
非
中
華
的
な
「
外
国
」
を
主
と
す
る
「
中
国
」
化
が
進
行
し
た
。「
中
国
・
四
夷
」「
外
国
」
か
ら
な
る
「
多
元
一
体
」

の
版
図
が
「
中
国
」
に
包
摂
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
の
「
中
国
」
全
体
の
統
合
原
理
が
次
第
に
近
代
西
洋
的
な
「
帝
国
」
の
そ
れ
へ
と

次
第
に
内
変
4

4

し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
は
同
時
に
進
行
し
た）

8
（

。
こ
う
し
て
「
帝
国
」
と
「
中
国
」
が
相
互
浸
透
を
深
め
て
い
く
。

次
に
、
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
そ
う
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
「
帝
国
―
中
国
」
の
外
枠
に
対
し
て
、「
国
民
」
作
り
の
プ
ロ
セ
ス
が
続

く
。
そ
れ
を
媒
介
し
た
の
が
「
民
族
」
言
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
排
満
」
を
掲
げ
漢
族
中
心
の
「
民
族
」
解
放
を
唱
え
る
小
民
族
主
義

と
、「
漢
満
融
和
」
を
通
じ
た
「
帝
国
」
の
維
持
を
唱
え
る
大
民
族
主
義
の
二
つ
の
路
線
を
生
み
出
す
。
こ
れ
ら
を
両
極
と
す
る
言
説
空
間

に
お
い
て
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
「
国
民
」
の
範
囲
を
想
定
し
な
が
ら
も
、
共
通
し
て
打
ち
出
し
た
の
が
、「
中
華
民
族
」
と
い
う
新

た
な
政
治
共
同
体
の
理
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
辛
亥
革
命
と
中
華
民
国
の
成
立
の
結
果
、「
帝
国
規
模
の
国
民
」
の
統
合
を
維
持
す
る
包
摂

的
な
大
民
族
主
義
の
方
向
へ
と
収
斂
す
る
。
こ
こ
に
、「
国
民
帝
国
」
の
独
特
な
一
形
態
と
し
て
の
「
中
華
帝
国
」
と
い
う
べ
き
理
念
型
が

誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
次
第
に
「
反
帝
国
主
義
」
の
言
説
へ
と
接
合
さ
れ
、
自
己
の
帝
国
性
へ
の
否
定
を
徹
底
さ
せ
て

い
く
。
す
な
わ
ち
「
中
華
帝
国
」
は
、
古
代
以
来
の
「
中
国
」
の
単
な
る
延
長
で
は
な
く
、「
帝
国
」
と
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
立
ち
上

が
っ
た
近
代
の
産
物
で
あ
り
、
か
つ
近
代
中
国
に
よ
っ
て
常
に
忌
避
さ
れ
な
が
ら
超
克
さ
れ
ず
に
留
ま
る
「
不
可
避
の
自
己
」
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
中
国
」「
帝
国
」
相
互
の
重
畳
と
競
合
は
、
西
洋
諸
国
の
侵
攻
だ
け
で
な
く
、
東
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
の
動
向
と
も
深
く
結
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び
つ
い
て
い
た
。
ま
ず
、
そ
れ
は
同
時
代
の
「
皇
国
」
の
「
帝
国
」
化
を
大
き
な
契
機
と
し
、
そ
れ
へ
の
直
接
的
な
対
応
と
い
う
性
格
を

強
く
持
っ
た
。
事
実
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
日
中
両
国
の
近
代
史
の
一
旦
は
、「
日
本
帝
国
」
と
「
中
華
帝

国
」
の
相
互
的
形
成
と
連
鎖
的
展
開
と
し
て
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る）

9
（

。
両
国
は
不
断
の
相
互
参
照
と
連
帯
・
侵
略
の
緊
張
関
係
を
通
じ
て
、

互
い
に
「
国
民
帝
国
」
形
成
を
目
指
し
、
世
界
的
な
競
存
関
係
の
一
部
を
成
す
よ
う
に
な
る
。
両
国
の
「
帝
国
」
化
を
促
し
た
の
は
西
洋

諸
国
だ
が
、
両
者
の
間
で
は
「
皇
国
」
が
先
立
っ
て
「
帝
国
」
を
自
称
し
、「
中
国
」
の
「
帝
国
」
化
を
促
す
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
な
っ

た
。
そ
し
て
、
日
本
も
ま
た
自
ら
の
「
東
洋
」
の
構
築
に
際
し
て
「
中
国
」
の
古
典
的
言
説
編
制
を
参
照
し
、
ま
た
同
時
代
の
隣
国
に
関

わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
西
洋
の
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
を
批
判
す
る
言
説
編
制
を
備
え
た
「
東
洋
」
的
帝

国
と
な
る
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
に
動
員
さ
れ
る
主
要
な
リ
ソ
ー
ス
が
「
文
徳
」
言
説
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
て
共
有
さ
れ
た
言
説
を

根
拠
に
、「
日
本
帝
国
」
は
「
中
華
帝
国
」
に
よ
っ
て
「
帝
国
主
義
」
の
告
発
を
受
け
、
そ
れ
に
対
す
る
応
答
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
第
Ⅱ
部
の
主
題
と
な
る
台
湾
と
朝
鮮
は
、
西
洋
諸
国
の
覇
権
の
下
、「
帝
国
」
化
す
る
両
国
間
の
競
存
関
係
あ
る
い
は
連
鎖
的
「
帝

国
」
形
成
の
磁
場
に
置
か
れ
つ
つ
、
そ
れ
に
強
く
規
定
さ
れ
る
形
で
自
ら
の
歴
史
的
主
体
性
を
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
台
湾
は
、
従

来
清
朝
の
「
中
国
」
と
「
化
外
」
と
の
境
界
領
域
を
成
し
て
い
た
が
、
一
九
世
紀
後
半
に
至
り
全
島
が
「
中
国
」
へ
と
編
入
さ
れ
る
と
い

う
一
大
変
容
を
経
験
す
る
。
清
朝
の
台
湾
政
策
、
特
に
そ
の
先
住
民
政
策
は
、
同
世
紀
末
か
ら
の
日
本
帝
国
の
植
民
政
策
に
も
一
部
踏
襲

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
朝
鮮
は
、
一
九
世
紀
後
半
を
通
じ
て
日
本
と
清
朝
の
緊
張
関
係
が
最
も
直
に
展
開
さ
れ
る
舞
台
と
な
っ
た
。

そ
の
帰
趨
は
一
先
ず
清
朝
か
ら
の
朝
鮮
の
「
独
立
」
を
も
た
ら
す
が
、
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
利
害
を
深
め
て
対
立
し
た
日
露
両
国
の
戦

争
を
経
て
、
元
来
「
独
立
」
を
支
持
し
た
は
ず
の
日
本
に
よ
る
背
信
的
な
保
護
国
化
そ
し
て
植
民
地
化
と
い
う
顛
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

清
朝
か
ら
日
本
へ
の
台
湾
割
譲
お
よ
び
清
朝
か
ら
の
朝
鮮
の
「
独
立
」
を
帰
結
し
た
日
清
戦
争
は
、
台
湾
領
有
に
よ
る
公
式
的
な
「
日
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本
帝
国
」
の
胎
動
と
、
そ
の
喪
失
に
よ
る
「
大
清
帝
国
」
の
出
発
を
同
時
に
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
「
大
韓
帝
国
」
の
成
立
を
促
し
、

わ
ず
か
一
〇
数
年
と
は
い
え
、「
近
代
東
ア
ジ
ア
」
の
新
国
際
秩
序
に
三
つ
の
「
帝
国
」
が
並
立
す
る
状
況
を
生
ん
だ
。
二
〇
世
紀
に
は
韓

国
併
合
と
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
名
目
上
の
「
帝
国
」
は
再
び
一
つ
へ
と
戻
る）

10
（

。
し
か
し
、「
大
清
帝
国
」
の
「
中
華
民
国
」
へ
の
転
生
が
、

果
た
し
て
「
脱
帝
国
」
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
は
、
本
稿
の
重
要
な
論
点
の
一
つ
と
な
る
。

こ
う
し
て
本
章
後
半
は
、
帝
国
形
成
に
お
け
る
日
中
間
の
敵
対
的
共
犯
関
係
と
も
い
う
べ
き
観
点
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
日
本
帝
国
へ
の
批
判
的
考
察
を
第
一
義
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
大
枠
に
お
け
る
両
者
間
の
侵
略
・

被
侵
略
の
関
係
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
東
ア
ジ
ア
近
代
史
に
お
け
る
帝
国
と
い
う
問
い
に
対
す
る
よ
り
深
い
省
察
が

要
請
す
る
観
点
な
の
で
あ
る
。
従
来
、
日
本
の
言
論
空
間
で
中
国
の
「
帝
国
」
性
を
安
易
に
述
べ
る
議
論
は
、
自
ら
の
帝
国
の
過
去
を
相

対
化
し
、
ま
た
免
罪
符
を
与
え
る
よ
う
な
動
機
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
傾
向
は
、
昨
今
の
「
中
国

崛
起
﹇
台
頭
﹈」
と
い
う
時
勢
の
中
で
さ
ら
に
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
。
本
論
考
が
、
そ
う
し
た
議
論
と
は
一
線
を
画
し
た
近
代
東
ア
ジ
ア

の
脱
帝
国
化
の
た
め
の
批
判
的
帝
国
論
の
序
説
と
な
っ
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

以
下
、
第
３

節
の
終
わ
り
に
か
け
て
、
一
九
世
紀
後
半
、「
帝
国
」「
文
明
」
と
い
っ
た
概
念
が
受
容
さ
れ
る
以
前
の
洋
務
運
動
期
の
清

朝
に
つ
い
て
、「
中
体
西
用
」
論
の
枠
組
で
進
め
ら
れ
た
「
中
国
」
化
お
よ
び
「
帝
国
」
と
の
相
互
作
用
の
様
相
を
見
た
上
で
、
同
時
期
の

台
湾
と
朝
鮮
に
対
す
る
政
策
の
様
相
を
検
討
す
る
。

唯
一
の
「
中
国
」
か
ら
複
数
の
「
帝エ

ン
パ
イ
ア国」
へ

漢
字
圏
に
と
っ
て
、「
帝
国
」
の
概
念
は
、
翻
訳
さ
れ
自
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
以
前
に
、
西
洋
諸
語
に
お
け
る
他
称
と
し
て
登
場
し
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た
。
一
七
世
紀
半
ば
か
ら
、
清
朝
と
日
本
に
対
し
て
、
漢
語
の
「
帝
国
」
に
相
当
す
るim

perium

、em
pire

、K
aiserreich

な
ど
の
西

洋
諸
語
（
以
下
、
本
節
で
はem

pire

で
代
表
さ
せ
る
）
を
用
い
る
慣
例
が
徐
々
に
広
が
り
、
一
八
世
紀
ま
で
に
は
一
般
化
し
て
い
く
（
日

本
に
つ
い
て
は
第
三
章）

11
（

）。
そ
の
大
き
な
契
機
は
明
清
交
替
で
あ
る
。
マ
ン
ジ
ュ
人
が
清
を
建
国
し
明
の
首
都
北
京
を
占
領
す
る
に
至
る
一

連
の
過
程
が
、
当
地
で
活
動
し
て
い
た
宣
教
師
ら
の
報
告
を
通
じ
て
欧
米
人
に
衝
撃
を
与
え
、「
ロ
ー
マ
帝
国
」
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
し
、

em
pire

の
西
洋
諸
語
が
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
用
い
ら
れ
始
め
る）

12
（

。
後
に
「
ロ
ー
マ
帝
国v.s. 

秦
漢
帝
国
」
と
い
う
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の

「
東
西
帝
国
」
比
較
論
へ
と
結
実
す
る
枠
組
の
胎
動
で
あ
る）

13
（

。
日
清
両
国
に
対
す
るem

pire

の
呼
称
は
ま
た
、
西
洋
に
お
け
る
ウ
ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
条
約
（
一
六
四
八
年
）
以
後
の
時
期
と
一
致
す
る
。
名
目
上
な
が
ら
「
脱
帝
国
」
へ
と
つ
な
が
る
「
主
権
」sovereingty

の
思

想
を
準
備
し
た
西
洋
世
界
に
と
っ
て
、em

pire

は
遺
棄
と
郷
愁
の
両
価
的
な
対
象
に
な
っ
て
い
っ
た
。
事
実
、
そ
れ
は
、「
前
近
代
」
的

な
「
専
制
帝
国
」
を
蔑
む
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
一
方
で
、
そ
れ
を
国
号
と
し
な
い
西
洋
諸
国
に
よ
っ
て
も
ま
た
一
種
の
誇
称
と
し
て
流
用

さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
（
例
え
ば
「
イ
ギ
リ
ス
帝
国）

14
（

」）。
そ
の
土
台
に
、
第
一
章
で
述
べ
た
「
国
民
帝
国
」
と
い
う
矛
盾
し
た
政
治
複
合

体
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
降
、
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
長
い
一
九
世
紀
の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
、「
専
制
帝
国
」

と
「
国
民
帝
国
」
の
競
合
状
況
が
続
く
こ
と
に
な
る
（「
専
制
」
に
つ
い
て
は
後
述
）。

こ
う
し
た
流
れ
の
上
に
、一
九
世
紀
に
は
清
朝
と
日
本
に
開
港
を
求
め
る
西
洋
側
の
国
書
や
外
交
文
書
にem

pire

の
西
洋
諸
語
が
現
れ

る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
日
清
両
国
が
そ
れ
に
即
応
し
て
「
帝
国
」
と
い
う
漢
語
を
国
号
と
し
て
公
用
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

「
帝
国
」
の
語
自
体
は
、
外
交
文
書
に
用
い
ら
れ
る
以
前
に
、
日
本
の
蘭
学
を
通
じ
て
、
西
洋
語
彙
の
訳
語
の
一
つ
と
し
て
地
味
に
登
場

し
て
い
る
。
一
八
世
紀
末
に
、
ま
ず
オ
ラ
ン
ダ
語
のkeizerrijk

（
ド
イ
ツ
語
のK

aiserreich

に
相
当
）
が
、keizer

＝
「
皇
帝
」
と

rijk

＝
「
国
」
を
直
訳
風
に
合
わ
せ
て
「
帝
国
」
と
訳
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
皇
帝
不
在
の
ケ
ー
ス
を
含
み
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
英
語
や



文
明
・
文
化
言
説
と
国
民
帝
国
・
中
華
帝
国
・
日
本
帝
国

― 79 ―

フ
ラ
ン
ス
語
のem

pire

の
翻
訳
に
も
そ
の
ま
ま
転
用
さ
れ
、
一
九
世
紀
を
通
じ
て
次
第
に
普
及
し
て
い
く）

15
（

。「
天
下
・
中
国
」
秩
序
の
言

説
編
制
に
お
い
て
は
、「
皇
」
や
「
帝
」
の
語
が
「
国
」
と
結
び
つ
く
の
は
文
字
通
り
「
中
国
」
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
そ
の
た
め
同
時
期

の
清
朝
で
こ
の
訳
語
が
着
想
さ
れ
る
の
は
困
難
だ
っ
た）

16
（

。「
和
臭
」
の
強
い
造
語
の
誕
生
で
あ
る
。

こ
の
和
製
漢
語
が
、
東
ア
ジ
ア
外
交
の
現
場
に
お
い
て
「
自
称
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
出
来
事
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
帝
国
の
名
乗
り
」
こ
そ
、
従
来
の
「
天
下
・
中
国
」
シ
ス
テ
ム
に
大
変
革
を
告
げ
る
指
標
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
日
本
を
含
む
「
冊
封
体
制
」
内
外
の
周
辺
諸
国
が
、
本
章
前
半
で
述
べ
た
よ
う
に
「
中
国
」「
中
華
」
を
自
認
し
た
こ
と
の

さ
ら
な
る
展
開
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
点
で
、
そ
れ
が
「
中
国
」
理
念
を
継
承
す
る
清
朝
よ
り
も
、
新
た
な
東
ア
ジ
ア
国
際

秩
序
の
構
築
を
主
導
せ
ん
と
企
図
す
る
幕
末
明
初
の
日
本
に
よ
っ
て
真
っ
先
に
行
わ
れ
た
の
は
徴
候
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
八
五
四
年

の
日
米
和
親
条
約
が
「
帝
国
日
本
」（
英
語
はT

he E
m

pire of Japan

）
の
初
出
と
な
っ
た
（
一
八
八
九
年
の
明
治
憲
法
に
「
大
日
本
帝

国
」
と
明
記
。
日
本
に
つ
い
て
は
第
三
章
）。

一
方
、
清
朝
が
「
大
清
帝
国
」
を
名
乗
る
の
は
、
一
八
九
五
年
の
日
清
戦
争
後
の
「
停
戦
条
款
」
と
「
下
関
条
約
」
だ
っ
た
（
そ
し
て

一
九
〇
八
年
の
「
欽
定
憲
法
大
綱
」
に
盛
り
込
ま
れ
る）

17
（

）。
日
本
に
隔
た
る
こ
と
約
四
〇
年
、
い
わ
ば
し
ぶ
し
ぶ

4

4

4

4

「
帝
国
」
を
名
乗
っ
た
わ

け
で
あ
り
、
以
後
も
そ
の
呼
称
の
使
用
に
つ
い
て
一
貫
し
て
積
極
的
だ
っ
た
わ
け
で
も
な
い）

18
（

。
こ
う
し
て
清
朝
が
「
帝
国
」
と
い
う
認
識

枠
組
に
よ
る
自
己
規
定
に
対
し
て
相
当
の
留
保
を
見
せ
た
の
は
、
一
般
的
な
解
釈
、
す
な
わ
ち
「
天
下
」
に
冠
絶
す
る
「
中
国
」
か
ら
、

「
万
国
」
に
お
け
る
対
等
な
「
一
国
」
さ
ら
に
は
「
弱
国
」
へ
と
転
落
す
る
こ
と
へ
の
拒
否
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、「
一

帝
国
」
に
な
る
こ
と
へ
の
躊
躇
や
反
発
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
唯
一
の
正
統
し
か
容
認
し
な
い
単
数
形
の
「
中
国
」
と
、
名
目

上
な
が
ら
対
等
原
則
に
基
づ
く
複
数
形
の
「（
国
民
）
帝
国
」
の
言
説
編
制
の
間
に
は
、
こ
れ
だ
け
の
確
執
と
齟
齬
が
あ
っ
た
。
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「
中
体
西
用
」
論
と
「
中
国
」「
帝
国
」
の
共
振

―
教
化
と
附
会

こ
う
し
た
両
者
の
競
合
の
経
緯
は
、
以
後
も
長
ら
く
表
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
中
国
」
の
「
帝
国
」
か
ら
の
差
異
化
や
卓
越
化
へ
の

欲
望
を
造
成
し
た
初
期
条
件
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
留
意
す
べ
き
は
、
そ
の
一
方
で
、
一
九
世
紀
後
半
を
通
じ
て
両
者
の
共
役
性

が
次
第
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
事
実
で
あ
る
。「
西
洋
」
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
選
択
的
な
受
容
を
通
じ
た
変
化
で
あ
る
。
そ
れ
を
媒
介
し
た

の
が
「
文
徳
教
化
」
と
そ
れ
に
基
づ
く
「
中
体
西
用
」
の
論
理
だ
っ
た
。
こ
れ
を
論
ず
る
た
め
に
は
、
も
う
一
度
洋
務
運
動
が
始
ま
る
以

前
へ
と
時
間
を
戻
す
必
要
が
あ
る
。

一
九
世
紀
の
半
ば
ま
で
、「
西
洋
」
の
諸
国
は
「
中
国
」
に
と
っ
て
数
あ
る
「
四
夷
」
の
一
種
で
あ
り
、
実
際
に
そ
の
よ
う
に
他
称
さ

れ
、「
夷
務
」
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
前
者
が
後
者
をem

pire

と
称
し
た
の
と
対
比
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
一
方
的
な
位

置
づ
け
に
対
し
て
、「
西
洋
」
の
側
か
ら
異
議
申
し
立
て
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
清
朝
に
よ
っ
て
「
英
夷
」
と
他
称
さ
れ
た

イ
ギ
リ
ス
人
が
、「
帝
国
」
の
威
信
を
か
け
て
外
交
上
の
最
重
要
事
項
の
一
つ
に
取
り
上
げ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
は
、

「
夷
」
な
る
漢
語
に
対
し
、
そ
の
「
同
文
異
義
」
の
解
釈
空
間
に
お
い
て
、
当
初foreigner

と
い
っ
た
比
較
的
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
意
味
で

解
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ヘ
ン
戦
争
後
も
相
変
わ
ら
ず
そ
の
使
用
が
続
け
ら
れ
た
た
め
、
次
第
にbarbarian

と
一
義
的
に
同

定
し
、
強
く
問
題
視
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
英
語
の
字
義
を
根
拠
に
、
英
国
は
清
朝
に
対
し
て
「
夷
」
字
の
使
用
停
止
を
求
め
、

一
八
五
八
年
の
天
津
条
約
に
使
用
禁
止
条
項
を
盛
り
込
み
、
一
八
六
〇
年
の
北
京
条
約
で
再
確
認
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

「
夷
＝barbarian

」
の
同
一
性
が
確
定
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
公
文
書
に
お
い
て
は
「barbarian

」
が
原
語
で
あ
り
、「
夷
」
が
そ
の
訳
語

で
あ
る
、
と
不
可
逆
的
に
規
定
さ
れ
た）

19
（

。
一
八
六
一
年
に
は
総
理
各
国
事
務
衙
門
が
設
置
さ
れ
、「
夷
務
」
か
ら
「
洋
務
」
へ
の
転
換
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
る）

20
（

。
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こ
う
し
て
始
ま
る
洋
務
運
動
期
を
特
徴
づ
け
た
の
が
、「
中
体
西
用
」
と
呼
ば
れ
る
「
西
洋
」
受
容
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
時
期

の
明
治
日
本
で
主
要
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
る
「
文
明
開
化
」
に
対
応
す
る
が
、
そ
れ
に
比
べ
て
非
常
に
選
択
的
な
受
容
方
法
だ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
実
務
の
レ
ベ
ル
で
「
洋
務
」
へ
の
転
換
を
行
い
つ
つ
も
、
主
流
思
想
は
変
わ
ら
ず
「
四
夷
」
に
対
す
る
「
文
徳
教
化
」
の
論
理

と
心
情
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
の
主
要
な
受
容
方
法
は
「
附
会
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る）

21
（

。

本
章
前
半
に
ま
と
め
た
通
り
、「
文
徳
」
の
言
説
空
間
に
あ
っ
て
、「
四
夷
」
と
は
、「
中
国
」
な
る
自
己
に
と
っ
て
不
変
な
る
所
与
の
他

者
と
い
う
よ
り
、
自
己
の
構
成
原
理
へ
と
「
化
」
す
べ
き
何
者
、
分
節
化
以
前
の
過
渡
的
な
他
者
で
あ
る
（
以
下
、
し
ば
ら
く
こ
の
意
味

で
「
異
者
」
と
書
く
）。「
中
国
」
と
「
四
夷
」
の
間
の
「
文
徳
教
化
」
の
力
学
は
、
後
者
の
「
差
異
」
の
抹
消
を
連
想
さ
せ
が
ち
な
今
に

い
う
「（
文
化
的
）
同
化
」
と
い
う
よ
り
、
相
手
を
逆
ら
わ
な
い
よ
う
に
手
懐
け
る
、
す
な
わ
ち
「
馴
化
」
し
た
上
で
、「
自
己
の
一
部
」

と
し
て
包
摂
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、「
差
異
」
性
自
体
へ
の
「
配
慮
」
の
欠
如
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
四
夷
」

は
「
中
国
」
に
「
帰
化
」
し
、「
所
属
」
す
る
と
さ
れ
、「
教
化
」
主
体
か
ら
み
た
自
他
の
区
別
は
曖
昧
と
な
る
。

本
稿
が
論
じ
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
「
化
」
の
作
用
が
、
自
己
へ
の
異
者
の
「
摂
食
」
と
同
時
に
、
異
者
に
よ
る
自
己
の
「
侵
食
」
を

不
可
避
的
に
伴
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
異
者
の
包
摂
に
お
け
る
浸
透
の
知
的
4

4

影
響
が
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
い
時
、「
附

会
」
と
い
う
特
殊
な
翻
訳
・
受
容
の
方
法
が
動
員
さ
れ
る
と
捉
え
る
。
一
般
に
、
附
会
と
は
、
受
け
入
れ
る
対
象
が
普
遍
的
に
「
真
な
る

も
の
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
に
も
「
自
分
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
初
め
て
咀
嚼
す
る
と
い
う
翻
訳
・
受
容
の

一
形
態
で
あ
る）

22
（

。
こ
れ
は
、
本
質
的
に
「
中
国
」
の
「
自
己
防
御
」
と
「
同
一
性
保
持
」
の
た
め
の
知
的
4

4

機
制
で
あ
る
。
異
者
の
摂
取
が

自
己
の
不
断
な
る
変
化
を
促
す
の
に
対
し
て
、
自
己
不
変
性
を
仮
装
す
る
機
制
が
作
動
す
る
様
相
の
縮
約
的
な
例
は
、「
同
文
」
の
表
皮
で

「
異
義
」
の
内
実
を
緩
や
か
に
覆
う
漢
文
脈
的
ト
リ
ッ
ク
に
見
て
取
れ
る
。
附
会
を
行
う
主
体
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
自
己
の
不
変
と
い
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う
「
主
観
」
で
あ
る
。
異
者
や
外
部
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
、
実
態
と
し
て
自
己
や
内
部
が

―
場
合
に
よ
っ
て
は
跡
形
も
な
い
ほ
ど
に

―
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
危
機
状
況
た
れ
ば
こ
そ
、
逆
に
そ
う
し
た
「
主
観
」
を
担
保

し
て
く
れ
る
根
本
原
理
の
不
動
性
が
強
く
叫
ば
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
中
国
」
な
る
も
の
の
歴
史
的
耐
久
性
と
そ
の
正
統
性
を

保
証
し
て
き
た
「
文
徳
」
の
核
心
で
あ
り
、
そ
の
真
理
性
を
確
信
す
る
人
間
主
体

―
あ
る
い
は
そ
う
し
た
信
念
体
系
に
よ
っ
て
主
体
化

さ
れ
る
人
間
の
行
為

―
を
通
じ
て
、
当
の
「
中
国
」
が
再
生
産
さ
れ
て
き
た）

23
（

。

「
西
洋
」
は
、
附
会
す
る
に
足
る
、
ま
た
そ
の
必
要
性
を
喚
起
す
る
脅
威
的
な
「
四
夷
」
と
し
て
立
ち
現
れ
た
。
こ
う
し
て
「
中
体
西

用
」
の
附
会
論
が
胎
動
す
る
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
「
中
体
」
に
関
わ
ら
な
い
と
認
識
さ
れ
た
「
西
用
」
の
受
容
で
あ
る
。
し
か
も
、
後

者
に
相
当
す
る
「
西
洋
」
の
知
識
や
技
術
は
、
自
己
の
内
、
自
己
の
過
去
の
真
理
の
内
に
先
在
4

4

す
る
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら

―
す
な
わ

ち
「
自
己
の
も
の
」
で
あ
り
「
自
己
の
一
部
」
と
し
て
咀
嚼
し
て
か
ら

―
初
め
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
附
会
の
規
模
や
深
度
は
過

去
の
「
イ
ン
ド
文
明
」
た
る
「
仏
教
」
伝
来
の
衝
撃
以
来
の
こ
と
だ
ろ
う）

24
（

。

こ
う
し
た
態
度
は
、
清
朝
が
「
帝
国
」
の
自
称
を
躊
躇
っ
た
の
と
並
行
す
る
よ
う
に
、civilization

を
今
に
い
う
「
文
明
」
と
し
て
認

め
な
か
っ
た
点
に
現
れ
る
。「
中
華
」
観
念
を
内
面
化
し
た
文
人
＝
士
大
夫
の
多
く
に
と
っ
て
、
西
洋
由
来
のcivilization

に
対
し
て
、「
中

体
」
に
関
わ
る
と
こ
ろ
の
「
文
」
観
念
を
付
与
す
る
こ
と
は
、「
帝
国
」
と
い
う
漢
語
と
同
様
の
形
容
矛
盾
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も

そ
もcivilization

な
る
概
念
の
重
要
性
自
体
が
彼
ら
に
よ
っ
て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
洋
務
の
必
要
か
ら
海
外
駐
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
外
交
官
や
、
開
港
場
都
市
で
活
動
し
た
新
た
な
タ
イ
プ
の
知
識
人
で
あ
る

い
わ
ゆ
る
「
条
約
港
知
識
人
」
の
よ
う
な
人
々
は
、
西
洋
に
お
け
るcivilization
概
念
の
重
要
性
を
い
ち
早
く
嗅
ぎ
取
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
に
彼
ら
が
附
会
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
「
発
見
」
し
た
の
が
、「
中
国
」
の
「
教
化
」
に
相
当
す
る
属
性
だ
っ
た
。
初
代
駐
英
公
使
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で
あ
る
郭
嵩
燾
の
著
名
な
日
記
に
は
、
現
地
で
西
洋
中
心
の
秩
序
観
に
直
接
触
れ
る
中
で
、civilization

概
念
を
紹
介
す
る
箇
所
が
登
場

す
る
。
そ
こ
で
は
、
新
た
な
概
念
受
容
の
第
一
歩
と
し
て
、「
色
維
来
意
斯
得
」civilized

の
よ
う
に
漢
字
を
表
音
的
に
用
い
た
「
音
訳
」

が
用
い
ら
れ
る
と
と
も
に
、civilization

に
相
応
す
る
概
念
と
し
て
主
に
「
教
化
」（
ま
た
は
「
政
教
」）
が
当
て
ら
れ
て
い
る）

25
（

。
こ
れ
以

降
の
関
連
文
献
に
も
ま
た
、「
教
化
」
の
用
語
、
そ
し
て
類
似
の
古
典
的
概
念
で
あ
る
「
王
化
」
や
「
風
化
」「（
有
）
化
」、
そ
し
て
「
開

化
」
な
ど
が
現
れ
る）

26
（

。
こ
の
う
ち
「
開
化
」
は
明
治
日
本
に
お
け
る
「
文
明
開
化
」
に
比
べ
る
と
頻
度
は
低
い
が
、
後
述
す
る
朝
鮮
・
台

湾
に
対
す
る
政
策
論
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、「
文
雅
」「
文
教
」
な
ど
、「
文
」
に
関
わ
る
語

彙
が
用
い
ら
れ
た
例
も
僅
か
な
が
ら
存
在
す
る
が）

27
（

、
後
の
「
文
明
」
の
よ
う
な
主
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

附
会
の
視
線
は
、
こ
う
し
て
認
識
し
た
「
西
洋
」
のcivilization

の
属
性
を
、
最
終
的
に
は
す
べ
て
「
中
国
」
な
る
優
越
の
自
己
の
内

に
先
在
す
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
処
理
す
る
。
こ
う
し
た
限
定
的
な
翻
訳
・
受
容
で
は
あ
っ
た
が
、
も
と
よ
りcivilization

な
ど
と
い
う

概
念
な
ど
眼
中
に
な
か
っ
た
国
内
の
大
部
分
の
士
大
夫
に
比
べ
れ
ば
進
取
的
な
立
場
と
な
る
。
そ
こ
に
は
海
外
駐
在
の
外
交
官
や
開
港
場

都
市
の
知
識
人
ゆ
え
の
「
西
洋
文
明
」
認
識
の
萌
芽
が
現
れ
て
い
る
が）

28
（

、
彼
ら
の
見
解
は
総
体
と
し
て
国
内
の
士
大
夫
に
広
く
受
け
入
れ

ら
れ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
身
の
危
険
を
感
じ
る
ほ
ど
の
非
難
を
浴
び
る
状
況
も
存
在
し
た）

29
（

。

こ
の
よ
う
に
、「
文
明
」
と
い
う
訳
語
が
不
在
で
あ
っ
た
一
九
世
紀
末
ま
で
の
洋
務
期
の
言
説
空
間
に
お
い
て
、civilization

に
対
し
て

様
々
な
訳
語
が
附
会
的
に
試
用
さ
れ
る
中
、「
教
化
」
と
い
う
概
念
が
最
も
広
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
先
立
っ
て
意
味

の
等
価
性
が
規
定
さ
れ
たbarbarian

と
「
夷
」
と
の
関
係
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
福
沢
諭
吉
の
「
文
明
」「
半
開
」「
野
蛮
」
に

対
応
し
て
、「
教
化
」「
半
教
化
」「
夷
狄
」
と
い
う
枠
組
が
用
い
ら
れ
て
も
い
る）

30
（

。「
文
徳
」
とcivilization

は
、
ま
ず
「
教
化
」
に
集
約

さ
れ
る
「
化
」
の
思
想
を
媒
介
に
互
い
の
親
和
性
を
獲
得
し
た
。「
夷
狄
」
の
「
教
化
」
と
い
う
華
夷
思
想
の
磁
場
が
、
両
者
の
概
念
的
結
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合
を
容
易
に
し
た
の
で
あ
る
（
日
本
の
「
開
化
」
は
第
三
章
））

31
（

。

重
要
な
の
は
、
こ
の
結
合
が
、「
中
国
」
と
「
帝
国
」
と
の
相
互
浸
透
を
深
め
る
重
要
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
な
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
が
劣

位
の
他
者
支
配
に
関
わ
る
正
当
化
論
理
の
共
振
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、civilization

と
相
関
す
る
「
帝
国
」
の
諸
相
が
、「
教
化
」

の
枠
組
と
附
会
の
方
法
を
通
じ
て
「
中
国
」
の
内
へ
と
徐
々
に
浸
透
す
る
こ
と
に
な
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
て
再
編
さ
れ
て
い
く
「
中

国
」
の
論
理
が
、「
帝
国
」
の
外
圧
の
高
ま
り
に
対
応
す
る
中
で
、
清
朝
の
特
徴
で
あ
っ
た
「
中
外
一
体
」
の
全
体
を
覆
い
、
さ
ら
に
朝
貢

国
を
始
め
と
す
る
周
縁
に
対
し
て
も
積
極
的
な
干
渉
を
強
め
て
い
く
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
中
外
」
の
意
味
自
体
が
「
中
西
」
す
な
わ

ち
「
中
国
・
西
洋
」
の
認
識
枠
組
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
く
時
代
状
況
を
反
映
し
て
い
た）

32
（

。

こ
う
し
た
変
容
の
前
提
と
な
る
「
中
外
一
体
」
な
る
観
念
は
、
乾
隆
帝
が
成
し
遂
げ
た
清
朝
の
最
大
版
図
を
神
聖
化
し
た
一
九
世
紀
前

半
か
ら
中
頃
の
経
世
儒
学
を
一
つ
の
土
台
に
胎
動
す
る
。
も
と
も
と
そ
れ
は
、「
中
国
」
原
理
を
凌
駕
し
て
広
域
的
な
多
元
型
統
治
を
実
現

し
て
い
る
皇
帝
へ
の
讃
美
と
、
そ
れ
を
支
え
る
武
力
・
実
力
や
実
務
能
力
の
肯
定
と
い
っ
た
内
発
的
な
思
想
転
換
に
支
え
ら
れ
た
。
そ
の

思
想
的
系
譜
に
連
な
る
洋
務
運
動
の
担
い
手
が
、
一
八
七
〇
年
代
か
ら
一
八
八
〇
年
代
に
か
け
て
「
辺
疆
の
喪
失
」
や
「
朝
貢
国
ベ
ル
ト

の
喪
失
」
と
い
う
現
実
に
直
面
し
な
が
ら
、
乾
隆
帝
以
来
の
「
聖
な
る
版
図
の
一
体
性
」
を
死
守
す
べ
く
藩
部
・
朝
貢
国
・
化
外
政
策
を

推
進
す
る）

33
（

。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
政
策
の
推
進
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、「
中
国
」
化
に
よ
る
「
中
外
一
体
」
の
解
消
へ
と
向
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
一
因
こ
そ
、
洋
務
を
担
当
し
た
彼
ら
が
、
直
接
「
帝
国
」
の
論
理
に
対
応
す
る
中
で
、
そ
の
一
部
を
「
中
国
」
の
論
理
へ
と

附
会
し
つ
つ
選
択
的
に
摂
取
し
て
い
っ
た
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
八
八
〇
年
代
半
ば
に
は
、「
属
地
」
と
「
属
国
」
の
概
念
と
そ
の
区

別
と
い
う
、
二
〇
世
紀
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
主
権
」
と
「
宗
主
権
」
が
及
ぶ
と
分
節
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
版
図
観
念
が
析
出
さ
れ
る）

34
（

。
ま

た
、
内
在
的
に
析
出
さ
れ
て
い
た
武
力
・
実
力
主
義
の
思
想
が
、「
帝
国
」
的
な
力
の
論
理
へ
と
接
合
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
「
中
外
」
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の
「
中
国
」
化
は
、
未
だ
自
称
を
伴
わ
な
い
な
が
ら
、
実
態
と
し
て
「
帝
国
」
化
の
様
相
を
強
化
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
錯
綜
し
た
状
況
を
如
実
に
示
す
の
が
、
一
九
世
紀
末
の
台
湾
と
朝
鮮
に
対
す
る
清
朝
の
政
策
で
あ
る
。
台
湾
と
朝
鮮
は
、
そ
れ

ぞ
れ
「
中
国
」
の
朝
貢
国
と
周
縁
と
い
う
位
置
づ
け
や
国
家
権
力
の
有
無
と
い
っ
た
差
異
を
反
映
し
つ
つ
、「
中
国
」
と
「
帝
国
」
の
言
説

編
制
の
邂
逅
を
そ
れ
ぞ
れ
に
物
語
る
重
要
な
事
例
で
あ
る
。「
帝
国
」「
中
国
」
の
附
会
的
相
互
浸
透
は
、
清
朝
の
台
湾
・
朝
鮮
政
策
を
特

徴
付
け
た
「
開
山
」
と
「
開
港
」
と
い
う
概
念
に
特
徴
的
に
現
れ
る
。
両
者
に
共
通
す
る
「
開
」
あ
る
い
は
「
開
化
」
と
い
う
べ
き
思
想

に
は
、civilization
の
諸
相
を
摂
取
し
つ
つ
も
保
持
さ
れ
た
「
文
徳
教
化
」
の
論
理
が
強
く
残
響
し
て
い
た
。
以
下
、
日
本
統
治
期
の
台

湾
・
朝
鮮
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
土
台
と
な
る
両
者
の
ケ
ー
ス
を
概
観
す
る
。

台
湾

―
「
開
山
撫
番
」
と
「
化
外
」
の
「
中
国
」
化

台
湾
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
「
開
山
撫
番
」
政
策
に
よ
っ
て
、
全
域
が
清
朝
に
編
入
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
は
、
一
七
世
紀
末
（
一
六
八

四
年
）
に
西
側
の
平
野
部
が
対
岸
の
福
建
省
の
管
轄
、
す
な
わ
ち
「
中
国
」
の
核
た
る
中
華
十
八
省
の
一
部
と
さ
れ
た
だ
け
で
、
南
北
を

縦
走
す
る
中
央
か
ら
東
部
に
か
け
て
の
広
範
な
山
岳
地
帯
と
そ
の
周
辺
は
管
轄
外
に
置
か
れ
て
い
た
。
後
者
は
「（
漢
）
民
」
と
区
別
さ
れ

「
番
」
と
呼
ば
れ
た
人
々

―
日
本
の
漢
語
感
で
は
「
蕃
」
に
近
く
、
現
在
の
台
湾
で
は
「
原
住
民
」
と
呼
ば
れ
る

―
の
居
住
区
域
た
る

「
番
地
」
で
あ
り
、「
番
」「
民
」
を
分
か
つ
「
番
界
」
と
い
う
境
界
線
の
先
は
、「
中
国
」
の
「
文
徳
教
化
」
の
直
接
及
ば
な
い
「
化
外
」

の
地
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
漢
人
の
開
墾
を
抑
制
す
る
「
封
山
禁
墾
」
ま
た
は
「
番
地
封
禁
」
政
策
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
隔
離
主
義
」

の
前
段
階
と
し
て
、
編
入
初
期
に
は
、「
文
徳
教
化
」
の
論
理
に
よ
る
包
摂
的
な
「
生
番
帰
化
」
の
政
策
が
志
向
さ
れ
た
が
、
そ
の
儒
家
的

「
理
想
」
が
容
易
な
ら
な
い
現
実
に
鑑
み
、
特
に
乾
隆
帝
期
の
後
、
次
第
に
政
策
変
更
し
て
い
っ
た
経
緯
が
あ
っ
た）

35
（

。
乾
隆
帝
の
隔
離
政
策
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は
、
清
朝
の
他
地
域
に
も
広
く
見
ら
れ
た
大
き
な
特
徴
で
あ
る）

36
（

。
台
湾
に
特
徴
的
な
の
は
、
隔
離
に
あ
た
り
、
清
朝
廷
が
「
番
」
を
「
熟

番
」
と
「
生
番
」
と
に
分
け
、
前
者
を
一
種
の
「
緩
衝
帯
」
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
、「
民
」
す
な
わ
ち
漢
人
の
開
墾
を
抑
制
す
る
方
向

へ
と
移
行
す
る
点
に
あ
る
。
こ
う
し
て
台
湾
は
、
比
較
的
小
さ
な
領
域
の
中
に
、「
中
国
」（「
漢
民
」
の
地
）
と
「
化
外
」（「
生
番
」
の

地
）
が
隣
接
し
て
い
た
上
に
、
そ
の
間
に
一
種
の
緩
衝
帯
（「
熟
番
」
の
地
）
が
置
か
れ
る
と
い
う
特
徴
的
な
流
動
的
三
層
構
造
を
成
し
て

い
た）

37
（

。
こ
う
し
て
「
朝
貢
国
」
で
も
「
藩
部
」
で
も
な
か
っ
た
台
湾
は
、
一
九
世
紀
末
に
至
り
、
そ
の
「
化
外
」
部
分
が
「
中
国
」
へ
と
直
接

編
入
さ
れ
る
と
い
う
珍
し
い
事
例
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
消
極
的
な
「
封
山
」
か
ら
積
極
的
な
「
開
山
」
へ
の
大
き
な
政
策
転
換
で
あ
る
。

そ
の
き
っ
か
け
は
、
一
八
七
一
年
に
宮
古
島
民
の
乗
っ
た
遭
難
船
が
「
化
外
」
の
台
湾
東
南
部
に
漂
着
し
、「
生
番
」（
パ
イ
ワ
ン
族
）
に

殺
害
さ
れ
た
「
牡
丹
社
事
件
」
で
あ
る
。
日
本
政
府
の
抗
議
に
対
し
、
当
初
清
朝
側
は
従
来
の
方
針
に
従
い
管
轄
外
の
出
来
事
と
し
て
対

応
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
た
日
本
側
は
、「
化
外
の
地
」
を
国
際
法
に
お
け
る
「
無
主
地
」
と
解
釈
し
、
一
八
七
四
年
に
は

そ
の
「
先
占
」
を
目
指
し
て
、
兵
士
の
残
留
に
よ
る
「
植
民
」
も
想
定
し
た
明
治
日
本
初
の
海
外
派
兵
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る

「
台
湾
出
兵
」
で
あ
る
。
こ
れ
へ
の
対
応
が
、
台
湾
全
域
を
正
式
に
清
朝
の
統
治
下
に
置
こ
う
と
す
る
「
開
山
撫
番
」（
一
八
七
五
〜
一
八

九
五
年
）
の
政
策
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
台
湾
北
部
も
戦
乱
に
巻
き
込
ん
だ
清
仏
戦
争
を
経
た
一
八
八
五
年
に
は
、
国
防

強
化
の
た
め
、
福
建
省
か
ら
切
り
離
し
て
単
独
の
「
台
湾
省
」
を
設
置
し
、
初
代
「
台
湾
巡
撫
」
と
し
て
劉
銘
傳
を
送
り
込
む
に
至
る
（
清

朝
西
方
の
「
新
疆
省
」
設
置
の
翌
年
で
あ
る
）。

日
本
・
欧
米
側
に
と
っ
て
、
台
湾
出
兵
の
是
非
を
め
ぐ
る
争
点
は
「
主
権
」
お
よ
び
「
文
明
」
の
概
念
に
あ
っ
た
。
日
本
政
府
に
台
湾

出
兵
を
提
唱
し
た
米
国
人
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
は
、
す
で
に
一
八
六
七
年
の
米
国
船
ロ
ー
バ
ー
号
遭
難
事
件
の
時
点
で
、
台
湾
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東
部
の
「
化
外
」
を
「
無
主
地
」terra nullius

と
い
う
西
洋
概
念
で
翻
訳
・
解
釈
し
て
お
り
、
そ
の
延
長
上
に
日
本
の
台
湾
出
兵
を
当
時

の
国
際
法
で
正
当
な
「
先
占
」occupation

と
し
て
前
押
し
、
ま
た
弁
護
し
た
。
彼
は
ま
た
、「
先
占
」
の
原
則
と
同
様
、「
主
権
」
も
ま

た
そ
の
「
実
行
」
と
不
可
分
で
あ
り
、
そ
の
実
行
内
容
と
し
て
当
該
領
域
を
「
文
明
化
」（
あ
る
い
は
政
治
的
に
組
織
化
）
す
る
責
任
と
使

命
を
伴
う
と
す
る
当
時
の
国
際
法
理
解
を
強
調
し
つ
つ
、
そ
れ
を
怠
っ
て
き
た
清
朝
に
「
主
権
」
を
論
ず
る
資
格
が
な
い
と
し
た）

38
（

。
こ
う

し
て
彼
は
、
台
湾
の
「
化
外
」
地
域
（A

boriginal Form
osa

）
が
「
中
華
帝
国
」（C

hinese E
m

pire

）
の
一
部
で
は
な
い
と
主
張
し
た

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
清
朝
は
、「
主
権
」
や
「
文
明
」
の
概
念
を
も
っ
て
呼
応
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
清
朝
が
そ
う
し
た
概
念
を
駆

使
し
て
、「
洋
務
」
で
は
な
く
「
外
務
」
に
乗
り
出
し
、
こ
う
し
た
状
況
に
対
処
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
二
〇
世
紀
の
こ
と
で
あ
る）

39
（

。
こ
の

時
、
日
本
が
国
際
法
（
万
国
公
法
）
と
そ
の
語
彙
に
よ
っ
て
理
論
武
装
し
た
の
に
対
し
、
清
朝
が
依
拠
し
た
の
は
一
八
七
一
年
に
締
結
さ

れ
た
日
清
修
好
条
規
と
そ
の
条
文
だ
っ
た）

40
（

。
清
朝
に
と
っ
て
、
後
者
は
従
来
か
ら
の
日
本
と
の
「
互
市
」
関
係
の
修
正
継
続
で
あ
り
、
二

国
間
の
問
題
を
解
決
す
る
根
拠
た
る
べ
き
約
束
で
あ
っ
て
、
国
際
法
を
普
遍
的
に
自
他
に
適
用
す
る
と
い
う
意
思
自
体
を
そ
も
そ
も
持
た

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
動
員
さ
れ
た
論
拠
は
、
第
一
条
に
あ
る
「
所
属
邦
土
」
ま
た
は
そ
の
縮
約
形
の
「
属
邦
」
な
る
概
念
で

あ
る
。
そ
れ
は
も
と
も
と
清
朝
に
と
っ
て
朝
鮮
を
想
定
し
た
概
念
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
範
囲
を
広
げ
て
台
湾
の
「
生
番
」
に
ま
で
適
用
し
、

そ
の
上
で
彼
等
が
「
中
国
」
に
「
所
属
」
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
唱
え
る
こ
と
に
な
る）

41
（

。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
単
な
る
強
弁
と
い
う
よ
り
、

清
朝
側
の
「
天
下
・
中
国
」
秩
序
観
か
ら
く
る
論
理
4

4

的
主
張
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
台
湾
西
部
を
編
入
し
た
当
初
に
「
生
番
帰
化
」
政

策
を
行
っ
た
通
り
、「
中
国
」
の
「
化
外
」
で
は
あ
っ
て
も
「
天
下
」
の
内
、
つ
ま
り
皇
帝
の
「
文
徳
教
化
」
の
当
為
的
射
程
圏
に
「
所

属
」
す
る
も
の
と
想
像
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
交
渉
は
議
論
の
土
台
か
ら
噛
み
合
っ
て
お
ら
ず
、
欧
米
や
日
本
側
は
、
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清
朝
が
意
図
的
に
国
際
法
の
適
応
を
避
け
て
い
る
と
不
信
感
を
強
め
、
清
朝
側
は
日
本
が
条
約
と
い
う
新
た
な
交
際
上
の
礼
に
背
い
て
い

る
と
警
戒
心
を
つ
の
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た）

42
（

。

対
外
的
な
応
答
に
お
い
て
も
「
中
国
」
の
論
理
が
微
調
整
さ
れ
つ
つ
押
し
出
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
対
内
的
あ
る
い
は
台
湾
向
け
に
は
な

お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、「
帝
国
」
側
の
「
文
明
化
」
の
勧
告
に
対
し
、
前
述
通
り
「
開
山
」
と
「
撫
番
」、
そ
れ
に
よ
る
「
化
番

為
民
」
と
い
っ
た
「
文
徳
教
化
」
論
理
で
応
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
初
代
台
湾
巡
撫
の
劉
銘
傳
は
、「
民
番
﹇
漢
人
と
番
人
﹈
は
み

な
朝
廷
の
赤
子
」
で
あ
り
、
悔
い
改
め
て
帰
服
し
た
も
の
は
寛
大
に
あ
つ
か
う
の
が
「
朝
廷
の
一
視
同
仁
の
至
意
に
か
な
う
」
と
述
べ
て

い
る）

43
（

。
こ
こ
に
は
欧
米
や
日
本
側
の
「
文
明
開
化
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
、
普
遍
た
る
べ
き
「
文
徳
教
化
」
の
枠
組
へ
と
包
摂
し
た
上
で
、
自

己
の
政
策
改
革
（
こ
の
場
合
は
「
化
外
」
の
撤
廃
と
積
極
策
へ
の
転
換
）
を
自
他
に
宣
布
せ
ん
と
す
る
附
会
の
論
理
が
貫
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
、
真
に
欧
米
や
日
本
を
説
得
し
え
た
か
は
別
問
題
で
あ
り
、
も
と
よ
り
「
同
文
異
義
」
を
良
し
と
す
る
附
会
主
体
の
意
に
介
す
る

と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
、
両
者
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
言
説
編
制
の
レ
ベ
ル
で
噛
み
合
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
同
時
に
見
落
と
す
べ
き
で
な
い
の
は
、
交
渉

を
通
じ
て
「
文
明
化
」
と
「
文
徳
教
化
」
が
互
い
に
相
応
す
る
観
念
と
し
て
焦
点
化
さ
れ
て
き
た
事
実
で
あ
る
。
両
者
は
、
接
近
戦
の
中

で
相
似
性
や
相
補
性
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
端
的
な
発
現
が
、「
開
山
撫
番
」
期
の
教
育
改
革
や
鉄
道
敷
設
な
ど
一
連
の
包
括
的
施

策
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
日
本
統
治
期
に
先
立
つ
「
近
代
化
」
の
出
発
点
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
関
連
し
て
付
記
す
べ
き
は
、「
開

山
撫
番
」
の
実
際
が
相
当
な
武
力
を
伴
っ
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
一
九
世
紀
を
通
じ
て
、
合
法
・
非
合
法
の
民
間
版
「
開
山

撫
番
」
が
局
所
的
な
が
ら
台
湾
各
地
で
行
わ
れ
、
急
速
に
「
番
界
」
を
東
漸
さ
せ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
一
八
七
五
年
以
降
の
施
策
も
、

消
極
策
か
ら
積
極
策
へ
の
劇
的
な
変
化
と
い
う
よ
り
以
前
か
ら
の
延
長
と
い
う
性
格
を
孕
ん
で
い
た）

44
（

。
そ
の
土
台
の
上
に
、
官
の
お
墨
付
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き
を
得
る
こ
と
で
、
武
力
に
よ
る
積
極
的
な
「
討
伐
」
が
推
進
さ
れ
、「
戦
争
」
と
形
容
さ
れ
る
ほ
ど
の
争
い
を
伴
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述

の
劉
銘
傳
の
言
辞
も
ま
た
、「
徳
威
併
用
」
に
お
け
る
武
力
行
使
の
成
果
報
告
に
用
い
ら
れ
た
内
容
で
あ
る）

45
（

。
た
だ
し
、
巡
撫
が
代
わ
っ
た

一
八
九
一
年
以
降
は
ま
た
消
極
策
へ
と
政
策
転
換
し
、
日
本
へ
の
割
譲
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、「
中
国
」
の
「
帝
国
」
化
は
、「
中
国
」
の
膨
張
・
包
摂
運
動
を
生
み
出
す
「
文
徳
教
化
」
の
力
学
に
媒
介
さ
れ
、「
開
山
撫

番
」
の
名
の
も
と
、「
中
国
延
長
」
と
い
う
べ
き
「
化
外
」
の
併
呑
を
も
た
ら
し
た
。
以
前
は
「
内
地
化
」
や
「
近
代
化
」
の
出
発
点
と

い
っ
た
肯
定
的
な
解
釈
が
主
流
だ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
い
わ
ば
「（
東
）
台
湾
併
合
」
と
も
い
う
べ
き
歴
史
過
程
が
介
在
し
て
い
た
の
で
あ

る）
46
（

。
朝
鮮

―
「
開
港
」「
開
化
」
の
相
克
と
「
属
国
」
の
「
同
文
異
義
」

「
中
国
」
と
「
帝
国
」
の
附
会
的
相
互
浸
透
が
、
清
朝
の
政
策
転
換
を
も
た
ら
し
た
も
う
一
つ
の
重
要
例
が
、
一
八
八
〇
年
代
前
後
の
朝

鮮
で
あ
る
。
そ
の
出
発
点
が
欧
米
に
対
す
る
「
開
港
」
の
斡
旋
政
策
だ
っ
た
。
こ
こ
に
は
台
湾
の
「
開
山
」
に
も
通
ず
る
「
文
徳
教
化
」

の
力
学
の
一
端
が
現
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
朝
鮮
を
「
開
港
」
の
主
体
と
す
る
体
裁
が
と
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
応
答
を
迫
ら
れ
た
朝
鮮

側
に
お
い
て
析
出
さ
れ
る
の
が
「
開
化
」
の
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
世
以
来
の
実
学
の
思
想
的
土
台
の
上
に
、
明
治
日
本
の
「
文
明

開
化
」
の
思
潮
を
選
択
的
に
接
ぎ
木
し
つ
つ
、
西
洋
文
明
の
受
容
に
よ
る
改
革
を
目
指
す
と
と
も
に
、
さ
ら
に
清
朝
と
の
宗
属
関
係
の
解

消
を
緊
要
な
課
題
と
し
て
独
自
の
展
開
を
遂
げ
て
い
く）

47
（

。「
文
明
」
と
い
う
漢
語
の
積
極
的
受
容
と
い
う
点
に
お
い
て
、
朝
鮮
の
い
わ
ゆ
る

開
化
派
は
同
時
代
の
清
朝
の
士
大
夫
に
先
駆
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
朝
鮮
の
言
説
空
間
に
、「
攘
夷
」
と
「
開
港
」
の
対
立
軸
、

続
い
て
「
開
港
」「
開
化
」
ま
た
は
親
清
・
親
日
の
対
立
軸
が
登
場
し）

48
（

、
後
に
親
露
を
加
え
た
三
つ
巴
の
展
開
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
な
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る
。
以
下
、
限
ら
れ
た
紙
幅
か
ら
、
清
朝
の
「
開
港
」
と
朝
鮮
の
「
開
化
」
と
の
相
に
関
し
て
ご
く
簡
単
に
述
べ
る
。

清
朝
に
よ
る
朝
鮮
の
「
洋
夷
」
対
応
へ
の
干
渉
は
、
直
接
的
に
は
日
本
の
琉
球
処
分
（
一
八
七
九
年
）
に
よ
る
朝
貢
国
喪
失
へ
の
衝
撃

に
端
を
発
す
る
。
時
の
閔
氏
政
権
に
対
す
る
「
開
港
」
の
勧
め
は
、
さ
ら
な
る
朝
貢
国
の
喪
失
を
防
ぐ
た
め
、
李
鴻
章
を
中
心
に
構
想
さ

れ
た
。
具
体
的
に
は
、
中
国
に
親
し
み
、
日
本
と
結
び
、
ア
メ
リ
カ
と
連
ね
る
こ
と
で
ロ
シ
ア
の
南
下
を
防
ぐ
こ
と
を
骨
子
と
し
た
提
案

で
あ
る
。
そ
の
狙
い
は
、
中
国
と
朝
鮮
の
従
来
の
関
係
を
質
的
に
改
変
し
つ
つ）

49
（

、
朝
鮮
に
西
洋
列
強
と
条
約
を
結
ば
さ
せ
、
そ
こ
に
清
朝

と
の
新
た
な
宗
属
関
係
を
明
記
す
る
こ
と
で
、
そ
の
事
実
を
諸
国
に
認
め
さ
せ
る
点
に
あ
っ
た）

50
（

。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
台
湾
を
巡
る
日
本

と
の
交
渉
で
、
日
清
修
好
条
規
の
規
約
が
役
立
た
な
か
っ
た
教
訓
か
ら
、
そ
の
代
案
と
し
て
浮
上
し
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た）

51
（

。

清
朝
の
思
惑
に
端
を
発
し
た
「
開
港
」
政
策
が
閔
氏
政
権
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
く
中
、
そ
れ
に
不
満
を
抱
い
た
「
攘
夷
派
」
た
る

大
院
君
中
心
の
旧
勢
力
は
一
八
八
二
年
に
壬
午
事
変
を
起
こ
し
て
巻
き
返
し
を
図
る
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
清
朝
の
武
力
介
入
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
る
。
朝
鮮
政
府
の
出
兵
要
請
を
受
け
た
清
朝
が
、
朝
貢
国
の
保
護
の
名
目
で
清
軍
三
千
人
を
王
都
漢
城
（
現
ソ
ウ
ル
）
に

送
り
込
ん
で
鎮
圧
し
、
軍
隊
を
倍
増
さ
せ
た
上
で
そ
の
ま
ま
駐
屯
さ
せ
た
件
で
あ
る
。
こ
の
時
、
朝
鮮
軍
の
改
編
を
指
揮
す
る
た
め
に
送

り
込
ま
れ
た
袁
世
凱
は
、
以
後
も
清
朝
の
朝
鮮
政
策
に
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
清
朝
へ
の
従
属
を
深
め
る
閔
氏
政
権
と
そ
の
「
開
港
派
」（
事
大
派
）
の
政
策
に
対
し
、
憂
慮
と
反
発
か
ら
台
頭
す
る
の
が

「
開
化
派
」（
独
立
派
）
で
あ
る）

52
（

。
彼
ら
が
掲
げ
た
「
開
化
」
は
、
清
朝
主
導
の
従
属
的
な
「
開
港
」
に
対
し
て
、
日
本
型
の
「
文
明
開
化
」

の
戦
略
を
導
入
す
る
こ
と
で
対
抗
す
る
意
味
合
い
を
帯
び
て
い
た
。
こ
う
し
て
一
八
八
四
年
に
甲
申
政
変
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
ま
た
し
て
も
清
朝
の
干
渉
に
拍
車
を
か
け
る
結
果
を
招
く
。
す
な
わ
ち
袁
世
凱
が
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
武
力
で

鎮
圧
し
、
翌
年
か
ら
「
駐
箚
朝
鮮
総
理
交
渉
通
商
事
宜
」
と
い
う
強
い
権
限
を
も
つ
官
職
を
得
て
漢
城
に
駐
在
す
る
の
で
あ
る
。「
朝
鮮
監
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国
」
と
も
呼
ば
れ
た
袁
の
赴
任
は
、
前
述
し
た
台
湾
省
設
置
に
よ
る
劉
銘
傳
の
「
台
湾
巡
撫
」
着
任
と
同
年
の
出
来
事
で
あ
る
。

「
開
港
」
の
結
果
、
清
朝
の
朝
鮮
へ
の
内
政
干
渉
が
深
ま
る
一
方
で
、
西
洋
諸
国
と
朝
鮮
と
の
条
約
関
係
も
ま
た
広
が
っ
て
い
っ
た
。
そ

れ
は
、
清
朝
と
朝
鮮
の
関
係
を
西
洋
諸
国
に
説
明
し
、
説
得
す
る
必
要
性
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
清
朝
側
の
対

応
は
、前
述
の
台
湾
を
め
ぐ
る
交
渉
と
同
様
、ス
ト
レ
ー
ト
な
国
際
法
の
語
彙
で
は
な
か
っ
た
。代
わ
り
に
持
ち
出
さ
れ
た
新
た
な
概
念
・

論
理
が
、
い
わ
ゆ
る
「
属
国
自
主
」
で
あ
る）

53
（

。
そ
れ
は
、
次
第
に
反
清
政
策
の
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
朝
鮮
側
に
と
っ
て
も
、
対
応
の
た

め
の
根
拠
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

属
国
か
つ
4

4

自
主
と
は
、
古
来
よ
り
「
天
下
・
中
国
」
秩
序
の
特
に
「
外
臣
層
」
を
特
徴
づ
け
た
包
摂
と
自
律
の
両
立
、
す
な
わ
ち
「
同

文
異
義
」
を
生
み
出
す
「
連
言
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
自
然
な
延
長
で
あ
る
。
し
か
し
、「
世
界
・
帝
国
」
の
言
説
編
制
で
は
、
両
立
不
可
能
な

「
矛
盾
」
で
し
か
な
い
。
後
者
に
お
い
て
は
、
原
則
的
に
「
従
属
国
」
か
「
独
立
国
」
か
の
排
中
律
的
な
二
者
択
一
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

果
た
し
て
、「
属
国
」
な
る
漢
語
の
「
同
文
多
義
」
は
、
西
洋
諸
国
を
交
渉
相
手
と
し
た
主
に
英
訳
の
媒
介
を
通
じ
て
、tributary

とvassal

と
い
う
二
つ
の
解
釈
へ
と
収
斂
し
、
分
裂
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
過
程
に
お
い
て
、「
中
国
」
の
「
帝
国
」
化
の
一
端
が
露
呈
す
る
。
す
な
わ
ち
、
清
朝
は
国
際
法
の
論
理
の
一
部
を
「
属
国
」
と
い

う
伝
統
概
念
の
中
に
附
会
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
「
同
文
異
義
」
を
解
消
し
、
そ
の
朝
鮮
政
策
を
内
変
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
属

国
」
をvassal

と
規
定
し
、
対
と
な
る
「
自
主
」
を
有
名
無
実
化
す
る
戦
略
で
あ
り
、
今
に
い
う
内
政
外
交
の
自
主
を
奪
う
と
い
う
意
味

で
、
実
質
的
な
「
保
護
国
」
化
を
目
論
む
も
の
だ
っ
た）

54
（

。
加
え
て
、
西
洋
向
け
の
英
語
の
説
明
で
は
、
未
だem

pire

と
自
称
せ
ず
と
も
、

im
perial

と
い
う
形
容
詞
やthe E

m
peror

と
い
っ
た
称
号
で
「
帝
国
」
の
権
威
を
表
現
し
始
め
て
い
る）

55
（

。

こ
う
し
た
清
朝
の
強
硬
な
対
応
を
促
し
た
の
は
、「
属
国
」
に
対
す
る
朝
鮮
側
の
「
異
議
」
の
表
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
主
」
の
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側
面
を
最
大
限
に
押
し
出
し
つ
つ
、「
属
国
」
をtributary

と
解
す
る
立
場
だ
っ
た
。
こ
の
解
釈
は
、
一
八
八
六
年
に
も
と
も
と
袁
世
凱

の
協
力
者
と
し
て
朝
鮮
に
赴
任
し
た
も
の
の
、
そ
の
政
策
批
判
へ
と
転
じ
た
外
国
人
顧
問
デ
ニ
ー
が
、
朝
鮮
政
府
の
見
解
を
代
弁
し
つ
つ
、

離
任
直
前
に
英
語
で
執
筆
し
た
『
清
韓
論
』
を
通
じ
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た）

56
（

。
朝
鮮
に
と
っ
て
、「
属
国
」
と
は
、
あ
く
ま
で
儀
礼

的
に
朝
貢
を
行
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
「
自
主
国
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
清
朝
へ
の
体
面
か
ら
「
中
立
国
」
と
い
う
表
現
で
巧

妙
に
言
葉
を
選
び
つ
つ
「
独
立
」
を
主
張
し
、
後
に
は
「
独
立
国
」
で
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
に
至
る
の
で
あ
る）

57
（

。
こ
こ
に
は
「
自
主
」

を
近
代
的
な
「
独
立
」
の
語
義
で
解
す
る
と
い
う
大
き
な
読
み
替
え
が
介
在
し
た
。

総
じ
て
、「
同
文
異
義
」
の
一
元
多
面
的
秩
序
が
ほ
こ
ろ
び
を
見
せ
、「
属
国
」
の
意
味
を
一
義
的
に
確
定
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
清

朝
の
政
策
が
「
天
下
・
中
国
」
秩
序
の
語
彙
を
保
持
し
つ
つ
も
、
伝
統
的
な
朝
貢
国
の
自
律
性
を
切
り
崩
し
つ
つ
、
実
質
的
に
「
帝
国
」

的
な
干
渉
の
度
合
い
を
増
し
て
い
く
過
程
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
表
向
き
朝
鮮
の
「
独
立
」
と
「
対
等
」
を
支
持
し
な
が
ら
、
や
は
り
朝
鮮

に
対
す
る
「
帝
国
」
的
な
利
害
を
深
め
て
い
っ
た
日
本
と
の
対
立
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。

三
帝
国
競
存
体
制
の
成
立
と
崩
壊

一
九
世
紀
末
、
日
清
戦
争
の
開
戦
そ
し
て
清
朝
の
敗
戦
と
い
う
結
果
は
、
清
朝
の
「
帝
国
」
自
称
と
「
文
明
」
概
念
の
導
入
へ
と
つ
な

が
っ
た
。
台
湾
が
「
大
清
帝
国
」
か
ら
「
大
日
本
帝
国
」
へ
と
割
譲
さ
れ
る
一
方
、
朝
鮮
は
「
大
清
帝
国
」
と
の
宗
属
関
係
を
断
っ
て
、

一
八
九
七
年
に
は
自
ら
「
大
韓
帝
国
」
を
宣
言
す
る
。
難
航
を
重
ね
た
交
渉
の
末
、
一
八
九
九
年
に
は
対
等
な
資
格
で
清
韓
通
商
条
約
の

締
結
へ
と
こ
ぎ
つ
け）

58
（

、
最
初
の
憲
法
と
な
る
「
大
韓
国
国
制
」（
一
八
九
九
年
）
の
第
一
条
に
「
世
界
万
国
に
公
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
自
主

独
立
た
る
帝
国
」
を
謳
う
に
至
る）

59
（

。
こ
う
し
て
、「
天
下
・
中
国
」
秩
序
は
、
古
代
以
来
の
「
四
夷
」
の
外
臣
層
を
全
て
失
い
、
三
つ
の
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「
帝
国
」
が
名
目
上
対
等
に
並
び
立
つ
中
で
崩
壊
を
告
げ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
新
た
な
「
国
際
秩
序
」
と
し
て
の
「
東
ア
ジ
ア
」
が

登
場
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
域
内
「
帝
国
秩
序
」
確
立
の
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
っ
た
。
漢
字
圏
に
お
い
て
す
で
に
「
内
破
」

し
て
い
た
自
己
本
位
の
「
中
国
」
意
識
は
、「
帝
国
」
の
渦
巻
く
国
際
政
治
の
力
学
の
中
で
、
選
択
的
に
「
帝
国
」
意
識
へ
と
読
み
替
え
ら

れ
た
の
で
あ
る）

60
（

。

清
韓
間
の
通
商
条
約
締
結
の
背
景
に
は
、
一
八
九
八
年
三
月
の
ロ
シ
ア
の
旅
大
租
借
に
端
を
発
す
る
西
洋
諸
国
の
中
国
「
瓜
分
」
の
動

き
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
〇
〇
年
の
義
和
団
事
件
と
そ
れ
に
伴
う
ロ
シ
ア
の
満
洲
占
領
か
ら
、
一
時
の
勢
力
均
衡
は
崩
壊
し
、
日
本
・

ロ
シ
ア
間
で
朝
鮮
へ
の
利
害
対
立
が
表
面
化
す
る
こ
と
に
な
る）

61
（

。
日
露
戦
争
へ
の
流
れ
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
は
、
従
来
の
「
独
立
」

と
「
対
等
」
の
約
束
を
自
ら
反
故
に
し
、
一
九
〇
五
年
の
第
二
次
日
韓
協
約
に
お
い
て
大
韓
帝
国
を
保
護
国
化
、
一
九
一
〇
年
に
は
「
韓

国
併
合
」
を
断
行
す
る
に
至
る
。
こ
う
し
て
大
韓
帝
国
の
「
帝
国
」
意
識
は
行
き
場
を
失
い
、
大
韓
帝
国
期
に
発
現
し
て
い
た
「
抗
清
」

型
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、「
抗
日
」
を
基
軸
に
展
開
す
る
よ
う
に
な
る）

62
（

。
以
下
、
清
朝
が
「
大
清
帝
国
」
を
名
乗
っ
た
後
、「
中
華
民
国
」

へ
の
革
命
を
経
て
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
「
帝
国
」
意
識
の
帰
趨
に
つ
い
て
、
節
を
改
め
て
見
て
い
く
。

４

．「
中
西
文
明
」
論
と
「
中
華
帝
国
」
の
理
念
的
生
成

一
九
世
紀
後
半
に
本
格
化
し
た
「
帝
国
」「
文
明
」
と
「
中
国
」「
文
徳
」
の
原
理
的
対
決
は
、
清
朝
の
「
帝
国
」
の
名
乗
り
お
よ
び
「
文

明
」
概
念
の
受
容
へ
と
帰
結
し
た
。
続
い
て
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
歴
史
上
の
「
中
国
」
が
、
国
際
社
会
の
一
国
家
名
と
し
て
の
中
国
へ

と
転
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
前
述
通
り
こ
の
意
味
で
は
括
弧
を
外
す
）。



東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
百
七
十
三
册

― 94 ―

二
〇
世
紀
中
国
は
、
通
常
「
国
民
国
家
」
形
成
を
前
提
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
枠
組
は
注
目
す
べ
き
実
証
研
究
の
成
果
を
分
厚
く

蓄
積
し
て
き
た
も
の
の
、
一
方
で
近
代
中
国
理
解
を
制
約
し
て
き
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る）

63
（

。
本
稿
は
、
そ
の
代
案
と
し
て
、「
国
民
帝

国
」
の
枠
組
を
導
入
し
、
文
明
・
文
化
言
説
に
お
け
る
「
帝
国
」
と
「
中
国
」
と
の
相
克
を
描
く
。
そ
の
中
か
ら
「
中
華
帝
国
」
と
呼
ぶ

べ
き
理
念
型
が
生
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
中
華
帝
国
」
は
「
中
国
」
と
い
う
「
伝
統
」
の
単
な
る
延
長
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
近
代
」
の
産
物
で
あ
る）

64
（

。

二
〇
世
紀
前
半
の
中
国
の
動
向
は
同
時
期
の
日
本
と
深
い
連
環
関
係
に
あ
っ
た）

65
（

。
そ
の
一
端
は
、
相
互
的
な
帝
国
形
成
を
め
ぐ
る
文

明
・
文
化
論
の
応
酬
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
日
本
か
ら
中
国
へ
の
流
れ
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
急
増
す
る
中
国
知
識
人

の
日
本
亡
命
・
留
学
と
言
論
活
動
に
端
を
発
し
、「
文
明
開
化
」
の
新
思
潮
の
み
な
ら
ず
、「
帝
国
」
に
関
わ
る
概
念
や
思
想
を
も
た
ら
し

た
。
逆
に
、
中
国
か
ら
日
本
へ
の
流
れ
も
ま
た
、
辛
亥
革
命
と
い
う
第
一
次
世
界
大
戦
に
先
立
つ
東
ア
ジ
ア
初
の
民
族
革
命
と
共
和
制
の

登
場
か
ら）

66
（

、
五
四
運
動
を
触
媒
と
す
る
反
帝
国
言
説
の
分
節
化
に
至
る
ま
で
、
同
様
に
広
範
か
つ
深
遠
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
日
本
帝
国

主
義
批
判
を
含
ん
だ
一
九
二
〇
年
代
の
孫
文
の
「
王
道
文
化
」
論
や
国
民
政
府
に
よ
っ
て
聖
典
化
さ
れ
る
「
三
民
主
義
」
な
ど
、
同
時
代

の
日
本
が
応
答
を
迫
ら
れ
、
結
果
的
に
自
己
の
「
帝
国
」
性
を
否
定
す
る
た
め
の
理
論
武
装
に
お
い
て
重
要
な
触
媒
と
な
っ
た
思
想
も
あ

る
。
こ
う
し
て
、
東
ア
ジ
ア
に
、
原
初
的
な
「
西
洋
」
へ
の
国
防
・
危
機
意
識
を
基
礎
に
、「
同
化
」
な
る
理
念
を
善
と
し
て
掲
げ
、「
帝

国
」
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
逆
説
的
に
自
己
定
立
せ
ん
と
す
る
二
つ
の
「
帝
国
」
が
並
立
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
時
期
の
中
国
の

動
向
は
、
日
本
帝
国
の
植
民
地
と
も
深
い
相
互
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
朝
鮮
に
も
言
え
る
が
、
特
に
台
湾
の
場
合
に
顕
著
で
あ
る
。
例

え
ば
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
台
湾
の
「
文
化
運
動
」
を
理
解
す
る
上
で
、「
内
地
」
の
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
並
ん
で
、「
祖
国
」
の
革

命
か
ら
新
文
化
運
動
ま
で
の
動
向
を
抜
き
に
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
二
〇
世
紀
に
新
た
に
立
ち
上
が
る
中
国
と
そ
の
歴
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史
も
ま
た
、
日
本
帝
国
を
扱
う
本
稿
に
と
っ
て
単
な
る
「
他
国
」
の
出
来
事
で
は
な
い
。
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
の
「
近
代
」
を
共
に
織
り
な

し
た
不
可
避
の
相
隣
者
の
軌
跡
で
も
あ
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
近
代
日
本
の
文
明
・
文
化
言
説
に
は
、
分
析
の
便
宜
上
、
文
明
と
文
化
を
そ
れ
ぞ
れ
主
軸
と
し
た
二
つ
の
時

期
、
そ
し
て
後
者
の
中
に
二
つ
の
時
期
と
い
う
大
き
く
三
つ
の
時
期
が
認
め
ら
れ
る
（
第
三
章
）。
近
代
中
国
の
場
合
も
、
大
枠
で
相
応
す

る
時
期
区
分
が
析
出
で
き
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
具
体
的
な
展
開
の
諸
相
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
も
極
め
て
入
り
組
ん
で
い
る
。

道
標
と
し
て
第
４

・
５

節
の
両
者
に
ま
た
が
る
議
論
の
流
れ
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
く
。

ま
ず
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
初
め
て
文
字
通
り
「
文
明
論
」
と
言
い
う
る
議
論
が
登
場
す
る
。「
文
明
」
の
語
を
留
保
し
た
「
中
体
西

用
」
論
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
「
中
西
文
明
」
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
進
化
」
論
の
磁
場
に
強
く
媒
介
さ
れ
た
。
象
徴
的
に
い
え
ば
、
中
国

に
お
け
る
文
明
論
は
、「
文
明
開
化
」
と
い
う
以
上
に
「
文
明
進
化
」
と
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。「
文
明
国
」
な
る
規
準
へ
の
参
照
は
、

近
代
中
国
に
関
す
る
様
々
な
改
革
の
処
方
箋
を
も
た
ら
し
た
。「
大
清
帝
国
」
を
自
称
し
た
政
府
主
導
の
制
度
・
政
策
改
革
で
あ
る
光
緒
新

政
、
そ
れ
を
理
念
的
に
先
取
り
し
つ
つ
「
民
族
帝
国
」
の
建
設
を
志
向
し
た
変
法
派
の
包
摂
的
文
明
論
、
漢
族
中
心
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
打
ち
出
し
た
革
命
派
の
排
満
的
「
中
華
民
国
」
構
想
な
ど
で
あ
る
。
そ
う
し
た
政
治
的
な
立
場
の
違
い
を
超
え
て
必
須
課
題
と
し
て
共

有
さ
れ
た
の
が
、
一
方
で
「
専
制
」
の
克
服
で
あ
り
、
他
方
で
「
国
民
」
の
創
出
だ
っ
た
。
こ
こ
に
召
喚
さ
れ
る
の
が
「
中
華
民
族
」
な

る
観
念
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
国
民
帝
国
」
の
特
殊
な
一
類
型
と
し
て
分
析
す
べ
き
「
中
華
帝
国
」
と
い
う
理
念
型
が
生
成
し
て
く
る
。

こ
こ
ま
で
が
第
４

節
の
論
点
と
な
る
。

「
文
化
」
概
念
は
、
革
命
派
の
内
の
国
粋
的
傾
向
に
お
い
て
、
そ
の
特
殊
主
義
的
な
含
意
を
先
駆
的
に
発
揚
す
る
。
そ
の
重
要
性
を
後
押

し
し
た
の
が
、
辛
亥
革
命
と
中
華
民
国
成
立
か
ら
、
袁
世
凱
の
帝
政
復
活
と
そ
れ
に
続
く
地
方
政
権
の
分
立
状
況
へ
と
移
行
し
た
民
国
前
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期
の
一
連
の
時
代
状
況
で
あ
る
。
以
後
、「
文
化
」
概
念
は
、「
革
命
」
と
「
復
興
」
を
両
極
と
し
た
布
置
を
な
す
。
す
な
わ
ち
、「
帝
制
」

や
「
軍
閥
」
を
支
え
る
「
旧
文
化
」
と
し
て
の
「
中
国
文
化
」
へ
の
根
源
的
批
判
を
志
向
す
る
一
九
一
〇
年
代
後
半
の
「
新
文
化
運
動
」

と
、
そ
れ
が
誘
発
し
た
「
東
西
文
化
論
争
」
に
お
け
る
「
中
国
文
化
」
へ
の
再
評
価
で
あ
る
。
こ
う
し
た
近
代
中
国
の
「
文
化
」
の
言
説

空
間
に
と
っ
て
重
要
な
画
期
と
な
る
の
が
、「
反
帝
国
主
義
」
の
台
頭
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
五
四
運
動
に
触
発
さ
れ
た
一
九
二
〇
年
代
半
ば

以
降
の
「
国
民
革
命
」
の
流
れ
の
中
で
、「
文
明
」
と
「
文
化
」
の
混
用
を
促
し
つ
つ
、
公
的
言
説
の
主
流
を
な
す
に
至
る
。
こ
の
反
帝
国

主
義
的
な
文
明
＝
文
化
論
の
核
心
と
し
て
正
典
化
さ
れ
る
の
が
、
孫
文
の
「
王
道
文
化
」
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
文
徳
」
言
説
を
純
化
し

た
形
で
選
択
的
に
蘇
ら
せ
、「
帝
国
」
に
対
す
る
「
中
国
」
の
優
位
性
を
語
る
発
話
位
置
を
構
築
す
る
。
近
代
中
国
に
と
っ
て
、
自
己
の

「
帝
国
」
性
が
、
あ
た
か
も
超
克
さ
れ
た
過
去
の
「
遺
制
」
と
し
て
外
在
化
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
逆
説
的
に
脱
帝
国
化
の
未
完
が
導
か
れ
る

ま
で
の
文
化
論
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
後
続
の
第
５

節
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

進
化
と
文
明
・
民
族
・
帝
国

―
二
〇
世
紀
転
換
期
の
言
説
空
間

清
朝
に
と
っ
て
、「
文
明
の
義
戦
」
を
掲
げ
た
日
本
へ
の
敗
北
は
、「
中
体
西
用
」
の
「
文
明
開
化
」
へ
の
政
策
的
敗
北
を
意
味
し
た
。

こ
こ
に
、「
文
明
」
の
理
念
が
、「
帝
国
」
の
訳
語
と
と
も
に
、「
近
代
」
を
構
成
す
る
言
説
編
制
の
一
部
と
し
て
ほ
ぼ
同
時
に
清
朝
に
も
た

ら
さ
れ
る）

67
（

。
い
ち
早
く
翻
訳
上
の
同
価
性
が
確
立
さ
れ
たbarbarian
と
「
夷
」
の
対
に
一
足
遅
れ
て
、civilization

に
対
応
す
べ
き
概
念

と
し
て
登
場
し
た
「
文
明
」
概
念
は
、
当
初
か
ら
清
朝
の
自
己
改
革
へ
の
必
要
性
を
体
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
列
強
に
よ
る

「
瓜
分
」
状
況
へ
の
危
機
意
識
が
加
わ
る
こ
と
で
、「
洋
務
」
か
ら
「
変
法
」
へ
の
路
線
転
換
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
そ
う
し
た
内
外
の
情
況
だ
け
が
「
文
明
」
受
容
に
よ
る
改
革
の
路
線
を
決
定
づ
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
自
己
改
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革
」
の
必
要
性
が
深
く
認
識
さ
れ
る
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
以
前
の
「
中
体
西
用
」
論
を
支
え
た
附
会
の
方
法
と
そ
の
前
提
た
る
「
教
化
」

の
構
え
、
す
な
わ
ち
他
者
受
容
に
お
け
る
「
自
己
防
御
」
機
制
の
解
除
や
破
棄
と
い
う
大
き
な
代
償
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
新
た
な
正
統
性
根
拠
た
る
思
想
的
な
原
理
の
支
え
を
必
要
と
し
た
。
そ
れ
が
「
進
化
」
の
観
念
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
過
去
か
ら
未
来

へ
と
進
む
新
た
な
時
間
観
念
と
、
自
他
を
分
節
化
し
て
進
化
の
階
梯
に
配
列
す
る
新
た
な
空
間
観
念
が
複
合
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
の

上
で
新
し
い
概
念
や
思
想
の
受
容
が
行
わ
れ
、「
自
己
改
革
」
の
模
索
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
進
化
」
は
、
従
来
の
「
教

化
」
原
理
と
そ
の
方
向
性
に
甚
大
な
意
味
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
も
と
も
とevolution

に
は
先
駆
的
に
「
天
演
」（
厳
復
）
な
る
熟
慮
さ

れ
た
訳
語
が
準
備
さ
れ
て
い
た
が
、「
進
化
」（
梁
啓
超
）
と
い
う
和
製
漢
語
が
こ
れ
を
淘
汰
し
た
。
こ
こ
に
は
、「
進
化
」
が
、
長
年
来
の

「
教
化
」
に
匹
敵
し
う
る
役
割
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
の
、「
化
」
を
め
ぐ
る
漢
語
の
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
戯
れ
」
も
作
用
し
た
だ
ろ
う）

68
（

。

こ
う
し
て
、
近
代
中
国
に
お
い
て
最
も
早
く
翻
訳
・
受
容
さ
れ
た
西
洋
思
想
で
あ
る
「
進
化
」
論
は
、
普
遍
的
法
則
の
よ
う
な
地
位
を
獲

得
す
る
こ
と
に
な
る）

69
（

。
以
下
、
そ
う
し
て
条
件
付
け
ら
れ
た
二
〇
世
紀
転
換
期
の
言
説
空
間
の
特
徴
に
つ
い
て
、「
文
明
」「
民
族
」「
帝

国
」
の
三
点
を
中
心
に
幾
つ
か
論
点
を
整
理
し
て
お
く
。

ま
ず
、「
進
化
」
が
提
示
す
る
「
文
明
」
と
は
、
ま
ず
何
よ
り
「
西
洋
文
明
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
進
化
の
階
梯
の
先
を
ゆ
く

道
標
と
な
る
。
日
本
に
お
け
る
「
文
明
開
化
」
に
対
し
、
中
国
で
は
「
文
明
進
化
」
や
「
文
明
進
歩
」
と
い
う
べ
き
性
格
が
強
化
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
「
文
明
」
概
念
の
受
容
は
、
ま
ず
「
西
洋
文
明
」
な
る
存
在
を
認
め
、
そ
の
「
文
明
国
」
標
準
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
し

た
。
二
〇
世
紀
転
換
期
の
戊
戌
変
法
か
ら
光
緒
新
政
に
か
け
て
の
朝
廷
の
動
き
は
、
国
際
社
会
に
お
い
て
「
文
明
国
」
承
認
を
受
け
る
た

め
の
自
己
改
革
の
一
環
で
あ
る）

70
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
旧
来
の
「
教
化
」
の
力
学
と
附
会
の
方
法
が
、「
進
化
」
に
よ
っ
て
完
全
に
破
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
無
論
な
か
っ
た
。
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そ
も
そ
も
「
教
化
」
の
含
意
は
、「
進
化
」
な
る
新
造
語
の
内
に
も
宿
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、「
文
明
」
を
、「
西
洋
」
と
い
う
他

者
の
現
在
で
は
な
く
、
自
己
の
過
去
の
内
に
探
る
作
業
を
起
動
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
「
文
明
」
と
い
う
言
葉
自
体
の
「
古
典
的
用
例
」
が

発
掘
さ
れ
、
さ
ら
に
自
己
の
過
去
の
中
に
「
文
明
」
に
相
当
す
る
諸
要
素
を
再
発
見
し
て
い
く
の
で
あ
る）

71
（

。
こ
う
し
て
「
中
華
文
明
」「
中

国
文
明
」
と
い
う
新
た
な
概
念
と
そ
の
歴
史
が
生
成
す
る
。
こ
こ
に
、「
中
西
」
の
枠
組
に
お
け
る
複
数
の
文
明
の
同
時
存
在
と
い
う
事
態

に
初
め
て
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
一
方
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
清
朝
を
長
ら
く
特
徴
付
け
て
き
た
「
中
外
」
の
歴
史
は
捨
象
さ
れ
、「
中
国

文
明
」
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

72
（

。

「
中
西
文
明
論
」
は
、
洋
務
世
代
の
新
型
知
識
人
が
台
頭
す
る
一
八
七
〇
年
代
以
降
か
ら
萌
芽
が
見
ら
れ
た
も
の
の）

73
（

、「
進
化
」
概
念
を

バ
ネ
に
初
め
て
主
流
思
潮
へ
と
浮
上
し
、
近
代
中
国
の
文
明
・
文
化
論
の
出
発
点
と
な
っ
た）

74
（

。「
中
西
」
と
い
う
二
元
論
的
な
比
較
文
明
論

の
認
識
枠
組
に
お
い
て
、「
優
劣
」
を
め
ぐ
る
様
々
な
立
ち
位
置
お
よ
び
自
己
改
革
を
め
ぐ
る
多
様
な
処
方
箋
が
現
れ
る
。
普
遍
的
法
則
と

し
て
の
「
進
化
」
は
、
優
劣
評
価
の
「
原
因
」
の
説
明
に
最
も
広
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る）

75
（

。

こ
う
し
て
、
当
時
の
中
国
知
識
人
に
と
っ
て
、「
西
洋
」
は
新
た
に
「
受
け
入
れ
る
べ
き
モ
デ
ル
」
と
な
っ
た
も
の
の
、
他
方
で
明
ら
か

に
異
な
る
様
相
を
兼
備
し
て
い
た
。「
瓜
分
」
の
危
機
を
も
た
ら
し
て
い
る
「
排
除
す
べ
き
侵
略
者
」
と
し
て
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
西

洋
文
明
」
の
中
で
何
を
学
び
何
を
拒
否
す
べ
き
か
、「
中
国
文
明
」
の
何
を
捨
て
去
り
何
を
保
持
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
意
識
を
生
み
出
す

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
文
明
へ
の
態
度
決
定
は
、
中
国
の
未
来
の
構
想
に
関
わ
る
切
実
で
重
大
な
学
術
的
か
つ
政
治
的
な
問
題
と
な
り
、

西
洋
優
越
論
、
中
国
優
越
論
、
一
長
一
短
（
調
和
・
折
衷
）
論
の
三
種
類
す
べ
て
が
存
在
し
た）

76
（

。
そ
の
基
調
は
、
日
本
帝
国
に
も
現
れ
る

「
欧
化
」「
国
粋
」
を
両
極
と
す
る
言
説
布
置
の
中
で
、
全
面
的
な
受
容
や
破
棄
で
は
な
く
、
取
捨
選
択
を
模
索
す
る
も
の
だ
っ
た
。

多
様
な
主
張
の
中
で
、「
中
国
文
明
」
か
ら
捨
て
去
り
、「
西
洋
文
明
」
か
ら
取
る
べ
き
も
の
と
し
て
析
出
さ
れ
、
政
治
的
立
場
を
超
え
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て
広
く
共
有
さ
れ
た
要
件
が
あ
る
。
そ
の
代
表
が
、
前
者
の
「
専
制
」
と
後
者
の
「
国
民
」
で
あ
る）

77
（

。
国
家
の
正
統
性
原
理
が
、「
皇
帝
」

一
人
の
「
天
命
」
か
ら
「
国
民
」
多
数
の
「
民
意
」
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
流
れ
に
起
因
す
る）

78
（

。
ま
た
歴
史
的
な
「
中
国
」
の
正
統
性

が
「
四
夷
」
の
能
動
的
服
従
に
一
部
依
存
し
た
と
す
れ
ば
、
近
代
中
国
の
そ
れ
は
主
権
の
国
際
的
承
認
を
前
提
と
し
た
「
国
民
」
の
能
動

的
服
従
を
基
盤
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
皇
帝
中
心
の
体
制
を
「
専
制
」
と
見
る
認
識
が
初
め
て
生
ま
れ
た
。「
専

制
」
は
「
野
蛮
」
で
あ
り
、「
国
民
」
は
「
文
明
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
西
洋
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
視
線
の
介
在
を
容
易
に
見
て
と
れ

よ
う
が）

79
（

、「
自
己
防
衛
」
た
る
附
会
か
ら
「
自
己
改
革
」
へ
の
苦
渋
の
転
換
を
経
た
だ
け
に
、
中
国
側
の
議
論
も
そ
の
単
純
な
内
面
化
と
し

て
済
ま
さ
れ
な
い
屈
折
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
専
制
」
と
「
帝
国
」
の
関
係
設
定
な
ど
に
即
し
て
後
述
す
る
。

「
専
制
」
の
克
服
と
「
国
民
」
の
創
成
と
い
う
表
裏
一
体
の
課
題
に
込
め
ら
れ
た
の
は
、「
弱
国
」
や
「
劣
国
」
と
認
識
さ
れ
始
め
た
中

国
を
、
列
強
と
伍
す
る
「
強
国
」
へ
と
変
革
せ
ん
と
す
る
欲
望
で
あ
る）

80
（

。
そ
れ
は
、
進
化
の
法
則
の
前
に
「
団
結
し
て
生
存
競
争
に
勝
つ

べ
き
主
体
」
を
求
め
る
情
動
で
あ
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
近
代
の
中
国
・
中
国
人
が
浮
か
び
上
が
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
主
体
が
ア
プ

リ
オ
リ
に
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た）

81
（

。
こ
う
し
て
、「
世
界
の
最
も
文
明
的
な
国
民
と
同
じ
程
度
と
す
る
」「
世
界
第
一
の
強
国
と
な

す
」
と
い
う
「
愛
国
主
義
」
が
、
変
法
派
や
革
命
派
と
い
っ
た
立
場
を
ま
た
ぐ
一
九
〇
〇
年
代
の
時
代
的
エ
ー
ト
ス
と
な
っ
た）

82
（

。

こ
う
し
て
「
国
民
」
の
介
在
こ
そ
が
、「
中
国
」
と
中
国
を
隔
て
る
最
大
の
変
数
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
媒
介
し
た
重
要
な
力
学
が
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、「
民
族
」
の
言
説
で
あ
る
。

ま
ず
は
民
族
に
一
歩
先
立
っ
て
登
場
し
た
「
種
族
」（
人
種
）
概
念
か
ら
踏
ま
え
て
お
く
。
そ
れ
も
ま
た
進
化
論
の
受
容
と
と
も
に
も
た

ら
さ
れ
、
普
遍
と
平
等
を
謳
う
文
明
の
内
に
進
化
の
階
梯
と
格
差
の
楔
を
打
ち
込
む
相
補
的
概
念
と
し
て
機
能
し
た
。「
天
演
」
の
名
で
進

化
論
を
先
駆
け
て
紹
介
し
た
厳
復
は
、
世
界
を
四
種
族
に
分
類
す
る
文
明
階
梯
論
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
日
清
戦
争
後
の
時
代
状
況
の
中
で
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「
亡
国
滅
種
」
の
危
機
を
訴
え
た
。
留
意
す
べ
き
は
、
彼
の
「
黄
種
」
が
清
朝
の
臣
民
全
体
と
さ
れ
、
そ
の
範
囲
に
「
満
・
蒙
・
漢
人
」
が

含
ま
れ
て
い
た
点
で
あ
る）

83
（

。
そ
こ
に
お
い
て
種
族
の
「
内
な
る
差
異
」
は
重
要
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
す
ぐ
に
そ
の
「
内
な
る
差
異
」
こ
そ
が
緊
要
な
課
題
と
な
る
。
こ
こ
に
は
清
末
の
政
治
状
況
が
強
く
投
影
さ
れ
た
。
本
章
前

半
で
述
べ
た
通
り
、「
文
徳
」
の
言
説
編
制
に
お
い
て
、「
種
族
」
や
「
民
族
」
に
比
さ
れ
る
観
念
は
、
特
に
南
宋
期
以
降
「
漢
人
」
中
心

の
「
中
華
」
意
識
と
と
も
に
強
化
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
も
の
の
、
古
典
的
な
原
理
レ
ベ
ル
で
は
基
軸
と
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
皇
帝

を
結
節
点
と
し
て
「
中
外
一
体
」
を
な
し
た
清
朝
に
お
い
て
は
、
少
数
の
治
者
た
る
マ
ン
ジ
ュ
人
自
身
に
向
け
て
一
定
の
差
異
の
保
持
が

奨
励
さ
れ
続
け
た
一
方
、
多
数
を
占
め
る
漢
人
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
古
典
的
な
「
文
徳
」
解
釈
か
ら
そ
の
「
華
夷
」
の
別
の
意
識
が
牽

制
さ
れ
て
い
た）

84
（

。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
清
末
の
「
内
な
る
差
異
」
の
意
識
は
、
ま
ず
被
治
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
た
る
「
漢
人
」
に
お
け
る

「
漢
族
」
意
識
の
台
頭
が
起
爆
剤
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
「
満
洲
族
」（
以
下
、
マ
ン
ジ
ュ
人
を
代
替
）
に
対
す
る
「
排
満
」
と
「
復
仇
」
意

識
の
高
揚
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
華
夷
」
の
別
と
「
漢
満
」
の
別
が
共
振
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
「
黄
種
」
の
中
に
「
漢

満
」
の
差
異
が
持
ち
込
ま
れ
、
皇
帝
独
裁
た
る
「
専
制
」
に
、「
満
洲
支
配
」
の
意
味
合
い
が
重
ね
ら
れ
た
。

こ
の
漢
族
意
識
の
高
揚
を
強
く
後
押
し
し
た
の
が
「
民
族
」
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
種
族
」
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
進
化
論
と

そ
の
自
己
変
革
の
課
題
意
識
の
文
脈
を
共
有
し
つ
つ
登
場
し
た
。
こ
の
た
め
両
者
は
当
初
か
ら
混
用
さ
れ
や
す
い
関
係
に
あ
り
、
種
族
的

民
族
論
（
今
に
い
うethnic nationalism

）
と
も
い
う
べ
き
発
想
が
近
代
中
国
の
言
説
空
間
の
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
実
際
に
は

種
族
と
民
族
と
を
区
別
す
る
議
論
が
一
部
に
登
場
し
て
い
た
が）

85
（

、
両
者
の
差
異
が
改
め
て
政
治
的
に
重
視
さ
れ
る
の
は
後
述
す
る
三
〇
年

以
上
も
先
の
事
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
者
の
う
ち
、
近
代
中
国
の
政
治
的
な
言
説
空
間
に
お
い
て
よ
り
強
い
意
味
合
い
を
担
っ
た
概
念
は

「
民
族
」
で
あ
る
（
よ
っ
て
以
下
、
分
別
の
必
要
が
な
い
限
り
「
民
族
」
で
代
表
さ
せ
る
）。
そ
の
理
解
に
は
、
当
時
、
多
く
の
改
革
的
知
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識
人
が
身
を
お
い
た
日
本
に
お
け
る
民
族
論
や
国
家
論
と
彼
ら
の
問
題
意
識
が
強
く
反
映
し
た
。
特
に
強
い
影
響
を
与
え
た
の
が
、
国
粋

主
義
的
な
民
族
＝
国
民
論
や
国
体
論
的
な
家
族
国
家
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
族
を
単
位
と
し
た
国
民
作
り
を
規
範
と
し
た
上
で
、
天

皇
と
皇
室
を
中
心
と
し
た
同
一
血
縁
の
民
族
に
よ
る
国
家
の
建
設
に
よ
っ
て
、
西
洋
の
社
会
契
約
説
に
よ
る
民
族
国
家
に
勝
る
国
力
を
発

揚
す
る
べ
し
と
い
っ
た
一
連
の
議
論
で
あ
る
。
こ
う
し
た
血
統
を
共
有
す
る
単
一
民
族
に
よ
る
国
家
形
成
を
当
為
と
し
正
統
と
す
る
よ
う

な
民
族
国
家
像
が
、
他
の
議
論
を
差
し
置
い
て
、「
亡
国
滅
種
」
を
憂
う
中
国
知
識
人
の
改
革
意
識
と
深
く
共
鳴
し
、
選
択
的
に
受
容
さ
れ

た
の
で
あ
る）

86
（

。
こ
う
し
て
「
民
族
」
が
「
国
民
」「
国
家
」
作
り
に
直
結
し
た
時
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
く
。

中
国
に
特
徴
的
な
の
は
、
日
本
に
い
う
「
国
粋
」
対
「
欧
化
」
に
相
通
ず
る
「
中
西
」
対
比
の
枠
組
に
お
い
て
前
者
に
傾
斜
し
た
特
殊

主
義
的
な
「
民
族
」
概
念
が
、「
満
洲
専
制
」
下
の
「
漢
族
」
と
い
う
意
識
を
媒
介
と
し
て
、「
漢
満
」
対
比
の
枠
組
と
も
共
振
し
た
事
実

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
に
大
き
く
対
応
し
た
二
種
類
の
自
民
族
の
範
域
と
、
そ
れ
を
巡
る
二
つ
の
改
革
路
線
が
台
頭
す
る
こ
と
に
な

る
。
一
つ
は
、「
満
洲
族
」
の
「
駆
逐
」
を
通
じ
た
革
命
路
線
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
漢
満
」
の
「
融
和
」
に
よ
る
変
革
路
線
で
あ
る
。

留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
路
線
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
に
幾
つ
か
の
重
要
な
共
通
点
が
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。
そ

の
一
つ
が
同
一
血
縁
を
共
有
す
る
大
宗
族
と
い
う
べ
き
種
族
意
識
と
結
び
つ
い
た
民
族
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
共
通
の
祖
先
と
し
て
の
「
黄

帝
」
の
神
話
を
召
喚
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
種
族
＝
民
族
の
外
延
は
、
前
者
の
路
線
に
と
っ
て
は
「
漢
族
」、
後
者
に
と
っ
て

は
前
述
の
「
黄
族
」
を
意
味
し
た）

87
（

。

も
う
一
つ
の
共
通
点
と
し
て
特
に
重
要
な
の
は
、
両
者
と
も
に
、
漢
族
意
識
を
共
通
基
盤
と
し
て
、「
漢
満
」
に
「
華
夷
」
の
別
を
重
ね

つ
つ
、「
中
華
」
の
理
念
を
掲
げ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
民
族
」
概
念
と
結
び
つ
け
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
中
華
民
族
」
で
あ
り
、
来
る

べ
き
「
国
民
」
の
雅
称
と
な
っ
た
。
こ
の
合
成
語
は
、
当
初
か
ら
二
つ
の
路
線
の
対
立
の
磁
場
の
中
に
産
み
落
と
さ
れ
、
包
摂
と
排
除
の
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相
異
な
る
力
学
を
自
ら
の
内
に
同
居
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、「
民
族
」
概
念
自
体
の
分
節
性
と
、
そ
れ
に
上
書
き
さ
れ
た
「
漢
族
」
の
中
心

性
に
加
え
て
、「
中
華
」
に
備
わ
っ
た
古
典
的
な
膨
張
性
と
包
摂
性
―
―
「
分
」
に
対
し
て
「
合
」
を
当
為
と
す
る
志
向
性
―
―
が
深
く
刻

み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
二
〇
世
紀
中
国
の
言
説
編
制
に
「
民
族
」
と
い
う
新
た
な
基
軸
が
登
場
し
た
。
世
界
の
「
帝
国
」
の
編
制
に
お
い
て
、
普

遍
的
・
包
摂
的
な
「
文
明
」
に
対
し
て
、
特
殊
的
・
排
他
的
な
「
民
族
」
が
、「
文
化
」
概
念
と
の
高
い
親
和
性
を
保
ち
つ
つ
、
も
う
一
つ

の
原
理
と
し
て
せ
め
ぎ
合
う
の
は
、
広
く
見
ら
れ
る
一
般
的
な
動
向
で
あ
る
（
第
一
章
）。
近
代
中
国
に
特
徴
的
な
の
は
、
こ
こ
に
歴
史
的

な
ト
ー
ン
を
帯
び
た
「
中
華
」
の
言
説
編
制
が
呼
び
起
こ
さ
れ
、
特
殊
主
義
的
な
傾
向
を
持
つ
「
民
族
」
に
対
し
て
、
普
遍
主
義
的
な
包

摂
の
力
学
を
強
化
し
た
点
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
改
革
を
主
導
し
た
漢
族
知
識
人
を
中
心
に
、
大
小
二
種
類
の
民
族
主
義
、
す
な
わ
ち
満

洲
族
そ
の
他
の
民
族
の
包
摂
（
変
法
派
）
と
排
除
（
革
命
派
）
を
謳
う
二
つ
の
「
中
華
民
族
」
の
ス
タ
ン
ス
が
生
ま
れ
た
。
そ
こ
に
、「
満

洲
族
」
支
配
と
再
規
定
さ
れ
た
朝
廷
側
の
方
針
を
加
え
て
、「
国
民
」
創
成
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
大
き
く
三
つ
の
構
想
が
競
合
す
る

こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
路
線
を
検
討
す
る
前
に
、
本
項
目
で
最
後
に
問
題
に
し
た
い
の
は
、
先
に
触
れ
た
「
専
制
」
と
「
帝
国
」
と
の
関
係
で
あ

る
。
ま
ず
、
実
質
的
に
短
期
間
に
過
ぎ
な
い
「
帝
国
」
の
歴
史
は
、
次
第
に
「
中
国
」
の
そ
れ
へ
と
上
書
き
さ
れ
、「
専
制
」
と
と
も
に
、

「
大
秦
帝
国
」
以
来
の
「
伝
統
」
で
あ
る
か
の
如
く
錯
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
新
た
に
掘
り
当
て
ら
れ
た
「
起
源
」
の
観
点

か
ら
い
え
ば
、「
専
制
」
と
「
帝
国
」
は
高
い
親
和
性
を
持
ち
、
と
も
に
「
中
華
文
明
」
か
ら
取
り
除
く
べ
き
「
野
蛮
」
と
な
る
は
ず
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
目
指
す
べ
き
「
強
国
」
た
る
西
洋
の
「
文
明
国
」
も
ま
た
「
帝
国
」
と
い
う
現
実
が
あ
っ
た
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
国
民
国
家
時
代
の
新
た
な
帝
国
編
制
、
す
な
わ
ち
国
民
国
家
の
体
を
な
す
「
本
国
」
と
、
国
民
原
理
か
ら
排
除
さ
れ
た
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「
植
民
地
」
と
い
っ
た
複
数
の
異
法
域
か
ら
な
る
「
国
民
帝
国
」
と
し
て
で
あ
る
。
こ
の
政
体
に
内
在
す
る
矛
盾
こ
そ
、
前
述
し
た
モ
デ
ル

か
つ
侵
略
者
と
い
う
「
西
洋
文
明
」
の
二
面
性
を
も
た
ら
し
た
当
の
原
因
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
文
明
国
」
と
「
帝
国
」
と
の
関
係
に
投
射

さ
れ
る
こ
と
で
、
両
者
を
不
可
分
と
み
る
か
、
あ
る
い
は
別
物
と
み
る
か
を
め
ぐ
る
様
々
な
散
乱
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
、

「
帝
国
」
の
諸
相
も
ま
た
「
西
洋
文
明
」
か
ら
学
び
取
る
べ
き
と
す
る
認
識
は
有
力
な
オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
事
実
、
二
〇
世
紀
初
頭
の

文
脈
に
お
い
て
、
古
代
よ
り
「
中
国
―
帝
国
」
を
な
し
て
き
た
中
国
こ
そ
、
世
界
一
の
「
帝
国
」
と
し
て
再
生
す
べ
き
と
い
う
欲
望
が
喚

起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
専
制
」
と
「
帝
国
」
が
等
号
で
結
ば
れ
な
い
錯
綜
し
た
状
況
は
、「
帝
国
」
な
る
漢
語
自
体
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
た
側

面
も
あ
る
。
前
述
通
り
、
そ
れ
は
「
皇
帝
」
と
「
国
」
と
を
直
訳
風
に
継
ぎ
合
せ
た
和
臭
の
強
い
漢
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
皇
帝
不
在
の

ケ
ー
ス
を
含
むem

pire

の
翻
訳
に
も
広
く
転
用
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、「
帝
国
」
イ
コ
ー
ル
「
皇
帝
」
の
君
臨
す
る
政
体
と

い
う
含
意
を
残
響
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
「
帝
国
」
の
打
倒
を
「
皇
帝
専
制
」
の
打
倒
と
等
値
す
る
よ
う
な
狭
い
理
解
を
生
み

出
す
と
と
も
に
（
こ
の
含
意
を
く
む
「
帝
制
」
な
る
用
語
も
生
ま
れ
た
）、
逆
に
「
皇
帝
専
制
」
と
み
な
さ
れ
な
い
列
強
の
「
帝
国
」
に
つ

い
て
は
「
文
明
国
」
と
短
絡
し
て
し
ま
う
傾
向
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
当
時
の
中
国
知
識
人
が
、
日
露
戦
争
の
結
果
に
つ

い
て
、「
立
憲
君
主
制
」（
日
本
）
の
「
専
制
帝
国
」（
ロ
シ
ア
）
に
対
す
る
勝
利
と
み
な
し
た
り
、
そ
の
判
断
を
追
認
し
た
「
大
清
帝
国
」

の
朝
廷
が
、
一
九
〇
五
年
以
降
に
立
憲
君
主
制
実
現
へ
と
動
き
出
す
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ
た
点
に
も
現
れ
て
い
る
。
当
時
、「
専
制
」

に
勝
利
し
た
と
い
う
日
本
も
ま
た
「
帝
国
」
を
自
称
す
る
一
国
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
こ
に
何
ら
矛
盾
や
齟
齬
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、「
帝
国
」
を
い
か
に
評
価
す
る
か
、
そ
れ
と
「
文
明
」
と
の
関
係
を
ど
う
み
る
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
混
乱
し
た
見
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方
が
存
在
し
た
。
大
き
く
い
え
ば
、
前
述
の
「
国
民
」
創
成
の
構
想
と
同
様
、
朝
廷
、
変
法
派
、
革
命
派
の
三
つ
の
間
に
顕
著
な
偏
差
が

あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
大
清
帝
国
」「
中
華
帝
国
」「
中
華
民
国
」
の
構
想
と
整
理
し
て
議
論
を
進
め
る
。

朝
廷
と
「
大
清
帝
国
」

―
「
文
徳
教
化
」
と
「
文
明
進
化
」

ま
ず
は
朝
廷
側
か
ら
見
よ
う
。
最
初
に
、
当
該
時
期
が
、
前
節
で
述
べ
た
通
り
「
大
清
帝
国
」
期
（
一
八
九
五
〜
一
九
一
二
年
）
と
呼

ん
で
し
か
る
べ
き
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
二
〇
世
紀
の
朝
廷
は
、
義
和
団
事
件
の
顛
末
を
受
け
、「
大
清
帝

国
」
の
枠
組
を
温
存
し
た
ま
ま
制
度
・
政
策
改
革
に
着
手
す
る
。
光
緒
新
政
で
あ
る
。
範
を
取
っ
た
の
は
明
治
維
新
だ
っ
た
。
日
本
の
「
文

明
開
化
」
ほ
ど
明
示
的
で
は
な
い
も
の
の
、「
文
明
進
化
」
と
い
う
べ
き
指
針
を
媒
介
に
し
つ
つ
、
清
朝
の
政
策
に
初
め
て
「
文
明
」
の
用

語
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
前
述
通
り
、
日
露
戦
争
後
の
一
九
〇
五
年
頃
に
は
さ
ら
に
大
き
な
変
化
が
現
れ
る
。
清
朝
の
官
人
も
ま
た
、

後
述
す
る
変
法
派
や
革
命
派
の
人
士
と
同
じ
く
、「
専
制
」
批
判
を
唱
え
つ
つ
、
立
憲
君
主
制
実
現
へ
と
本
格
的
に
舵
取
り
す
る
の
で
あ

る）
89
（

。
こ
の
年
に
科
挙
が
廃
さ
れ
た
の
は
、「
中
国
」「
文
徳
」
の
言
説
編
制
を
支
え
て
き
た
制
度
的
土
台
を
根
底
か
ら
揺
る
が
す
象
徴
的
な

出
来
事
と
な
っ
た
。

重
要
な
の
は
、
立
憲
制
へ
の
移
行
に
際
し
て
、
朝
廷
も
ま
た
「
国
民
」
作
り
の
政
策
を
掲
げ
、「
満
漢
」
の
融
和
・
平
等
路
線
を
標
榜
し

た
事
実
で
あ
る
。
当
時
、
満
洲
族
官
僚
や
留
日
旗
人
の
一
部
で
は
、
実
際
に
「
国
民
」
の
用
語
を
織
り
交
ぜ
つ
つ
、
後
述
す
る
変
法
派
の

論
理
に
近
接
し
た
包
摂
的
・
融
和
的
な
構
想
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
漢
族
が
好
ん
だ
「
同
化
」
概
念
に
対
し
て
前
景
化
さ
れ
た

の
は
、「
大
同
」
概
念
で
あ
る
。
こ
の
「
大
同
」
論
に
お
い
て
、「
民
族
」
概
念
に
孕
ま
れ
た
政
治
的
共
同
性
の
含
意
を
重
視
し
、「
種
族
」

概
念
か
ら
区
別
し
た
上
で
、「
同
民
族
・
異
種
族
」
と
し
て
の
「
国
民
」
を
論
ず
る
先
駆
的
な
議
論
が
析
出
さ
れ
て
い
た）

90
（

。
こ
う
し
た
議
論
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を
土
台
に
、
朝
廷
に
お
い
て
「
満
漢
畛
域
﹇
境
界
﹈
の
融
和
」
の
政
策
理
念
が
実
行
に
移
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
実
態
は
権
力
の
喪
失
を
恐
れ
た
満
洲
族
官
僚
の
自
己
防
衛
反
応
と
発
言
権
増
加
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
（
一
九
一
一
年

成
立
の
い
わ
ゆ
る
「
皇
族
内
閣
」）、
体
制
改
革
と
し
て
は
大
失
敗
に
終
わ
っ
た）

91
（

。
そ
も
そ
も
、
清
朝
が
実
際
に
想
定
し
た
「
国
民
」
は
、

相
変
わ
ら
ず
皇
帝
の
「
臣
民
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
大
日
本
帝
国
憲
法
を
基
礎
に
制
定
さ
れ
た
一
九
〇
八
年
の
「
欽
定
憲
法
大
綱
」

は
、
大
清
皇
帝
が
「
万
世
一
系
」
の
も
と
に
「
大
清
帝
国
」
を
統
治
す
る
と
し
た
上
で
、
正
文
に
「
君
上
大
権
」
を
置
き
、「
附
（
録
）」

に
「
臣
民
の
義
務
権
利
」
を
添
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
後
者
は
「
帝
国
臣
民
」
あ
る
い
は
最
高
統
治
者
の
「
赤
子
」
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
ま
た
漢
族
知
識
人
が
鼓
舞
し
始
め
て
い
た
「
中
華
民
族
」
と
い
っ
た
概
念
も
な
い
。
こ
う
し
た
形
で
、「
専
制
」
脱
却
を
謳
う
体

制
改
革
が
、「
大
清
帝
国
」
の
枠
組
と
両
立
す
る
の
が
当
時
の
状
況
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、「
大
清
帝
国
」
が
、
文
字
通
り
「
植
民
地
帝
国
」
と
い
う
べ
き
政
体
に
極
め
て
近
接
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。

そ
の
要
諦
が
当
時
の
「
属
地
」
と
い
う
概
念
で
あ
る）

92
（

。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
、「
属
地
」
な
る
用
語
は
、
西
洋
の
事
例
を
語
る
際
にcolony

の
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
す
で
に
一
八
八
〇
年
代
半
ば
に
は
、
洋
務
の
実
務
領
域
に
お
い
て
、
チ
ベ
ッ
ト
や
モ
ン
ゴ
ル
と

い
っ
た
自
ら
の
「
藩
部
」
に
対
し
て
も
先
駆
的
に
適
用
さ
れ
始
め
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
朝
廷
が
立
憲
君
主
制
へ
と
舵
取
り

を
始
め
る
頃
に
は
、「
属
地
」
に
さ
ら
に
新
た
な
意
味
付
与
が
行
わ
れ
る
。「
主
権
」
概
念
と
の
結
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
属
地
」
を
西
洋

的
なcolony

へ
と
さ
ら
に
近
接
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
変
化
は
、
同
時
期
の
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
と
の
交
渉
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、「
主
権
」
な
る
語
自
体
は
両

国
間
の
交
渉
に
お
い
て
既
出
だ
っ
た
が
、
英
国
がsuzerainty

、
清
朝
がsovereignty

に
関
す
る
自
己
本
位
の
利
害
関
心
へ
と
引
き
つ
け

て
こ
の
同
一
の
漢
語
を
各
々
に
翻
訳
・
解
釈
し
て
い
た
た
め
、
従
来
そ
の
意
味
範
囲
が
流
動
的
で
曖
昧
だ
っ
た）

93
（

。
前
述
し
た
朝
鮮
を
め
ぐ
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る
「
属
国
」
の
例
を
彷
彿
さ
せ
る
、
い
わ
ば
「
主
権
」
な
る
漢
語
の
「
同
文
異
義
」
で
あ
る
。
両
国
が
交
渉
決
裂
へ
と
至
る
問
題
の
発
端

は
、
一
九
〇
四
年
に
イ
ギ
リ
ス
と
チ
ベ
ッ
ト
の
間
で
締
結
さ
れ
た
ラ
サ
条
約
で
あ
る
。
自
ら
の
関
与
な
し
に
結
ば
れ
た
条
約
に
対
し
、
清

朝
側
は
翌
年
に
か
け
てsovereignty

と
し
て
の
「
主
権
」
を
侵
害
す
る
行
為
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
「
主
権
」
を
め
ぐ

る
「
同
文
異
義
」
が
露
呈
し
、
潜
在
し
て
い
た
対
立
が
表
面
化
し
た）

94
（

。
清
朝
側
の
主
張
は
、
第
一
の
当
事
者
た
る
べ
き
チ
ベ
ッ
ト
は
も
と

よ
り
、
従
来
か
ら
「
主
権
」
の
異
議
の
一
つ
で
も
あ
っ
たsuzerainty

の
み
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
一
九
〇
六
年
に
は
新
た
に
英
清
北
京
条
約
が
結
ば
れ
る
が
、
折
り
合
い
の
つ
か
な
い
「
主
権
」「
宗
主

権
」
の
術
語
は
い
ず
れ
も
条
文
に
規
定
さ
れ
な
か
っ
た）

95
（

。

し
か
し
、
清
朝
側
で
は
、
こ
こ
か
ら
自
ら
の
主
張
で
あ
る
「
主
権
」
を
「
実
体
化
」
す
る
「
辺
疆
」
政
策
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
〇
五
年
頃
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
方
面
で
の
土
司
の
反
乱
の
武
力
平
定
に
当
た
っ
た
趙
爾
豊
が
、
一
九
〇
八
年
に
は
駐
藏
大
臣
兼
川
滇
辺
務

大
臣
に
着
任
し
、
以
後
チ
ベ
ッ
ト
東
部
の
カ
ム
地
方
を
中
心
に
い
わ
ゆ
る
「
改
土
帰
流
」
の
政
策
を
推
進
す
る
。
同
年
に
趙
は
同
時
期
の

韓
国
保
護
国
化
に
も
類
し
た
チ
ベ
ッ
ト
の
内
政
・
外
交
掌
握
を
建
議
す
る）

96
（

。
さ
ら
に
後
任
の
傅
嵩
炑
（
傅
華
豊
）
も
同
様
の
政
策
を
継
承

し
、
一
九
一
一
年
に
は
カ
ム
地
方
を
中
心
に
「
西
康
省
」
建
省
を
上
奏
し
て
い
る）

97
（

。
相
応
す
る
政
策
は
、
同
時
期
の
モ
ン
ゴ
ル
に
対
し
て

も
適
用
さ
れ
た）

98
（

。
こ
こ
に
は
、
一
九
一
一
年
の
「
イ
リ
条
約
」
更
新
期
限
に
合
わ
せ
た
ロ
シ
ア
と
の
条
約
修
正
（「
修
約
」）
の
試
み
な
ど
、

「
国
権
回
収
」
が
図
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
事
情
が
あ
る）

99
（

。
た
だ
し
、
こ
の
時
点
で
清
朝
の
公
的
言
説
に
は
ま
だ
「
領
土
」
と
い
う
用
語
が

定
着
し
て
お
ら
ず
（
後
述
）、
国
内
の
教
科
書
に
は
伝
統
的
な
「
疆
域
」「
版
図
」
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た）

100
（

。

「
大
清
帝
国
」
は
、
西
洋
列
強
や
日
本
を
相
手
と
し
て
見
れ
ば
、「
帝
国
」
の
外
圧
に
晒
さ
れ
た
「
弱
国
」
や
「
劣
者
」
さ
ら
に
は
「
被

害
者
」
と
い
う
位
置
づ
け
と
な
る
。
チ
ベ
ッ
ト
や
モ
ン
ゴ
ル
を
め
ぐ
る
政
策
転
換
も
、
イ
ギ
リ
ス
や
ロ
シ
ア
と
い
う
帝
国
勢
力
の
中
央
ア
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ジ
ア
に
お
け
る
競
存
が
大
き
な
触
媒
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、「
文
明
」
を
掲
げ
つ
つ
「
大
清
帝
国
」
を
自
称
す
る
「
属
地
帝

国
」
と
し
て
、「
内
な
る
帝
国
主
義
」
や
「
内
国
植
民
地
」
の
様
相
を
強
め
て
い
た
点
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い）

101
（

。

変
法
派
と
「
中
華
帝
国
」

―
文
明
・
国
民
・
中
華

こ
う
し
た
政
府
主
導
の
制
度
・
政
策
改
革
に
対
し
て
、
多
く
の
漢
族
知
識
人
が
、
亡
命
・
留
学
先
の
日
本
を
拠
点
に
独
自
の
中
国
変
革

の
処
方
箋
を
打
ち
出
す
。
和
製
漢
語
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
彼
ら
は
、
正
に
「
文
明
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
構
想
の

主
た
る
論
者
と
な
っ
た
。
活
発
な
言
論
活
動
と
論
争
を
通
じ
て
、「
変
法
派
」
と
「
革
命
派
」
の
路
線
を
よ
り
鮮
明
に
し
て
い
く
が
、「
専

制
」
打
倒
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
た
。
ま
た
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
構
想
に
ふ
さ
わ
し
い
「
国
民
」
と
し
て
、
共
に
「
中
華
民

族
」
や
そ
の
類
語
を
打
ち
出
し
た
。
し
か
し
、「
専
制
」
に
関
わ
る
「
帝
国
」
へ
の
認
識
や
「
国
民
」
の
範
域
等
に
つ
い
て
は
異
な
る
見
解

を
示
す
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
変
法
派
の
「
国
民
」「
帝
国
」
の
構
想
か
ら
見
て
い
く
。
も
と
よ
り
そ
れ
も
一
枚
岩
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
梁
啓
超
の
政
策
思
想

を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。
周
知
の
通
り
、
彼
は
一
八
九
八
年
の
戊
戌
変
法
の
挫
折
に
よ
り
亡
命
し
た
日
本
を
拠
点
と
し
て
、
福
沢
諭
吉

の
『
文
明
論
之
概
略
』
を
下
敷
き
に
和
製
漢
語
と
し
て
の
「
文
明
」
概
念
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
、
自
分
な
り
の
文
明
論
を
展
開
し
た）

102
（

。

ま
た
、「
中
国
」「
中
華
」
の
古
典
的
美
称
を
国
家
や
国
民
の
呼
称
に
当
て
て
、「
文
明
史
」
的
な
枠
組
に
基
づ
く
「
中
国
史
」
と
い
う
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
歴
史
と
そ
の
主
体
を
同
時
に
立
ち
上
げ
て
い
る）

103
（

。
こ
う
し
て
梁
の
言
論
活
動
が
「
国
民
国
家
」
形
成
に
関
わ
る
東
ア
ジ
ア
思

想
連
鎖
に
お
い
て
甚
大
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る）

104
（

。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
国
民
帝
国
」
形
成
の
問
題
と
い
か
に

関
わ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
未
だ
漠
と
し
て
い
る）

105
（

。
事
実
、
彼
は
ま
た
和
製
漢
語
で
あ
る
「
帝
国
」
の
用
語
を
中
国
語
圏
に
最
初
に
導
入
し
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た
当
の
人
物
で
も
あ
っ
た）

106
（

。
以
下
、
こ
の
問
題
を
中
心
に
論
ず
る
。

梁
啓
超
に
と
っ
て
、「
文
明
」
の
規
準
の
一
つ
は
、「
一
国
は
民
が
集
ま
っ
て
成
立
す
る
も
の
」（「
民
之
積
」）
と
い
う
体
制
観
に
あ
っ

た）
107
（

。
そ
の
彼
が
、「
君
上
大
権
」
を
主
軸
に
、
国
民
を
皇
帝
の
「
臣
民
」
と
し
て
付
帯
的
に
規
定
し
た
「
欽
定
憲
法
大
綱
」
に
対
し
て
失
望

の
念
を
示
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
代
わ
り
に
一
九
〇
二
年
頃
か
ら
つ
と
に
論
じ
て
い
た
の
が
「
新
民
」
で
あ
る）

108
（

。
そ
れ
が
「
新
」

で
あ
る
の
は
、「
新
た
に
す
る
」
と
い
う
動
詞
的
含
意
も
含
め
、
未
だ
存
在
し
な
い
タ
イ
プ
の
「
民
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
改
革
思
想

は
、
革
命
派
と
同
じ
く
究
極
的
に
共
和
制
の
確
立
を
是
と
し
た
が
、「
専
制
」
か
ら
「
革
命
」
に
よ
っ
て
一
足
飛
び
に
移
行
す
べ
き
で
は
な

く
、
立
憲
君
主
制
を
必
要
な
中
間
段
階
と
み
な
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
体
制
を
変
え
た
と
し
て
も
、
二
千
年
も
の
間
に
醸
成
さ
れ
た
、

い
わ
ば
「
旧
民
」
の
「
内
な
る
専
制
」
が
変
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
本
当
の
意
味
で
「
専
制
」
は
去
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
梁
啓
超
な
り
の
「
中
西
文
明
」
比
較
に
基
づ
い
た
「
専
制
」
に
対
す
る
思
索
が
介
在
し
た
。「
緩
や
か
な
専
制
」
論
の
先
駆
と

も
い
う
べ
き
立
論
で
あ
る
。
そ
の
前
提
は
、「
専
制
」
を
「
間
接
」「
直
接
」
の
類
型
に
分
け
た
上
で
、
前
者
の
体
制
下
の
民
衆
は
、
西
洋

の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
仮
定
す
る
よ
う
な
「
不
自
由
」
な
存
在
で
な
く
、
む
し
ろ
相
当
の
「
自
由
」
を
享
受
す
る
存
在
と
い
う
観
点
に

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
西
洋
に
先
駆
け
て
「（
間
接
の
）
専
制
」
を
な
し
た
中
国
の
民
衆
に
よ
く
当
て
は
ま
る
。
そ
の
一
方
、
西
洋
の
民
衆
は

後
発
の
「（
直
接
の
）
専
制
」
の
下
、
近
代
に
至
る
ま
で
極
め
て
「
不
自
由
」
な
状
態
に
置
か
れ
た
た
め
、
逆
に
「
自
由
」
を
闘
い
取
ろ
う

と
す
る
気
運
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
民
衆
は
、
す
で
に
「
自
由
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
以
上
の
「
自
由
」
を
知
ら
ず
、
ま

た
欲
し
な
い
。
彼
は
こ
れ
ら
二
つ
を
そ
れ
ぞ
れ
「
野
蛮
の
自
由
」「
文
明
の
自
由
」
と
表
現
し
た
。
中
国
の
「
旧
民
」
が
文
明
時
代
の
国
民

と
し
て
の
「
新
民
」
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
要
件
の
一
つ
は
、
自
由
を
求
め
る
思
い
の
欠
如

―
中
国
の
「（
間
接
の
）
専
制
」
に
よ
っ
て
育

ま
れ
、
そ
れ
を
支
え
て
き
た
「
奴
隷
根
性
」（「
奴
性
」）
―
の
変
革
に
あ
っ
た）

109
（

。
そ
う
し
て
こ
そ
被
治
者
に
「
野
蛮
の
自
由
」
を
許
容
し
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て
き
た
「
弱
い
」（
あ
る
い
は
「
緩
や
か
な
」）
政
治
体
制
も
「
淘
汰
」
さ
れ
ず
に
済
む
。
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
き
、
後
の
白
話
文
に
通

じ
る
「
新
民
体
」
と
い
う
平
易
な
文
体
を
自
ら
開
発
し
て
、
活
発
な
言
論
活
動
を
通
じ
た
民
衆
啓
蒙
を
企
図
す
る
こ
と
に
な
る
。

重
要
な
の
は
、
梁
啓
超
の
こ
う
し
た
文
明
論
と
新
民
論
が
、
独
自
の
帝
国
論
を
前
提
と
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
体
が
「
独

夫
帝
国
主
義
」（
以
下
、
便
宜
上
「
独
裁
帝
国
主
義
」
と
表
記
）
か
ら
「
民
族
主
義
」、
そ
し
て
「
民
族
帝
国
主
義
」
へ
と
進
化
す
る
と
い

う
歴
史
段
階
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
時
の
西
洋
が
「
民
族
主
義
」
か
ら
「
民
族
帝
国
主
義
」
へ
の
交
代
期
、
ア
ジ
ア
が
「
独
裁

帝
国
主
義
」
か
ら
「
民
族
主
義
」
へ
の
交
代
期
に
相
当
す
る
と
い
う
現
状
認
識
を
持
っ
て
い
た）

110
（

。
こ
こ
に
い
う
「
民
族
帝
国
」
と
は
、
一

君
主
が
君
臨
す
る
昔
日
の
「
独
裁
帝
国
」
と
異
な
り
、「
民
族
」
が
主
体
と
な
る
帝
国
の
謂
で
あ
る
。
彼
が
、
民
族
主
義
に
「N

ationalism

」、

民
族
帝
国
主
義
に
「N

ational Im
perialism

」
と
大
文
字
付
き
の
英
語
で
原
語
を
記
し
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば）

111
（

、
こ
こ
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
の
は
正
に
「
国
民
帝
国
」
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
体
進
化
は
「
国
民
国
家
」
を
最
終
形
態
と
せ
ず
、
あ
る
い
は

「
帝
国
」
か
ら
「
国
民
国
家
」
へ
の
移
行
を
進
化
の
必
然
と
捉
え
ず
、
む
し
ろ
後
者
を
凌
駕
す
る
「
国
民
帝
国
」
へ
と
進
む
と
い
う
歴
史
認

識
で
あ
っ
た
（
そ
し
て
最
後
に
「
万
国
大
同
主
義
」
時
代
が
訪
れ
る
）。
こ
れ
は
、
正
統
性
の
根
拠
を
皇
帝
と
国
民
の
ど
ち
ら
に
置
く
の
か

に
よ
っ
て
、
清
朝
を
含
む
「
野
蛮
の
帝
国
」
と
「
文
明
の
帝
国
」、
あ
る
い
は
当
時
の
「
君
主
」「
民
主
」
の
用
法
を
使
っ
て
「
君
主
帝
国
」

と
「
民
主
帝
国
」
と
に
分
け
て
考
え
た
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
独
裁
」「
君
主
」
的
な
「
大
清
帝
国
」
が
、「
民
族
国
家
」
の
段
階
を
超
え
、「
民
族
帝
国
」（
民
主
帝
国
）
へ
と
脱
皮
す
る
鍵
は
「
新

民
」
の
育
成
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
早
け
れ
ば
一
〇
年
か
ら
二
〇
年
で
「
民
族
帝
国
」
の
段
階
に
到
達
可
能
で
あ
り
、
そ
の
暁
に

は
「
天
下
第
一
帝
国
」
の
美
称
（「
徽
號
」）
を
保
持
で
き
る
と
い
う）

112
（

。
こ
う
し
て
、「
天
下
」
に
冠
た
る
「
中
国
」
と
し
て
の
矜
持
は
、
一

九
世
紀
後
半
の
列
強
の
侵
略
と
日
本
へ
の
敗
北
を
通
じ
て
「
帝
国
」
に
成
り
下
が
っ
た

4

4

4

4

4

4

後
も
、
世
界
一
の
覇
権
国
家
に
な
る
欲
望
と
し
て



東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
百
七
十
三
册

― 110 ―

一
部
持
続
す
る
の
で
あ
る
。

梁
は
、「
民
族
帝
国
」
建
設
の
鍵
と
な
る
「
新
民
」
に
、
今
日
ま
で
決
定
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
雅
称
を
与
え
た
。「
中
華

民
族
」
で
あ
る
。
一
九
〇
二
年
に
は
文
面
上
に
登
場
し
た
こ
の
概
念
の
要
諦
は
、「
満
漢
融
和
」
を
軸
と
し
た
包
摂
的
な
帝
国
論
に
あ
っ

た）
113
（

。
こ
れ
は
皇
帝
を
戴
く
「
大
清
帝
国
」
の
体
制
内
で
の
立
憲
君
主
制
と
い
う
前
提
の
も
と
、
古
典
的
な
「
中
華
」
原
理
の
持
つ
包
摂
的

な
志
向
性
を
民
族
論
的
に
拡
張
さ
せ
た
概
念
的
転
用
だ
っ
た
。
梁
啓
超
は
ま
た
、
国
民
た
る
「
新
民
」
を
「
黄
種
」
と
等
値
し
た
。
満
洲

族
が
漢
族
へ
の
同
化
に
よ
っ
て
中
華
の
礼
に
浴
し
て
い
る
と
し
た
師
の
康
有
為
の
考
え
と
同
様
、
漢
・
満
を
含
む
中
華
帝
国
の
領
内
の
民

を
す
べ
て
黄
帝
の
子
孫
と
す
る
こ
と
で
、
満
洲
族
を
も
包
摂
す
る
国
民
作
り
の
構
想
で
あ
る）

114
（

。

こ
う
し
て
浮
か
び
上
が
る
の
が
、「
中
華
帝
国
」
と
い
う
べ
き
独
特
の
言
説
編
制
で
あ
る）

115
（

。
そ
の
「
中
華
」
理
念
の
民
族
論
的
転
用
の
や

り
方
は
、
当
時
の
一
般
的
な
「
国
民
帝
国
」
か
ら
の
分
岐
点
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
梁
の
「
民
族
帝
国
」
理
解
が
介
在
し
て
い
る）

116
（

。
す
な

わ
ち
、
そ
れ
は
単
一
民
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
み
な
さ
れ
た
「
本
国
」
の
み
を
中
心
に
観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

前
述
し
た
国
粋
主
義
の
単
一
民
族
的
な
国
家
思
想
の
日
中
連
環
も
介
在
し
た）

117
（

。
一
般
に
、
変
法
派
や
革
命
派
が
参
照
し
た
モ
デ
ル
と
し
て

の
「
西
洋
」
と
は
、
立
憲
制
や
共
和
制
が
取
ら
れ
国
民
国
家
の
体
を
な
し
た
「
本
国
」
を
主
と
し
た
構
成
体
で
あ
っ
て
、
異
法
域
た
る
「
植

民
地
」
ま
で
を
含
ん
だ
「
国
民
帝
国
」
の
総
体
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
一
口
に
「
民
族
帝
国
」
と
い
っ
て
も
、
幾
つ
か
の
有
力
な
類
型
が
あ
る
こ
と
は
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
代
表
が
、「
植

民
」
を
軸
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
型
と
、「
同
化
」
を
軸
と
す
る
ア
メ
リ
カ
型
で
あ
る
。
こ
こ
で
梁
啓
超
が
重
視
し
、
後
に
孫
文
ら
に
も
引
き
継

が
れ
る
の
が
、
ア
メ
リ
カ
を
モ
デ
ル
と
す
る
構
想
だ
っ
た）

118
（

。
そ
れ
は
、
前
者
に
比
べ
て
、
本
稿
に
い
う
「
国
民
帝
国
」
の
全
域
が
単
一
民

族
的
な
「
本
国
」
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
と
し
て
錯
視
さ
れ
や
す
い
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
彼
が
思
い
描
い
た
「
本
国
」
中
心
の
「
民
族
帝
国
」
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観
念
に
よ
り
親
和
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
ア
メ
リ
カ
で
い
わ
ゆ
る
「
人
種
の
る
つ
ぼ
」
の
同
化
主
義
的
メ
タ
フ
ァ
ー

が
市
民
権
を
得
る
時
期
に
も
対
応
し
て
い
た
。

こ
う
し
て
梁
啓
超
は
、
一
九
〇
三
年
に
は
「
ア
メ
リ
カ
民
族
」
に
対
応
す
る
「
大
民
族
」
と
、
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
民
族
に
対
応
す
る

「
小
民
族
」
を
分
け
た
上
で
、
前
者
を
重
視
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
す
る）

119
（

。
よ
っ
て
彼
が
「
帝
国
と
い
う
政
略
」
を
と
っ
て
「
大
民
族
」
の

建
設
を
訴
え
る
時
、
そ
こ
に
は
漢
・
満
・
蒙
・
回
・
藏
の
五
族
が
包
含
さ
れ
て
い
た）

120
（

。
こ
れ
と
並
行
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
民
族
」
の
中
国
版

と
も
い
う
べ
き
前
述
の
「
中
華
民
族
」
論
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る）

121
（

。
こ
こ
で
、
彼
の
構
想
に
も
ま
た
、「
人
種
の
る
つ
ぼ
」
の
建
前
的

「
平
等
」
へ
の
背
信
、
す
な
わ
ち
漢
族
中
心
の
観
点
が
混
入
し
て
い
た
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
小
民
族
主
義
」
と
は

「
漢
族
が
国
内
の
他
族
に
対
す
る
」
際
の
立
場
で
あ
り
、「
大
民
族
主
義
」
も
ま
た
「
必
ず
漢
族
を
も
っ
て
中
心
点
」
と
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る）

122
（

。
と
は
い
え
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
満
洲
族
を
駆
逐
し
漢
族
だ
け
を
も
っ
て
国
家
形
成
を
構
想
し
た
り
、
あ
る
い
は
民
族
を
語
る
の

は
漢
族
の
特
権
と
い
っ
た
革
命
派
の
大
方
の
論
理
に
比
べ
る
な
ら
、
融
和
的
な
構
想
で
あ
っ
た
。

「
中
華
帝
国
」
と
い
う
べ
き
新
た
な
想
像
の
共
同
体
は
、
そ
の
範
域
を
語
る
新
た
な
概
念
に
よ
っ
て
実
体
性
を
付
与
さ
れ
た
。「
領
土
」

で
あ
る
。
変
法
派
は
、
革
命
派
と
共
に
、
官
側
が
「
属
地
」
と
呼
ん
で
い
た
「
藩
部
」
を
含
め
た
版
図
全
体
に
対
し
、
和
製
漢
語
で
あ
る

「
領
土
」
概
念
を
上
書
き
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
当
初
、「
領
土
」
概
念
は
、
そ
の
範
囲
が
不
明
瞭
の
ま
ま
用
語
だ
け
定
着
し
て

い
っ
た
が
、
一
九
〇
七
年
頃
に
は
「
五
族
の
領
土
を
合
わ
せ
て
」「
保
全
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
形
で
そ
の
輪
郭
を
明
瞭
化
さ

せ
る）

123
（

。
こ
こ
で
も
梁
啓
超
は
そ
の
範
囲
設
定
に
い
ち
早
く
呼
応
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
中
華
民
族
」
の
治
め
る
べ
き
「
民
族
帝
国
」
た

る
「
中
華
帝
国
」
の
理
念
的
な
「
領
土
」
確
定
で
も
あ
っ
た
。

梁
啓
超
は
、「
民
」
に
潜
む
「
内
な
る
専
制
」
の
問
題
を
深
く
考
え
た
が
、「
内
な
る
帝
国
性
」
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
楽
観
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的
で
あ
っ
た）

124
（

。「
文
明
国
が
野
蛮
国
の
土
地
を
統
治
す
る
は
、
こ
れ
天
演
上
当
然
の
権
利
な
り
。
文
明
国
が
野
蛮
国
の
人
民
を
開
化
せ
し
む

る
も
ま
た
倫
理
上
は
た
す
べ
き
責
任
な
り
」
と
つ
と
に
人
種
差
別
的
な
語
り
を
披
瀝
し
て
い
た
通
り）

125
（

、「
帝
国
」
は
「
文
明
」
の
必
須
条
件

だ
っ
た
。
彼
に
代
表
さ
れ
る
変
法
派
の
「
自
強
」
に
よ
る
「
強
国
」
の
夢
と
は
、
未
だ
存
在
し
な
い
「
国
民
」
た
る
べ
き
「
中
華
民
族
」

を
主
体
と
す
る
「
民
族
帝
国
」
の
建
設
、
す
な
わ
ち
立
憲
君
主
制
を
媒
介
と
す
る
「
大
清
帝
国
」
か
ら
「
中
華
帝
国
」
へ
の
脱
皮
と
し
て

の
性
格
を
有
し
た
の
で
あ
る）

126
（

。

５

．
反
帝
国
主
義
的
文
化
論
と
「
中
華
民
国
」
の
未
完
の
脱
帝
国
化

革
命
派
と
「
中
華
民
国
」

―
文
化
・
民
族
・
同
化

一
方
、「
大
清
帝
国
」
の
体
制
自
体
の
打
倒
を
求
め
る
革
命
派
は
、
変
法
派
と
の
論
争
を
通
じ
て
「
排
満
」
的
な
民
族
国
家
論
へ
と
傾
い

て
い
く
。
梁
啓
超
が
「
独
裁
帝
国
」
と
「
民
族
帝
国
」
と
の
間
に
政
体
進
化
の
中
間
体
と
し
て
「
民
族
国
家
」
を
定
位
し
た
と
す
れ
ば
、

革
命
派
は
む
し
ろ
そ
れ
を
完
成
体
ま
た
は
到
達
点
と
み
な
し
た
と
い
え
る
。
彼
ら
も
同
様
に
「
中
華
民
族
」
お
よ
び
「
中
国
民
族
」「
華

民
」
な
ど
の
類
語
を
唱
え
る
が
、
そ
の
範
囲
は
「
漢
族
」
と
同
定
さ
れ
た
。

　

革
命
派
も
ま
た
「
文
明
」
を
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
用
い
た）

127
（

。
た
だ
し
、
本
稿
で
留
意
し
た
い
の
は
、
革
命
派
の
中
か
ら
、
そ

の
民
族
論
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
進
化
論
に
基
づ
く
「
文
明
」
の
普
遍
主
義
的
用
法
を
拒
み
、「
文
化
」
を
特
殊
主
義
的
に
用
い
る
国
粋
論

者
が
現
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
物
質
的
な
西
洋
の
「
文
明
」
に
対
す
る
精
神
的
な
優
位
性
を
語
る
枠
組
の
幕
開
け
と
も
な
っ
た）

128
（

。

そ
の
先
駆
者
が
章
炳
麟
で
あ
る
。
彼
は
、
普
遍
性
を
主
張
す
る
「
西
洋
文
化
」
に
対
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
「
進
化
」
と
い
う
土
俵
自
体
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を
相
対
化
す
る
こ
と
で
、
対
等
た
る
「
中
国
文
化
」
の
語
り
を
構
築
し
た）

129
（

。
さ
ら
に
、
そ
の
民
族
主
義
的
な
中
国
論
に
お
い
て
、「
文
化
」

は
「
民
族
」
に
対
し
て
従
属
的
に
結
び
付
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
「
華
夷
」
の
別
が
、「
文
化
」
で
は
な
く
「
民
族
」
の
別
に

基
づ
く
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
変
法
派
の
康
有
為
が
、「
華
夷
」
の
別
を
（「
教
化
」
に
近
い
意
味
で
の
）「
文
化
」
の
程
度
と
し

て
捉
え
る
こ
と
で
、「
漢
満
融
和
」
の
可
能
性
と
必
要
性
を
説
い
た
こ
と
に
対
す
る
反
論
と
し
て
強
く
調
さ
れ
た）

130
（

。
彼
の
立
論
に
よ
れ
ば
、

「
民
族
主
義
」
は
「
中
国
文
化
」
を
規
定
す
る
基
軸
な
の
で
あ
る）

131
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
「
中
国
文
化
」
の
相
対
性
や
対
等
性
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
「
中
西
」
の
枠
内
に
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
の

意
味
で
基
本
的
に
「
中
西
文
明
」
論
と
平
仄
が
合
っ
て
い
た
。
よ
っ
て
、「
満
洲
文
化
」
な
ど
中
国
内
の
「
民
族
文
化
」
を
「
中
国
文
化
」

と
対
等
か
つ
相
対
的
に
扱
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
前
述
の
康
有
為
へ
の
反
論
の
中
で
、
今
に
い
う
満
洲
の
「
文
化
」
と
い
う
べ

き
内
容
が
言
及
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
文
脈
に
「
文
化
」
に
当
た
る
概
念
は
登
場
し
な
い）

132
（

。
こ
の
意
味
で
、
彼
の
「
中
国
文
化
」
論
は
相

対
主
義
で
は
な
く
漢
族
中
心
主
義
の
色
合
い
を
強
く
帯
び
た
。

こ
う
し
た
政
体
論
・
民
族
論
・
文
化
論
に
基
づ
い
て
、
章
炳
麟
が
一
九
〇
七
年
に
提
起
し
た
の
が
「
中
華
民
国
」
で
あ
る）

133
（

。
彼
の
当
初

の
構
想
は
、
漢
代
の
郡
県
制
の
領
域
（「
先
漢
郡
県
」）
を
も
っ
て
境
界
（「
界
」）
と
し
、
そ
の
民
を
「
華
民
」
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、「
西
藏
」「
回
部
」「
蒙
古
」
を
含
ま
な
い
（
あ
る
い
は
彼
ら
に
帰
属
を
任
せ
る
）
と
さ
れ
、
実
質
的
に
漢
族
中
心
の
単
一
民

族
国
家
構
想
だ
っ
た）

134
（

。
そ
の
排
満
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
漢
族
の
満
洲
族
支
配
か
ら
の
「
民
族
独
立
」
を
通
じ
て
、「
大
清
帝
国
」
の
解
体

も
辞
さ
な
い
と
い
う
限
り
で
、「
脱
帝
国
」
の
要
素
を
含
ん
で
い
た
点
は
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
帝
国
批
判
の
言
説
の
日

中
間
の
思
想
連
鎖
も
介
在
し
た
。
一
九
〇
二
年
に
中
国
語
版
が
出
た
幸
徳
秋
水
の
帝
国
論
の
影
響
で
あ
る）

135
（

。
こ
れ
ら
を
一
つ
の
源
流
と
し

て
、
一
九
一
七
年
に
出
る
レ
ー
ニ
ン
の
帝
国
論
も
踏
ま
え
つ
つ）

136
（

、
後
に
「
反
帝
国
主
義
」
の
方
針
が
公
的
言
説
の
主
流
を
な
す
に
至
る
だ
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ろ
う
（
後
述
）。

た
だ
し
、
革
命
派
に
と
っ
て
の
「
帝
国
」
の
問
題
と
は
、
何
よ
り
「
満
洲
専
制
」
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
打
倒
に
よ
る
「
中
華
」
の

「
光
復
」
を
主
眼
と
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
も
と
よ
り
漢
族
以
外
の
「
民
族
独
立
」
な
ど
革
命
の
優
先
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た

漢
族
中
心
の
発
想
の
一
端
は
、
旧
「
藩
部
」
の
独
立
を
容
認
す
る
よ
う
な
前
述
の
「
中
華
民
国
」
構
想
を
打
ち
出
し
た
章
炳
麟
が
、
同
じ

文
章
の
中
で
、
漢
代
に
郡
が
置
か
れ
た
朝
鮮
と
越
南
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
二
郡
」
を
必
ず
「
恢
復
」
す
べ
き
と
主
張
し
た
事
実
に
現
れ

て
い
る）

137
（

。

章
炳
麟
流
の
単
一
民
族
＝
漢
族
国
家
（
ま
た
は
朝
鮮
・
越
南
な
ど
を
加
え
た
国
家
）
と
し
て
の
「
中
華
民
国
」
の
構
想
は
、
革
命
派
に

お
け
る
「
小
中
国
」
論
と
い
う
べ
き
系
譜
を
な
す
。
そ
れ
は
「
駆
逐
（
韃
虜
）」
論
（
満
洲
族
を
駆
逐
す
べ
し
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
）
と
深

く
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
小
中
国
」
論
は
、
そ
の
範
域
が
曖
昧
な
が
ら
、
同
時
期
の
鄒
容
、
孫
文
な
ど
の
言
辞
の
中
に
も
見
受

け
ら
れ
る）

138
（

。
し
か
し
、
こ
れ
は
革
命
派
の
主
流
と
は
な
ら
な
か
っ
た）

139
（

。
む
し
ろ
力
を
も
っ
た
の
は
漢
族
へ
の
異
民
族
（
特
に
満
洲
族
）
の

「
同
化
」
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
駆
逐
」
論
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
、
一
九
〇
五
年
頃
か
ら
台
頭
し
た）

140
（

。
背
景
と
し
て
、
満
洲
族
の
故
地
た

る
東
北
に
は
す
で
に
漢
族
が
多
く
定
住
し
て
お
り
、
前
者
を
強
制
移
住
さ
せ
る
場
所
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
や
、
移
住
先
で
の
漢
族
に
対

す
る
報
復
可
能
性
な
ど
の
事
情
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
浮
上
す
る
「
同
化
」
概
念
は
、
二
〇
世
紀
前
半
を
通
じ
て
中
国
の
民
族
政
策
を
特
徴
づ
け
る
重
要
な
概
念
と

な
る
点
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
起
点
に
革
命
派
の
排
満
論
・
駆
逐
論
に
対
す
る
路
線
変
更
が
介
在
し
た
事
実

で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
同
化
」
が
善
な
る
価
値
と
し
て
肯
定
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
含
意
が
、

満
洲
族
へ
の
「
復
仇
」
を
取
り
下
げ
、
代
わ
り
に
彼
ら
を
漢
族
へ
と
「
同
化
」
す
る
こ
と
で
、
中
華
民
国
の
「
国
民
」
と
し
て
「
平
等
」
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に
受
け
入
れ
て
や
ろ
う

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
当
時
の
革
命
派
な
り
の
戦
略
的
な
譲
歩
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
章
炳
麟
の
「
中
華
民
国
」
の
議

論
に
し
て
も
、
民
族
分
離
の
可
能
性
が
述
べ
ら
れ
た
箇
所
で
満
洲
へ
の
言
及
だ
け
は
周
到
に
避
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
満
洲
族
の
同

化
論
へ
と
両
価
的
な
が
ら
傾
き
つ
つ
あ
る
時
期
に
相
当
す
る
か
ら
で
あ
る）

141
（

。
こ
う
し
た
事
情
は
、
後
に
触
れ
る
孫
文
か
ら
蒋
介
石
へ
と
至

る
同
化
論
の
長
い
系
譜
の
初
期
条
件
と
な
っ
た
。
近
代
中
国
の
言
説
空
間
に
お
い
て
、「
同
化
」
を
「
平
等
」
な
る
価
値
と
並
列
し
て
肯
定

的
に
語
る
発
想
が
こ
う
し
て
胎
芽
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
革
命
派
の
主
要
な
路
線
が
駆
逐
論
的
な
「
排
満
」
か
ら
同
化
論
的
な
「
排
清
」
へ
の
移
行
す
る
こ
と
で
、
梁
啓
超
の
「
討
満
」

論
、
す
な
わ
ち
日
本
の
「
討
幕
」
に
比
し
つ
つ
、
満
洲
族
の
駆
逐
で
は
な
く
、
そ
の
王
朝
の
打
倒
を
唱
え
る
議
論
へ
と
近
接
し
た）

142
（

。
こ
う

し
た
変
化
は
、
孫
文
の
革
命
路
線
に
も
反
映
さ
れ
た
。
彼
は
一
九
〇
六
年
の
時
点
で
、「
民
族
革
命
」
に
つ
い
て
、「
満
洲
民
族
を
滅
ぼ
す

こ
と
」
で
は
な
く
「
彼
ら
の
政
府
を
滅
ぼ
し
、
我
々
民
族
﹇
漢
族
﹈
の
国
家
を
光
復
す
る
た
め
」
と
説
明
し
て
い
る）

143
（

。
も
と
よ
り
、「
民
族

革
命
」
を
謳
う
「
排
満
」
自
体
が
、
清
朝
を
打
倒
す
る
目
的
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
。「
民
族
打
倒
」

と
「
王
朝
打
倒
」
は
別
物
で
あ
り
、
そ
の
た
め
実
際
に
革
命
が
勃
発
・
進
行
す
る
な
か
で
、
前
者
は
後
景
化
す
る）

144
（

。
代
わ
り
に
差
し
迫
っ

て
き
た
の
は
、「
大
清
帝
国
」
の
版
図
と
臣
民
を
ま
る
ご
と
引
き
継
ぐ
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

革
命
派
の
同
化
論
と
裏
合
わ
せ
の
前
提
と
し
て
、
満
洲
族
は
ま
だ
十
分
に
漢
族
に
同
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
認
識
と
、
そ
れ
に
加
え

て
満
洲
族
以
外
の
民
族
に
つ
い
て
は
多
か
れ
少
な
か
れ
漢
族
に
「
既
に
同
化
さ
れ
て
い
る
」
と
い
る
認
識
が
あ
っ
た）

145
（

。
こ
こ
で
、
革
命
派

の
主
流
と
梁
啓
超
と
の
間
で
、
後
者
の
認
識
に
お
い
て
一
致
が
見
ら
れ
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
満
洲
族
以
外
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
処
遇

に
つ
い
て
、
梁
啓
超
も
ま
た

―
す
で
に
同
化
さ
れ
て
い
る
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も

―
近
い
将
来
に
融
合
し
て
「
中
華
民
族
」
を
構
成

す
る
も
の
と
考
え
て
い
た）

146
（

。
こ
う
し
た
「
内
な
る
他
者
」
を
め
ぐ
る
認
識
に
お
い
て
、
革
命
派
の
主
流
の
「
中
華
民
国
」
の
構
想
は
、
変
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法
派
の
「
中
華
帝
国
」
の
構
想
と
大
同
小
異
と
い
う
べ
き
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
実
際
に
中
華
民
国
が
成
立
し
て
か
ら
以
降
、

次
第
に
前
景
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
中
華
民
国
」
の
成
立
と
「
分
裂
」

―
「
軍
閥
割
拠
」
と
「
民
族
自
治
」

一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
は
、
孫
文
派
を
中
心
に
革
命
派
の
主
導
で
行
わ
れ
た
と
い
う
後
の
南
京
国
民
政
府
の
遡
及
的
定
説
と
異
な

り
、
大
清
帝
国
の
延
命
を
図
っ
た
光
緒
新
政
が
助
長
し
た
地
方
自
治
的
な
分
権
傾
向
の
内
破
に
よ
っ
て
連
鎖
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た）

147
（

。
続

い
て
、
翌
年
初
に
革
命
派
を
中
心
に
南
京
に
「
中
華
民
国
」
が
成
立
す
る
が
、
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
北
京
を
拠
点
と
し
て
大
清
帝
国
が
中

国
を
代
表
す
る
政
府
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
南
京
で
中
華
民
国
の
臨
時
大
統
領
に
就
任
し
た
孫
文
は
、
現
実
的
に
「
排
満
」
実
行
が
困

難
な
状
況
の
中
、
北
京
側
の
意
向
を
受
け
つ
つ
、
従
来
の
「
民
族
革
命
」
か
ら
一
転
し
て
「
五
族
共
和
」
な
る
包
摂
的
な
民
族
理
念
を
掲

げ
る）

148
（

。
こ
の
後
、
南
北
統
一
の
た
め
の
交
渉
を
通
じ
て
臨
時
大
統
領
職
を
引
き
継
い
だ
袁
世
凱
も
ま
た
、
同
年
四
月
に
「
五
族
共
和
」
の

語
で
「
中
華
民
国
の
国
民
」
を
規
定
す
る
命
令
を
下
す
。
さ
ら
に
同
命
令
の
中
で
、
清
末
の
「
属
地
」
に
代
わ
り
、
こ
れ
ま
で
主
に
海
外

の
言
論
界
で
用
い
ら
れ
た
「
領
土
」
概
念
を
適
用
し
て
、「
蒙
・
藏
・
回
疆
」
の
各
地
方
を
含
め
た
版
図
を
「
中
華
民
国
」
の
不
可
分
の

「
領
土
」
と
宣
言
す
る）

149
（

。
こ
う
し
て
、「
中
華
民
国
」
は
、「
大
清
帝
国
」
の
「
臣
民
」
と
「
国
土
」
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
意
思
表
明
を

も
っ
て
出
帆
し
た
。

本
稿
で
考
え
た
い
の
は
、「
中
華
民
国
」
の
建
国
と
そ
の
後
の
展
開
が
、
果
た
し
て
「
大
清
帝
国
」
期
に
顕
現
し
た
帝
国
性
の
超
克
を
も

た
ら
し
た
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
「
文
明
」「
文
化
」
概
念
が
い
か
に
関
わ
っ
た
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
本
章
の
最
後
に
か
け
て
、
こ
の
問

い
を
軸
に
議
論
を
進
め
る
。
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袁
世
凱
は
中
華
民
国
の
首
都
を
南
京
か
ら
北
京
へ
と
移
し
、
民
国
初
期
の
北
京
政
府
が
発
足
す
る
。
以
後
、
袁
は
権
力
集
中
を
進
め
、

一
九
一
五
年
末
か
ら
翌
年
初
に
は
「
帝
位
」
復
活
と
「
中
華
帝
国
」
を
宣
言
す
る
。
国
号
に
「
中
華
帝
国
」
が
用
い
ら
れ
た
唯
一
の
例
で

あ
る
。
も
と
よ
り
一
九
一
二
年
の
宣
統
帝
退
位
の
条
件
と
し
て
「
清
室
優
待
条
件
」
が
付
け
ら
れ
、「
帝
位
」
自
体
も
ま
た
留
保
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
よ
る
。
ご
く
短
命
に
終
わ
っ
た
袁
の
「
中
華
帝
国
」
に
続
い
て
、
一
九
一
七
年
に
は
張
勲
復
辟
に
よ
り
、
わ
ず
か
一
二
日
間
な

が
ら
溥
儀
の
「
大
清
帝
国
」
皇
帝
へ
の
復
位
が
行
わ
れ
る
（
さ
ら
に
復
辟
の
流
れ
は
一
九
三
四
年
の
満
洲
国
の
帝
政
移
行
に
伴
う
溥
儀
の

皇
帝
即
位
ま
で
も
引
き
継
が
れ
る）

150
（

）。
し
か
し
、
す
で
に
一
九
一
六
年
の
袁
の
死
後
は
、
統
率
者
を
失
っ
た
「
北
洋
軍
閥
」
が
分
裂
し
、
新

勢
力
も
交
え
て
複
数
の
地
方
軍
人
政
権
が
分
立
す
る
状
況
と
な
っ
て
い
た
。
一
九
一
七
年
に
は
孫
文
ら
の
広
東
政
府
が
発
足
す
る
。
こ
う

し
て
、
以
後
約
一
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
地
方
政
権
の
競
合
状
態
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
辛
亥
革
命
は
、
繰
り
返
し
「
帝
国
」

集
権
へ
の
統
治
欲
望
が
表
出
さ
れ
る
一
方
で
、
実
態
と
し
て
清
末
以
来
の
地
方
分
権
的
傾
向
に
拍
車
が
掛
か
る
状
況
を
も
た
ら
し
た）

151
（

。

同
様
の
実
態
は
当
時
の
「
辺
疆
」
の
状
況
に
も
顕
現
し
た
。
中
華
民
国
が
真
っ
先
に
掲
げ
た
前
述
の
「
五
族
共
和
」
の
統
合
理
念
と
は

か
け
離
れ
た
分
散
状
態
で
あ
る
。
最
も
重
要
な
の
が
、
辛
亥
革
命
の
勃
発
を
機
に
行
わ
れ
た
外
モ
ン
ゴ
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
の
「
独
立
」
宣
言

で
あ
る
。
中
華
民
国
は
承
認
し
な
か
っ
た
が
、
係
争
国
の
ロ
シ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
の
圧
力
に
よ
り
、
一
九
一
〇
年
代
半
ば
に
は
、
当
事
国
を

交
え
た
三
者
協
議
を
経
た
上
で
、「
外
チ
ベ
ッ
ト
」
と
「
外
モ
ン
ゴ
ル
」
の
「
自
治
」
を
受
け
入
れ
る
に
至
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
九
一
四
年
の

シ
ム
ラ
条
約
と
一
九
一
五
年
の
キ
ャ
フ
タ
協
定
で
あ
る
（
前
者
は
中
国
が
署
名
を
撤
回
）。
そ
れ
は
、
中
国
の
「
宗
主
権
」「
領
土
」
と
当

事
者
側
の
「
自
治
」
を
規
定
す
る
内
容
だ
っ
た）

152
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
は
以
後
三
〇
年
以
上
に
わ
た
り
政
治
・
外
交
に
お
け
る
実

権
を
掌
握
す
る
一
方）

153
（

、
外
モ
ン
ゴ
ル
の
場
合
は
後
の
「
独
立
」
へ
の
礎
を
築
く
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
民
国
初
期
は
、
国
内
に
多
く
の
地
方
政
権
が
乱
立
し
、
ま
た
「
辺
疆
」
の
外
モ
ン
ゴ
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
が
「
自
治
」
に
至
る
な
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ど
、
大
清
帝
国
を
民
族
的
に
継
承
・
昇
華
す
る
「
中
華
帝
国
」
の
統
一
さ
れ
た
理
念
型
を
当
為
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
か
け
離
れ
た

姿
を
露
呈
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
「
脱
帝
国
」
を
企
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
中
央
政
権
の
求
心
力
が
弱
ま
る
中
で
、
む
し
ろ

「
帝
国
」
統
合
と
そ
れ
に
よ
る
正
統
性
確
保
へ
の
意
思
が
様
々
な
形
で
表
出
さ
れ
て
い
た
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
袁
世
凱
ら
北
京
政
府
が
採
っ
た
民
族
政
策
の
一
端
に
現
れ
る
。
そ
れ
は
大
清
帝
国
時
代
の
「
伝
統
」
へ
の
回
帰
の
性
格

を
帯
び
た
。
一
例
は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
王
侯
へ
の
優
待
政
策
の
温
存
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
清
朝
の
「
中
外
一
体
」
統
治
に
お
い
て
皇
帝
に

服
属
し
て
い
た
が
、
革
命
の
後
の
体
制
変
革
に
よ
っ
て
民
国
参
加
に
対
し
て
難
色
を
示
し
、
ま
た
外
モ
ン
ゴ
ル
の
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
政
権

に
よ
る
モ
ン
ゴ
ル
統
合
の
動
き
に
対
し
て
も
状
況
に
応
じ
て
複
雑
に
反
応
を
見
せ
て
い
た）

154
（

。
そ
う
し
た
条
件
の
下
、
旧
来
の
特
権
や
称
号

な
ど
の
優
待
条
項
の
継
続
を
提
示
し
、
国
家
統
合
の
維
持
の
た
め
の
現
実
路
線
と
し
た
の
で
あ
る）

155
（

。

外
モ
ン
ゴ
ル
と
チ
ベ
ッ
ト
の
「
独
立
」
と
「
自
治
」
を
め
ぐ
る
交
渉
も
ま
た
、
も
と
よ
り
一
九
一
五
年
末
に
か
け
て
「
中
華
帝
国
」
へ

の
国
体
変
更
を
着
々
と
進
め
て
い
た
袁
世
凱
政
権
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
こ
に
は
文
字
通
り
「
帝
国
」
へ
の
欲

望
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
分
か
り
や
す
い
現
れ
は
、
外
モ
ン
ゴ
ル
の
「
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
」
と
い
う
「
帝
号
」
に
関
す
る
対
応
が
あ
る
。

中
国
側
は
、
協
定
調
印
に
お
け
る
譲
歩
の
条
件
と
し
て
、
漢
語
で
「
皇
帝
」
を
意
味
す
る
そ
の
称
号
を
漢
訳
せ
ず
「
博
克
多
汗
」
と
音
写

す
る
に
留
め
た
上
で
、
中
華
民
国
の
大
総
統
が
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
に
対
し
て
「
冊
封
」
す
る
と
い
う
手
続
き
を
国
内
向
け
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
と
し
て
行
っ
た）

156
（

。
ま
た
、
外
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
交
渉
に
お
い
て
中
国
側
が
こ
だ
わ
っ
た
案
件
の
一
つ
は
、
条
文
に
「
領

土
」
を
盛
り
込
む
主
張
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
領
土
」
の
中
に
、「
宗
主
権
」
で
は
な
く
「
主
権
」
の
含
意
を
自
己
本
位
に
読
み
込
む
こ
と

で
、
改
め
て
「
回
収
」
の
た
め
の
根
拠
と
す
る
た
め
で
あ
る）

157
（

。
前
述
通
り
そ
も
そ
も
チ
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
シ
ム
ラ
条
約
へ
の
正
式
調
印

を
拒
否
し
て
い
る）

158
（

。
外
モ
ン
ゴ
ル
に
対
し
て
は
、
一
九
一
九
年
に
ロ
シ
ア
革
命
の
混
乱
に
乗
じ
て
「
自
治
」
を
一
方
的
に
撤
廃
す
る
「
外
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蒙
撤
治
」
の
行
動
に
出
て
い
る
（
た
だ
し
一
九
二
一
年
に
は
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
が
起
こ
り
、
三
年
後
に
は
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
の
死
を
受

け
て
「
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
」
が
成
立
す
る
。
中
華
民
国
の
承
認
は
一
九
四
六
年
で
あ
る）

159
（

）。

「
回
収
」
の
論
理
を
支
え
た
の
は
、
民
国
期
に
な
っ
て
登
場
す
る
「
失
地
」
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
清
末
に
列
強
の
圧
力
に
よ
っ
て
喪
失

し
て
い
っ
た
「
領
土
」
の
謂
で
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
自
体
が
皇
帝
の
正
統
性
を
貶
め
る
可
能
性
の
あ
っ
た
「
天
下
・
中
国
」
の
言
説
編

制
に
お
い
て
は
肯
定
的
な
意
味
で
存
在
し
得
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
概
念
は
、
特
に
一
九
一
五
年
の
日
本
に
よ
る
対
華
二
一
カ
条
要

求
を
機
に
拡
散
す
る
「
国
恥
」
の
意
識
と
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る）

160
（

。

こ
う
し
た
辺
疆
・
民
族
政
策
に
加
え
て
、
国
内
的
な
「
軍
閥
割
拠
」
や
「
分
裂
」
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
も
一
定
の
留
保
が
必
要
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
複
数
の
政
治
ア
ク
タ
ー
が
主
導
権
争
い
を
繰
り
広
げ
る
一
方
で
、
外
交
の
よ
う
な
対
外
的
な
場
面
に
お
い
て
は
、
ほ
と

ん
ど
の
場
合
、
一
つ
の
「
中
華
民
国
」
を
疑
う
こ
と
な
く
、
そ
の
構
成
員
と
し
て
振
る
舞
い
、「
統
一
」
さ
れ
た
国
家
像
を
演
出
し
た
か
ら

で
あ
る）

161
（

。
こ
れ
は
、
一
方
で
は
、
西
洋
列
強
に
向
か
っ
て
「
文
明
国
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
り
、
実
務
を
担
当
し

た
外
交
官
に
と
っ
て
自
ら
の
目
標
た
る
「
近
代
」
を
目
指
す
も
の
だ
っ
た）

162
（

。
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
は
複
数
の
政
権
が
唯
一
の
「
中
国
」

を
前
提
と
し
て
そ
の
「
正
統
」
に
こ
だ
わ
り
競
い
合
う
姿
で
も
あ
る
。
本
章
前
半
で
述
べ
た
通
り
、
そ
う
し
た
「
天
下
・
中
国
」
の
言
説

編
制
の
土
台
を
生
み
出
し
た
の
は
、
秦
漢
代
以
後
の
「
大
一
統
」
の
視
線
か
ら
「
戦
国
」
と
特
徴
付
け
ら
れ
た
「
分
裂
」
の
時
代
だ
っ
た
。

あ
た
か
も
そ
れ
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
状
況
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

民
国
前
期
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
中
国
の
「
再
統
一
」
を
成
し
遂
げ
る
南
京
国
民
政
府
に
よ
っ
て
、
事
後
的
に
「
北
洋
軍
閥
」
に

よ
る
「
割
拠
」
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
、
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
「
帝
国
主
義
」
へ
の
「
売
国
外
交
」
と
裁
断
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
北
伐
革
命
史
観
と
い
う
べ
き
解
釈
で
あ
る）

163
（

。
も
と
よ
り
「
軍
閥
」
自
体
が
前
時
代
の
「
専
制
」
を
継
承
し
つ
つ
登
場
し
た
新
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し
い
鍵
概
念
だ
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
一
〇
年
代
初
に
日
本
で
生
ま
れ
、
一
九
一
七
年
頃
に
「
軍
人
専
制
」
を
論
ず
る
李
大
釗
の
文
章
を
通

じ
て
中
国
語
圏
に
初
め
て
登
場
し
た）

164
（

。
中
華
民
国
の
出
発
は
、「
専
制
」
の
終
焉
で
は
な
く
、「
軍
閥
」
に
よ
る
そ
の
新
た
な
出
発
と
し
て

再
認
識
さ
れ
る
。
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
て
動
員
さ
れ
る
「
専
制
」
と
「
軍
閥
」、
そ
し
て
後
者
がw

arlord

を
介
し
て
結

び
つ
く
「
封
建
」
と
「
割
拠
」、
さ
ら
に
列
強
の
「
帝
国
」
へ
の
譲
歩
や
共
犯
な
ど
、「
武
力
」
イ
メ
ー
ジ
の
基
礎
の
上
に
、「
文
明
」「
文

化
」
と
の
対
比
が
前
景
化
さ
れ
て
い
く
点
で
あ
る
。

「
文
化
」
の
革
命
と
復
興

「
軍
人
専
制
」
と
「
軍
閥
割
拠
」
を
批
判
す
る
た
め
に
真
っ
先
に
用
い
ら
れ
た
鍵
概
念
が
「
文
化
」
だ
っ
た
。
前
述
通
り
、
進
化
や
文
明

の
も
つ
普
遍
主
義
的
含
意
へ
の
批
判
と
し
て
文
化
を
特
殊
主
義
的
に
用
い
る
例
は
、
革
命
派
の
議
論
の
中
に
先
駆
的
に
見
ら
れ
た
。
し
か

し
、
そ
の
用
例
が
急
増
し
、
文
明
に
匹
敵
す
る
時
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
汎
用
さ
れ
て
い
く
の
は
一
九
一
〇
年
代
後
半
以
降
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
れ
が
単
純
に
文
明
を
代
替
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
文
化
に
は
、
以
前
か
ら
の
「
文
徳
教
化
」
と
「
文
明
進
化
」
と
い
う
二

つ
の
意
味
場
が
複
雑
に
流
れ
込
む
と
と
も
に
、
逆
に
ま
た
文
化
が
従
来
の
文
明
に
意
味
変
化
を
も
た
ら
し
、
両
者
の
混
用
状
況
を
生
み
出

す
こ
と
に
な
る）

165
（

。
こ
う
し
て
、
旧
来
の
意
味
場
の
さ
ら
な
る
展
開
と
し
て
登
場
す
る
の
が
、「
文
化
革
命
」
と
「
文
化
復
興
」
と
い
う
べ
き

競
合
す
る
二
大
潮
流
で
あ
る
。

文
化
は
、
一
足
先
に
前
者
の
文
脈
に
お
い
て
登
場
す
る
。
一
九
一
〇
年
代
後
半
に
起
こ
っ
た
「
新
文
化
運
動
」
で
あ
る
。
そ
の
担
い
手

は
、
革
命
後
の
袁
世
凱
の
皇
帝
即
位
や
そ
の
後
の
地
方
の
軍
人
政
権
の
台
頭
と
い
っ
た
状
況
に
対
し
て
、
初
め
て
「
帝
制
復
活
」
や
「
軍

人
専
制
」、「
軍
閥
割
拠
」
な
ど
と
定
義
付
け
た
当
の
主
体
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
執
拗
に
復
活
し
て
く
る
「
専
制
」
と
「
軍
閥
」
に
対
す
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る
よ
り
抜
本
的
な
否
定
と
改
革
を
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
主
た
る
牽
引
者
は
、
光
緒
新
政
以
来
の
新
式
教
育
や
留
学
を
経
験
し
、
以
前
の

士
大
夫
と
は
一
線
を
画
し
た
新
式
知
識
人
た
る
「
智
識
階
級
」
で
あ
る）

166
（

。
彼
ら
に
と
っ
て
、
一
昔
前
の
文
明
は
、
体
制
構
想
な
ど
主
に
「
政

治
」
改
革
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
国
民
の
意
識
や
精
神
の
構
造
変
革
に
は
及
ば
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
意
味
で
、
梁
啓
超
が
憂

慮
し
た
「
内
な
る
専
制
」
の
克
服
と
い
う
課
題
を
、「
軍
閥
」
の
時
代
に
新
た
に
引
き
受
け
た
運
動
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ）

167
（

。
こ
れ
は
、

以
前
の
「
中
西
文
明
論
」
に
も
増
し
て
、
西
洋
に
対
す
る
落
伍
感
と
国
内
的
な
危
機
感
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
一
九
世
紀
後
半
以
来
、
初

め
て
「
文
徳
」
の
言
説
編
制
を
根
源
か
ら
「
革
命
」
し
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
を
は
ら
ん
で
い
た
。
こ
う
し
て
、
近
代
西
洋
に
範
を
取
っ

た
「
新
文
化
」
を
基
準
と
し
て
、「
旧
文
化
」
と
し
て
の
「
中
国
文
化
」
の
自
己
否
定
と
破
壊
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
文

化
革
命
の
一
旦
は
、
特
に
儒
教
と
「
家
族
専
制
」
の
打
倒
に
向
け
ら
れ
、
さ
ら
に
は
「
文
徳
」
の
要
た
る
漢
字
の
廃
止
論
に
ま
で
徹
底
し

て
い
く）

168
（

。

一
方
、
新
文
化
運
動
の
立
ち
上
げ
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
「
中
国
文
化
」
へ
の
擁
護
論
が
現
れ
る
。
両
者

の
対
立
は
、
特
に
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
二
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
「
東
西
文
化
論
争
」
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
に
な
る）

169
（

。
た
だ
し
、
留

意
す
べ
き
は
、
両
者
の
間
に
議
論
の
前
提
と
な
る
共
通
基
盤
が
存
在
し
た
点
で
あ
る
。
従
来
か
ら
の
「
中
西
」
比
較
文
明
論
の
枠
組
の
踏

襲
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
同
時
代
の
日
本
の
論
壇
と
の
連
鎖
か
ら
「
東
西
」（
東
洋
対
西
洋
）
と
い
う
新
た
な
枠
組
が
付
加
さ
れ
た
も
の
の
、

や
は
り
西
洋
に
対
し
た
際
の
中
国
な
る
自
己
の
精
神
や
意
識
へ
の
関
心
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
西
洋
以
外
の
他
者
に
関
わ
る
対
等

で
相
対
主
義
的
な
差
異
や
自
律
の
問
題
が
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
は
稀
だ
っ
た
。
よ
っ
て
、「
中
国
文
化
」
を
批
判
す
る
新
文
化
運
動
に
お
い

て
も
、
例
え
ば
「
満
洲
文
化
」
や
「
蒙
古
文
化
」
と
い
っ
た
内
な
る
他
者
や
、「
日
本
文
化
」
や
「
朝
鮮
文
化
」
と
い
っ
た
外
在
的
な
他
者

の
文
化
相
対
性
は
主
た
る
関
心
の
対
象
た
り
え
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
例
え
ば
「
い
っ
た
い
日
本
の
文
明
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
…
裸
に
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さ
れ
た
日
本
に
残
る
固
有
の
本
質
は
南
洋
の
蛮
人
な
み
の
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た
認
識
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る）

170
（

。
こ
う
し
た
土
俵
が

共
有
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
は
、
優
劣
の
評
価
が
逆
転
す
る
だ
け
で
、
い
か
に
「
中
国
文
化
」
の
卓
越
性
を
弁
証
し
保
持
す
る
か
と
い
う

議
論
へ
と
す
り
替
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、「
文
化
革
命
」
に
対
す
る
意
図
的
な
反
動
と
し
て
、「
中
国
」
た
る
矜
持
が
、「
文
化
復

興
」
と
い
う
べ
き
相
反
す
る
ベ
ク
ト
ル
を
立
ち
上
げ
る
に
至
る
。
そ
れ
は
以
前
の
「
中
西
文
明
論
」
の
枠
組
に
お
け
る
「
中
国
文
明
」
の

優
越
論
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
、
文
明
と
文
化
の
概
念
的
区
別
は
再
び
曖
昧
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、「
中
国
文
化
」
ま
た
は
「
中
国
文
明
」

の
価
値
と
そ
の
精
神
的
優
位
を
思
索
し
擁
護
す
る
の
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、「
東
西
文
化
論
争
」
が
、「
反
帝
国
主
義
」
の
台
頭
と
い
う
政
治
的
文
脈
の
中
で
展
開
し
て
い
っ
た
事
実
で
あ
る
。
新
文

化
運
動
が
台
頭
し
た
当
初
は
、
従
来
の
文
明
と
関
わ
る
「
政
治
」
的
改
革
か
ら
、
自
ら
の
「
文
化
」
的
改
革
を
意
図
的
に
切
り
離
す
側
面

が
あ
っ
た）

171
（

。
し
か
し
、
主
導
者
の
一
部
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
の
国
際
状
況
の
力
学
の
中
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
一
九
一
九
年
の
五
四
運

動
の
影
響
で
政
治
運
動
へ
と
回
帰
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
文
化
革
命
」
か
ら
「
社
会
革
命
」
へ
の
転
換
で
も
あ
っ
た）

172
（

。
こ
う
し
て
「
反
帝

国
主
義
」
と
い
う
旗
印
を
掲
げ
る
政
治
言
説
が
増
幅
し
た
の
は
、
周
知
の
通
り
当
時
の
一
連
の
国
際
状
況
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な
契
機
と

し
て
、
ま
ず
日
本
の
ア
ジ
ア
主
義
の
中
国
へ
の
影
響
と
そ
れ
に
対
す
る
反
発
が
あ
っ
た）

173
（

。
新
文
化
運
動
の
主
導
者
の
一
人
で
あ
る
前
述
の

李
大
釗
は
、
一
九
一
九
年
二
月
に
「
大
ア
ジ
ア
主
義
と
新
ア
ジ
ア
主
義
」
と
い
う
論
文
を
書
き
批
判
の
先
鋒
と
な
る）

174
（

。
よ
り
直
接
的
に
は
、

連
合
軍
の
側
に
立
っ
て
参
戦
し
た
中
国
側
の
二
つ
の
要
求
が
、
パ
リ
講
和
会
議
に
お
い
て
諸
帝
国
に
無
視
さ
れ
た
事
実
が
存
在
し
た
。
す

な
わ
ち
対
華
二
一
カ
条
要
求
に
よ
っ
て
日
本
へ
と
移
管
さ
れ
た
山
東
の
旧
ド
イ
ツ
権
益
に
対
す
る
返
還
要
求
は
日
本
の
圧
力
に
屈
し
、
ア

ヘ
ン
戦
争
以
来
の
不
平
等
条
約
の
撤
廃
は
議
題
に
も
上
が
ら
な
か
っ
た
件
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
近
代
中
国
の
言
説
編
制
に
お
い
て
、「
反

帝
国
主
義
」
が
そ
の
核
心
を
成
す
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
同
時
代
的
に
頻
用
さ
れ
た
文
化
概
念
も
ま
た
政
治
化
さ
れ
つ
つ
、
も
と
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も
と
政
治
改
革
と
結
び
つ
い
た
文
明
概
念
と
合
流
す
る
の
で
あ
る
。

反
帝
国
主
義
的
文
化
論
の
生
成

―
「
王
道
文
化
」
と
「
中
華
民
族
」

反
帝
国
主
義
的
な
文
明
・
文
化
論
を
理
念
的
に
昇
華
し
、
完
成
さ
せ
る
の
が
孫
文
で
あ
る
。
彼
は
、
自
ら
傍
観
者
と
し
て
経
験
し
た
五

四
運
動
と
そ
の
大
衆
的
昂
揚
に
深
い
衝
撃
を
受
け
、
一
九
一
九
年
に
中
華
革
命
党
を
中
国
国
民
党
へ
と
改
組
し
、
対
内
的
に
大
衆
の
組
織

化
を
目
指
す
と
と
も
に
、
対
外
的
に
反
帝
国
主
義
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
変
化
へ
の
も
う
一
つ
の
刺
激
剤
は
、
一
九
一

七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
と
そ
の
後
の
ソ
連
の
動
向
で
あ
る
。
特
に
パ
リ
講
和
条
約
に
対
す
る
失
望
が
拡
散
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
旧
ロ
シ
ア

の
対
中
国
権
限
を
一
方
的
に
放
棄
す
る
と
謳
っ
た
一
九
一
九
年
の
カ
ラ
ハ
ン
宣
言
が
い
ち
早
く
中
国
へ
伝
わ
っ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き

か
っ
た）

175
（

。
こ
れ
が
、
孫
文
を
含
め
た
中
国
の
知
識
人
や
活
動
家
に
対
し
て
ソ
連
と
そ
の
反
帝
国
主
義
的
な
役
割
へ
の
希
望
を
抱
か
せ
る
。

逆
に
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
側
も
、
中
国
共
産
化
の
一
段
階
と
し
て
、
孫
文
の
中
国
国
民
党
の
役
割
に
注
目
す
る
。
こ
う
し
て
、
一
九
二
一
年

に
創
設
さ
れ
た
中
国
共
産
党
は
そ
の
従
属
的
パ
ー
ト
ナ
ー
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
一
九
二
四
年
に
は
第
一
次
「
国
共
合
作
」
が
実
現
す
る
。

孫
文
死
後
の
一
九
二
五
年
に
は
広
州
で
「
国
民
政
府
」
が
成
立
し
、「
北
洋
軍
閥
」
を
「
討
伐
」
し
て
中
国
の
「
再
統
一
」
を
目
指
す
「
北

伐
」
が
発
動
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
開
始
さ
れ
る
「
国
民
革
命
」
の
主
要
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、「
反
軍
閥
」「
反
封
建
」「
反
帝
国
主
義
」
と

な
っ
た）

176
（

。

こ
う
し
た
一
連
の
動
き
の
中
で
、
孫
文
は
世
界
に
お
け
る
中
国
の
位
置
づ
け
を
再
定
義
す
る
。
複
数
の
「
帝
国
」
に
よ
り
圧
迫
さ
れ
、

よ
っ
て
一
国
に
支
配
さ
れ
る
通
常
の
植
民
地
以
下
と
さ
れ
た
「
次
植
民
地
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
レ
ー
ニ
ン
の
「
半
植
民
地
」
と
い
う
中
国

認
識
を
受
け
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
鋳
直
す
こ
と
で
自
ら
の
革
命
の
足
場
と
し
た
の
で
あ
る）

177
（

。
こ
れ
は
、
以
前
の
「
独
裁
帝
国
」
と
い
う
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「
帝
国
」
側
に
立
っ
た
自
己
定
位
か
ら
の
大
転
換
だ
っ
た
。
孫
文
は
、
こ
う
し
て
開
拓
さ
れ
た
新
た
な
発
話
位
置
か
ら
帝
国
主
義
を
告
発
す

る
言
説
を
生
み
出
し
て
い
く
。
そ
の
鍵
と
な
る
の
が
「
王
道
文
化
」
と
「
中
華
民
族
」
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、
孫
文
の
反
帝
国
言
説
は
、
同
時
代
の
日
本
に
鋭
く
向
け
ら
れ
た
。
有
名
な
一
九
二
四
年
の
大
ア
ジ
ア
主
義
講
演
で
あ
る
。

「
世
界
文
化
の
発
祥
地
」
と
し
て
の
ア
ジ
ア
と
い
う
観
念
か
ら
説
き
起
こ
し
た
当
講
演
で
、
孫
文
は
そ
の
締
め
く
く
り
に
際
し
て
以
下
の
よ

う
に
述
べ
る
。「
我
々
の
称
す
る
大
亜
細
亜
主
義
と
い
う
の
は
即
ち
文
化
の
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
仁
義
道
徳
を
中
心
と
す
る
亜
細
亜

文
明
の
復
興
を
図
り
ま
し
て
、
こ
の
文
明
の
力
を
以
て
彼
等
﹇
欧
米
﹈
を
中
心
と
す
る
﹇
武
力
の
﹈
文
化
に
抵
抗
す
る
の
で
あ
る
」（
括
弧

は
筆
者
、
旧
字
体
改
め）

178
（

）。
こ
の
後
、
当
時
の
日
本
語
新
聞
か
ら
は
意
図
的
に
削
除
さ
れ
た
以
下
の
結
語
が
続
い
た
。「
日
本
民
族
は
、
欧

米
の
覇
道
の
文
化
を
す
で
に
取
り
入
れ
て
お
り
、
ま
た
ア
ジ
ア
の
王
道
文
化
の
本
質
も
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
ち
、
世
界
の
前
途
の

文
化
に
対
し
て
、
西
洋
の
覇
道
の
番
犬
と
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
東
洋
の
王
道
の
干
城
と
な
る
の
か
、
あ
な
た
が
た
日
本
人
が
よ
く
考
え
、

慎
重
に
選
ぶ
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る）

179
（

」。
こ
の
講
演
に
お
い
て
、「
文
明
」
と
「
文
化
」
は
ほ
ぼ
代
替
可
能
な
同
義
語
と
し
て
縦
横
無
尽
に

使
用
さ
れ
て
い
る
。
欧
米
の
覇
道
に
も
文
化
が
当
て
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
意
図
は
ア
ジ
ア
の
王
道
文
化
の
優
位
を
語
る
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
。
こ
こ
に
は
「
中
西
文
明
」
か
ら
「
東
西
文
化
」
に
至
る
比
較
論
に
加
え
て
、
漢
文
脈
の
「
文
武
」
と
い
う
枠
組
が
同
時
に
作
用
し
て

い
る
。
後
者
は
西
洋
語
に
お
い
て
「
文
明
」
そ
し
て
特
に
「
文
化
」
が
「
自
然
」N

atur

に
対
立
す
る
作
為
観
念
と
し
て
析
出
さ
れ
た
の

と
異
な
っ
て
い
る）

180
（

。
そ
う
し
た
「
東
西
」「
文
武
」
の
枠
組
に
基
づ
い
て
、
帝
国
主
義
を
武
力
に
よ
る
「
覇
道
」
と
し
て
批
判
し
、
文
明
・

文
化
的
な
「
王
道
」
の
優
越
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

「
大
ア
ジ
ア
」
の
平
和
を
謳
う
孫
文
の
講
演
は
、
朝
鮮
で
も
注
視
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
朝
鮮
の
問
題
が
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
対
し
て
鋭
い
批
判
が
な
さ
れ
た
点
に
触
れ
て
お
こ
う
。「
孫
氏
の
講
演
は
極
め
て
お
世
辞
っ
ぽ
く
ま
た
不
釣
り
合
い
な
内
容
で
あ
る
。
お
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世
辞
っ
ぽ
い
と
は
三
度
に
も
わ
た
っ
て
日
露
戦
争
を
論
拠
と
し
た
た
め
で
あ
り
、
不
釣
り
合
い
と
は
や
は
り
三
回
も
孔
子
と
王
道
主
義

﹇C
onfucianism

と
英
訳
﹈
の
名
に
訴
え
た
か
ら
で
あ
る
。
過
去
の
日
本
の
栄
光
を
何
度
も
引
き
合
い
に
出
す
一
方
で
、
当
の
栄
光
に
よ

る
犠
牲
者
﹇
朝
鮮
﹈
を
故
意
に
無
視
し
た
。
氏
の
同
情
は
、
エ
ジ
プ
ト
人
、
ア
ラ
ブ
人
、
ト
ル
コ
人
、
ア
フ
ガ
ン
人
、
イ
ン
ド
人
の
間
を

去
来
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
卑
劣
に
も
氏
の
目
と
鼻
の
先
に
あ
る
全
て
の
従
属
民
の
中
で
も
最
も
虐
げ
ら
れ
た
人
々
﹇
朝
鮮
人
﹈
の
手

前
で
突
然
言
及
を
止
め
、
無
言
と
な
り
、
あ
る
い
は
卑
劣
に
も
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
た
の
で
あ
る
。
自
ら
の
身
の
回
り
を
軽
ん
ず
る
の
は

孫
氏
の
よ
う
な
お
偉
方
に
つ
き
も
の
に
せ
よ
、
こ
れ
は
羨
む
べ
き
大
ア
ジ
ア
計
画
そ
の
も
の
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
著
名
な
そ
の
主
唱
者

自
身
を
も
台
無
し
に
す
る
深
刻
か
つ
許
し
が
た
い
大
失
策
で
あ
る）

181
（

」。
こ
う
し
た
批
判
の
矛
先
は
「
王
道
主
義
」
そ
の
も
の
に
も
向
け
ら
れ

た
。「
王
道
主
義
を
提
唱
す
る
仕
事
は
、
氏
以
外
の
者
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
容
易
に
想
像
で
き
る
如
く
、
今

後
の
氏
の
歩
み
は
、
王
道
主
義
に
つ
い
て
説
教
す
る
資
格
が
な
い
こ
と
を
自
ら
示
し
て
い
る
。
氏
と
王
道
主
義
は
ま
っ
た
く
折
り
合
わ
な

い
。
氏
が
そ
れ
﹇
王
道
主
義
﹈
を
貶
め
る
か
、
氏
が
逆
に
貶
め
ら
れ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る）

182
（

。」

こ
う
し
た
朝
鮮
側
の
強
烈
な
拒
否
反
応
を
引
き
起
こ
し
た
一
因
は
、
孫
文
が
「
王
道
文
化
」
論
に
帝
国
主
義
批
判
を
織
り
込
む
に
あ
た

り
、「
文
徳
教
化
」
の
言
説
編
制
を
よ
り
純
化
さ
れ
た
形
で
呼
び
戻
し
つ
つ
「
文
明
」「
文
化
」
概
念
の
中
へ
と
上
書
き
し
、「
四
夷
」
の
能

動
的
服
従
と
い
う
例
の
「
天
下
・
中
国
」
論
理
の
残
響
を
前
景
化
さ
せ
た
点
に
あ
る
。
加
え
て
そ
れ
は
二
〇
世
紀
初
頭
以
来
の
「
文
明
進

化
」
と
い
う
観
念
と
新
た
に
習
合
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
て
古
来
か
ら
の
「
中
国
」
の
歴
史
が
「
文
明
」「
文
化
」
の
近
代
概
念
を
も
っ
て

語
り
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
孫
文
は
、
一
九
二
七
年
か
ら
の
南
京
国
民
政
府
期
に
正
典
化
さ
れ
る
『
三
民
主
義
』（
一
九
二
四
年
）
の
中
で
、
中
国
人
が

「
世
界
で
最
も
優
秀
な
民
族
」「
非
常
に
文
明
的
な
民
族
」
で
あ
る
と
確
認
し
た
上
で
、
明
代
に
「
南
洋
の
小
国
た
ち
が
進
貢
に
や
っ
て
来
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て
中
国
へ
の
帰
化
を
願
っ
た
が
、
そ
れ
は
彼
等
が
中
国
の
文
化
を
慕
い
、
す
す
ん
で
帰
順
を
願
っ
た
の
で
あ
り
、
中
国
が
武
力
で
彼
ら
を

圧
迫
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
語
る）

183
（

。
そ
の
「
南
洋
」
に
つ
い
て
、
孫
文
は
他
の
箇
所
で
、
ア
フ
リ
カ
と
並
列
し
つ
つ
、「
衣
服
ま
と
わ

ぬ
」「
野
蛮
人
」「
土
人
生
番
」
の
住
む
場
所
と
解
説
し
、
外
国
人
が
中
国
人
を
彼
ら
と
同
様
に
み
な
し
て
い
る
と
非
難
す
る）

184
（

。
こ
こ
に
現

れ
て
い
る
の
は
、
人
種
主
義
の
眼
差
し
が
自
己
に
向
け
ら
れ
た
場
合
に
は
異
議
申
し
立
て
を
行
う
が
、
劣
位
の
他
者
に
対
し
て
は
同
様
の

眼
差
し
を
平
気
で
向
け
る
と
い
う
差
別
の
連
鎖
で
あ
る）

185
（

。
さ
ら
に
、
彼
は
こ
こ
に
進
化
論
の
枠
組
を
援
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
然
淘

汰
」natural selection
に
基
づ
く
「
天
然
力
」「
自
然
力
」
と
い
っ
た
概
念
を
、「
政
治
力
」「
経
済
力
」
に
対
比
さ
せ
、「
文
明
」「
文
化
」

と
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
る
こ
と
で
「
文
明
進
化
」
論
と
い
う
べ
き
思
想
を
披
瀝
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
天
子
」
と
そ
の
「
文
徳
」
の

「
四
夷
」
に
対
す
る
自
発
的
「
帰
順
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
、「
文
明
」「
文
化
」
的
包
容
力
・
求
心
力
と
し
て
翻
訳
・
変
換
し
た
上
で
、
さ

ら
に
「
天
然
」「
自
然
」
の
科
学
的
帰
結
の
如
く
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
文
化
」
と
「
自
然
」
は
対
立
項
を
な
さ
な
い
。
こ
う
し
て

文
字
通
り
「
文
明
教
化
」
や
「
文
明
進
化
」
と
い
っ
た
概
念
が
テ
キ
ス
ト
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
（
一
方
で
日
本
風
の
「
文
明
開
化
」

は
避
け
ら
れ
て
い
る
が
「
開
化
」
は
登
場
す
る）

186
（

）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
「
反
帝
国
主
義
」
の
「
革
命
」
的
思
想
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
孫
文
の
「
王
道
文
化
」
論
は
、
本
人
自
身
が
直
に
経
験
し
て
き
た
文
明
・
文
化
を
め
ぐ
る
既
往
の
主
た
る
意
味
場

―
古
典
的
な
「
文
徳
教
化
」
か
ら
日
清
戦
争
以
来
の
「
文
明
進
化
」、
さ
ら
に
反
帝
国
主
義
の
「
文
化
革
命
」
か
ら
伝
統
中
国
の
「
文
化

復
興
」
ま
で

―
を
総
括
す
る
よ
う
な
言
説
編
制
の
誕
生
を
告
げ
る
こ
と
に
な
る
。

『
三
民
主
義
』
に
お
い
て
「
王
道
文
化
」
と
並
ん
で
重
要
な
概
念
が
「
中
華
民
族
」
で
あ
る
。
前
述
通
り
、
孫
文
は
建
国
直
後
に
「
五
族

共
和
」
を
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
表
向
き
の
立
場
は
後
に
撤
回
さ
れ
、
む
し
ろ
「
軍
閥
割
拠
」
と
「
民
族
自
治
」
に
よ
っ
て
中

国
の
「
四
分
五
裂
」
を
誘
発
し
た
不
吉
で
劣
悪
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
さ
れ
た
。「
分
裂
」
を
招
い
た
か
ど
で
政
権
の
正
統
性
を
問
う
と
い
う
発
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想
は
、「
分
」
に
対
し
て
「
合
」
を
当
為
と
す
る
古
典
的
な
「
中
国
」「
中
華
」
論
理
の
定
石
で
あ
る
。
彼
が
明
確
に
「
五
族
共
和
」
を
否

定
し
、
代
わ
り
に
「
中
華
民
族
」
論
を
打
ち
出
し
た
の
は
、
五
四
運
動
の
衝
撃
を
受
け
た
一
九
一
九
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
全

国
的
な
運
動
の
展
開
の
中
に
「
中
華
民
族
」
と
呼
ぶ
べ
き
共
同
体
が
創
生
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
実
感
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
『
三
民
主
義
』

に
お
い
て
「
国
族
」
な
る
影
響
力
あ
る
別
名
を
与
え
る
こ
と
に
な
る）

187
（

。

留
意
す
べ
き
は
、
彼
が
打
ち
出
し
た
の
が
、
か
つ
て
の
排
他
的
な
革
命
派
の
構
想
で
は
な
く
、
む
し
ろ
変
法
派
の
構
想
に
近
い
包
摂
的

な
「
中
華
民
族
」
論
で
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。
手
本
は
、
梁
啓
超
と
同
じ
く
「
ア
メ
リ
カ
民
族
」
で
あ
り
、
そ
の
「
民
族
融
合
論
」
だ
っ

た）
188
（

。
こ
う
し
た
変
化
は
、
孫
文
の
構
想
が
、
か
つ
て
の
変
法
派
の
「
中
華
帝
国
」
論
へ
と
大
き
く
傾
斜
し
た
こ
と
を
示
す
。
た
だ
し
、「
反

帝
国
主
義
」
を
打
ち
出
し
て
い
る
以
上
、「
中
華
帝
国
」
は
既
に
否
定
的
概
念
で
あ
っ
て
言
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

実
質
的
に
「
中
華
帝
国
」
を
語
り
な
が
ら
同
時
に
そ
れ
を
否
認
す
る
論
理
は
、
一
九
二
四
年
に
国
民
革
命
が
出
帆
し
て
か
ら
新
た
に
浮

上
す
る
概
念
装
置
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
。「
弱
小
民
族
」
の
「
自
決
権
・
自
治
権
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
孫
文
が
「
反
帝
国
主
義
」
の
民

族
主
義
を
初
め
て
提
唱
し
た
い
わ
ゆ
る
「
中
国
国
民
党
第
一
次
全
国
大
会
宣
言
」
時
期
に
提
唱
さ
れ
た）

189
（

。
そ
れ
は
、「
同
化
」
論
か
ら
「
平

等
」
論
へ
の
力
点
の
移
行
を
告
げ
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
一
見
「
脱
帝
国
化
」
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同

時
期
に
依
存
を
深
め
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
意
向
を
受
け
て
、
そ
の
民
族
論
の
一
部
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
人
と
し
て
は
不
本

意
な
も
の
だ
っ
た）

190
（

。

孫
文
の
中
で
は
、
む
し
ろ
「
同
化
」
と
「
平
等
」
が
固
く
等
号
で
結
ば
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
革
命
派
に
お
い
て
「
同
化
論
」
へ
の
移

行
が
な
さ
れ
た
時
か
ら
す
で
に
見
ら
れ
た
。
孫
文
の
議
論
に
特
徴
的
な
の
は
、「
同
化
」「
平
等
」
理
念
の
実
質
的
な
同
一
視
を
新
た
に
媒

介
し
た
の
が
「
文
化
」
の
論
理
で
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
王
道
文
化
」
論
に
見
ら
れ
た
通
り
、
ま
ず
一
義
的
に
「
文
徳
教
化
」
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の
縮
約
形
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
。
こ
の
点
が
、「
文
明
進
化
」
の
ベ
ク
ト
ル
を
強
く
持
っ
た
梁
啓
超
の
「
中
華
帝
国
」
論
と
孫
文
の

そ
れ
と
の
分
岐
点
と
な
る
。
孫
文
に
と
っ
て
の
「
同
化
」
の
基
礎
は
、「
王
道
」
に
よ
る
「
中
国
」
へ
の
「
四
夷
」
の
「
化
」
で
あ
る
。
孫

文
の
中
国
が
共
和
制
だ
が
実
際
に
は
中
華
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
と
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
る）

191
（

。

し
か
し
、
そ
れ
は
歴
史
的
な
「
文
徳
教
化
」
の
単
純
な
再
現
で
は
な
い
。
古
典
的
な
意
味
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
他
者
の
差
異
を
消
滅
さ

せ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
同
化
」
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
相
手
を
手
懐
け
る
「
馴
化
」
や
「
帰
順
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
。
そ
こ
に
他

者
の
差
異
へ
の
配
慮
は
不
在
だ
が
、
そ
れ
が
逆
に
「
同
文
異
義
」
の
緩
や
か
な
秩
序
調
整
を
担
保
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
孫
文
の

「
同
化
」
は
、
生
活
様
式
の
一
般
を
含
む
近
代
的
な
意
味
合
い
の
「
文
化
」
的
「
同
化
」
の
意
味
合
い
を
強
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ

に
は
「
国
民
」
原
理
が
介
在
し
て
お
り
、
よ
っ
て
均
質
な
国
民
＝
国
族
作
り
を
当
為
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
通
り
、
孫
文
の
「
文

化
」
に
は
、
こ
う
し
た
「
文
明
進
化
」
の
論
理
も
ま
た
混
入
し
て
い
る）

192
（

。
こ
う
し
た
「
国
民
」
論
理
と
の
習
合
に
よ
る
「
文
徳
教
化
」
論

理
の
変
化
の
一
端
は
、「
同
文
」
か
ら
「
同
音
」
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
口
頭
に
よ
る
意
思
疎
通
の
次
元
を
含
む
「
国
語
」
教
育
の
方
針
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
孫
文
の
意
向
を
継
い
だ
国
民
政
府
の
民
族
政
策
に
お
い
て
、「
弱
小
民
族
」
に
対
す
る
国
語
に
よ
る
同
化
政

策
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る）

193
（

。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
同
化
」
を
通
じ
て
作
ら
れ
る
均
質
な
「
国
民
」
と
し
て
の
「
中
華
民
族
」
は
、
も

ち
ろ
ん
な
が
ら
中
華
民
国
に
お
い
て
「
平
等
」
で
あ
る
こ
と
が
建
前
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
孫
文
の
王
道
文
化
と
中
華
民
族
の
言
説
編
制
に

お
い
て
、
文
化
と
同
化
、
平
等
は
論
理
的
に
何
ら
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
な
く
統
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

国
民
主
権
を
語
る
以
上
、
彼
の
構
想
は
「
中
華
民
国
」
の
枠
組
で
表
明
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
特
に
「
内
な
る
他
者
」
の
民
族
的
、

文
化
的
尊
厳
を
軽
視
す
る
視
線
に
お
い
て
「
帝
国
」
性
を
強
く
帯
び
て
い
る
。
自
己
に
深
く
宿
る
「
帝
国
」
性
は
、
古
典
的
な
「
中
国
」

の
「
王
道
文
化
」
の
土
台
の
上
に
、「
国
民
」
の
均
質
性
を
領
土
全
体
へ
と
「
平
等
」
に
引
き
伸
ば
す
と
い
う
延
長
論
理
に
よ
っ
て
不
可
視
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と
な
る
。「
中
国
」
に
よ
る
「
帝
国
」
の
否
定
と
超
克
を
語
る
反
帝
国
主
義
的
文
化
論
の
完
成
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
華
民
国
の
「
脱
帝
国

化
」
の
未
完
を
宣
告
す
る
言
説
編
制
の
生
成
で
も
あ
っ
た
。

「
北
伐
」
完
成
後
の
文
化
・
同
化
・
平
等

本
節
の
最
後
に
、
孫
文
流
の
反
帝
国
的
「
中
華
帝
国
」
構
想
が
徐
々
に
実
行
に
移
さ
れ
る
国
民
政
府
期
を
簡
単
に
見
て
お
く
。
孫
文
亡

き
後
、
一
九
二
七
年
に
成
立
し
、
翌
年
「
北
伐
」
を
成
し
遂
げ
た
南
京
国
民
政
府
は
、
民
国
建
国
後
に
辺
疆
・
民
族
政
策
に
力
を
入
れ
た

初
め
て
の
政
権
だ
っ
た）

194
（

。
そ
の
民
族
論
は
、
民
国
前
期
の
「
五
族
共
和
」
論
か
ら
「
中
華
民
族
」
論
へ
と
軸
足
を
移
し
て
い
た
。
孫
文
の

意
向
を
継
ぎ
、「
五
色
旗
」
を
廃
し
て
「
青
天
白
日
旗
」
へ
と
国
旗
を
変
え
た
の
は
そ
の
象
徴
で
あ
る）

195
（

。
同
年
か
ら
の
「
訓
政
」
開
始
に
伴

い
、
同
化
の
理
念
が
政
策
化
さ
れ
て
い
っ
た）

196
（

。

孫
文
の
継
承
者
を
謳
う
蒋
介
石
率
い
る
国
民
政
府
は
、「
総
理
」
の
神
格
化
を
進
め
た
。
そ
れ
は
後
に
「
中
華
民
国
国
父
」
と
い
う
呼
称

へ
と
結
実
す
る
（
一
九
四
〇
年
四
月
）。
そ
れ
と
同
時
に
必
要
に
応
じ
て
孫
文
の
議
論
の
修
正
や
改
変
を
行
っ
て
い
く
。

修
正
の
一
つ
が
、
上
述
の
孫
文
の
大
ア
ジ
ア
主
義
講
演
に
お
け
る
冊
封
・
朝
貢
に
関
す
る
肯
定
論
で
あ
る）

197
（

。
孫
文
の
「
三
民
主
義
」
は

改
訂
と
修
正
を
加
え
た
上
で
国
家
宗
教
の
聖
典
と
し
て
神
聖
化
さ
れ
る
が
、
大
ア
ジ
ア
主
義
に
つ
い
て
も
三
民
主
義
の
下
に
再
定
位
さ

れ
、
孫
文
流
の
冊
封
肯
定
論
が
国
民
党
に
よ
る
公
的
言
説
の
主
流
を
占
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
代
わ
り
に
表
向
き
重
視
さ
れ
た
の
が
、
李

大
釗
が
提
唱
し
た
よ
う
な
非
侵
略
的
「
新
ア
ジ
ア
主
義
」
の
路
線
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
ア
ジ
ア
主
義
と
い
う
べ
き
言
説
は
、
非

公
式
な
空
間
、
あ
る
い
は
時
に
公
的
な
空
間
に
お
い
て
も
根
強
く
残
存
し
た
。

帝
国
性
に
関
わ
る
こ
う
し
た
二
面
性
は
、
同
時
期
の
民
族
論
に
も
現
れ
る
。
大
ア
ジ
ア
主
義
に
相
応
す
る
よ
う
な
「
帝
国
」
的
な
傾
向
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性
は
、
む
し
ろ
自
己
の
内
な
る
「
弱
小
民
族
」
に
関
わ
る
議
論
に
お
い
て
強
く
露
呈
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
孫
文
の
論
理
を
発
展
的
に
継

承
し
つ
つ
必
要
に
応
じ
て
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
一
九
二
四
年
に
提
唱
さ
れ
た
「
弱
小
民
族
の
自
決
権
・
自
治
権
」
は
、
一

九
二
六
年
の
国
民
党
の
「
第
二
次
全
国
代
表
大
会
宣
言
」
以
降
、
影
を
潜
め
た
。
こ
こ
に
は
、
一
九
二
四
年
の
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の

成
立
や
、
内
モ
ン
ゴ
ル
で
の
人
民
革
命
党
の
自
治
運
動
な
ど
、
こ
う
し
た
動
き
を
誘
発
し
続
け
る
ソ
連
の
存
在
が
、
中
国
の
主
権
を
脅
か

す
「
帝
国
」
と
し
て
再
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
が
あ
る）

198
（

。
続
い
て
一
九
二
九
年
、
前
年
の
「
訓
政
」
開
始
を
受
け
た
「
第
三
次
全
国
代

表
大
会
宣
言
」
に
お
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
新
疆
に
対
し
て
「
文
明
進
歩
の
域
へ
と
同
進
し
、
自
由
統
一
の
中
華
民
国
の
造
成

を
期
す
」
と
い
う
表
現
で
同
化
論
の
概
念
武
装
が
行
わ
れ
る）

199
（

。
同
じ
頃
、
蒋
介
石
は
、「
国
族
」
と
し
て
の
「
中
華
民
族
」
に
対
し
て
、
改

め
て
「
黄
帝
」
を
持
ち
出
し
、「
漢
族
」
で
は
な
く
「
国
族
」
の
共
通
の
先
祖
と
し
て
奉
ず
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
国
民
党
が
固
執
し
た
孫
文
に
よ
る
種
族
論
的
な
民
族
理
解
、
す
な
わ
ち
共
通
の
血
統
を
軸
に
生
活
、
言
語
、
宗
教
、
風
俗
習
慣

な
ど
を
同
じ
く
す
る
共
同
体
と
い
う
定
義
に
対
し
て
は
、
当
時
の
学
術
的
な
言
論
空
間
に
お
い
て
、
理
論
的
前
提
を
異
に
し
な
が
ら
結
果

的
に
そ
れ
を
補
強
す
る
こ
と
に
な
る
重
要
な
議
論
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
反
帝
国
主
義
」、
特
に
「
抗
日
」
と
い
う
意
識
や
情
緒

を
共
有
す
る
も
の
が
「
中
華
民
族
」
で
あ
り
、「
国
族
」
で
あ
る
と
い
う
論
点
で
あ
る）

200
（

。
こ
れ
は
、
既
往
の
種
族
的
民
族
論
か
ら
訣
別
し
、

「
種
族
」
と
「
民
族
」
と
の
間
に
概
念
的
な
区
別
を
導
入
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
種
族
」
は
、
西
洋
で
し
ば
し
ば
自
己
本
位
の
「
優
劣
」
に

基
づ
き
「
差
別
」
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
疑
似
科
学
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
「
民
族
」
と
は
所
属
の
意
識
や
共
通

の
情
緒
を
要
諦
と
す
る
運
命
共
同
体
で
あ
る
と
い
っ
た
観
点
で
あ
る）

201
（

。
そ
れ
は
、
血
縁
的
に
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
の
「
中
華
民
族
」
を
認
め

る
視
点
と
な
る
。

も
う
一
点
触
れ
る
べ
き
は
、
特
に
一
九
三
〇
年
代
の
人
類
学
・
民
族
学
の
領
域
で
、「
同
化
」
を
正
当
化
す
る
今
一
つ
の
鍵
概
念
が
登
場
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し
た
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
解
放
」
で
あ
る）

202
（

。
そ
こ
に
は
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
か
の
進
化
論
に
並
ぶ
普
遍
的
理
論
の
位
置
を
獲

得
し
て
い
く
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
潮
が
流
れ
込
ん
で
い
る
。「
解
放
」
の
論
理
が
政
策
の
実
務
レ
ベ
ル
を
明
確
に
彩
る
よ
う
に
な
る
の
は
も

う
少
し
先
だ
が
、「
平
等
と
科
学
の
精
神
」
の
名
の
下
、
周
辺
民
族
の
「
解
放
」「
同
化
」「
開
発
」
と
い
っ
た
観
念
が
何
ら
矛
盾
す
る
こ
と

な
く
同
時
に
並
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
は
重
要
で
あ
る）

203
（

。

一
九
三
七
年
以
降
の
日
本
の
大
陸
侵
略
の
激
化
と
一
九
三
八
年
の
「
東
亜
新
秩
序
」
に
関
す
る
近
衛
声
明
は
、
国
民
党
の
激
し
い
拒
否

反
応
を
招
き
、
反
帝
国
主
義
と
抗
日
意
識
を
共
有
す
る
運
命
共
同
体
と
い
う
観
点
を
国
民
党
の
種
族
的
民
族
論
へ
と
接
ぎ
木
す
る
契
機
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
、「
中
華
民
族
」
の
み
を
「
民
族
」
と
し
て
、
そ
れ
以
外
は
「
宗
族
」
や
「
支
系
」
と
い
っ
た
位
置
づ
け
に
再
編
す

る
こ
と
で
、
孫
文
の
議
論
に
も
見
ら
れ
た
大
小
二
種
類
の
「
民
族
」
を
解
消
し
、
よ
っ
て
「
民
族
分
裂
」
の
可
能
性
自
体
を
封
じ
る
方
向

に
展
開
し
て
い
く）

204
（

。

こ
う
い
っ
た
前
提
の
も
と
、
抗
日
戦
争
期
に
は
、
か
の
有
名
な
蒋
介
石
（『
中
国
之
命
運
』
一
九
四
三
年
）
の
文
化
・
同
化
論
が
展
開
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。「
わ
が
中
華
民
族
は
多
数
の
宗
族
が
融
和
し
て
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
中
華
民
族
に
融
和
し
た
宗
族
は
こ
こ
ま
で
増
え

て
き
た
が
、
融
和
の
動
力
は
文
化
で
あ
っ
て
武
力
で
は
な
く
、
融
和
の
方
法
は
同
化
で
あ
っ
て
征
服
で
は
な
い
」。
こ
う
説
い
た
後
、「
三

千
年
」
に
わ
た
る
「
同
一
血
統
」
の
「
中
華
民
族
」
の
形
成
史
を
披
瀝
す
る）

205
（

。
そ
の
議
論
は
、
孫
文
が
明
確
化
し
た
「
文
化
」「
同
化
」「
平

等
」
の
等
価
論
を
完
璧
に
継
承
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
そ
う
し
た
価
値
を
体
現
し
た
「
中
国
」
が
、
人
種
・
民
族
差
別
に
彩
ら
れ
た
「
帝

国
」
と
対
峙
す
る
と
い
う
形
で
、
か
の
「
中
西
文
化
」
対
決
の
構
図
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
梁
啓
超
が
一
〇
年
、
二

〇
年
後
と
予
期
し
た
「
民
族
帝
国
」
と
し
て
の
「
中
華
帝
国
」
の
相
貌
が
、
こ
こ
に
思
慕
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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◆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◆　
　
　

こ
こ
ま
で
二
つ
の
章
を
通
じ
て
「
国
民
帝
国
」
と
「
中
華
帝
国
」
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
最
後
に
、
静
態
的
な
類
型
論
的
比
較
が
そ

の
目
的
で
は
な
い
点
を
改
め
て
確
認
し
て
お
く
。
両
者
と
も
に
歴
史
的
・
動
態
的
な
構
成
物
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
特
に
後
者
が
国
民
国

家
の
帝
国
編
制
た
る
前
者
と
歴
史
的
な
「
中
国
」
と
の
遭
遇
の
中
で
形
成
さ
れ
た
「
近
代
」
の
産
物
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。「
中
華

帝
国
」
は
第
二
章
前
半
で
述
べ
た
「
中
国
」
の
単
な
る
延
長
で
は
な
い
。
よ
っ
て
「
中
国
」
を
二
〇
世
紀
に
ま
で
敷
衍
し
て
非
・
超
歴
史

的
に
「
帝
国
」
と
安
易
に
比
較
し
て
し
ま
う
な
ら
、「
中
国
」
と
「
帝
国
」
の
複
雑
な
相
互
作
用
の
歴
史
性
を
捨
象
し
て
し
ま
う
。
第
二
章

後
半
は
、
そ
う
し
た
歴
史
性
自
体
の
掘
り
起
こ
し
に
当
て
ら
れ
た
。
も
と
よ
り
「
中
西
」
や
「
東
西
」
の
比
較
と
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
か

ら
中
国
の
知
識
人
が
取
り
憑
か
れ
て
き
た
重
要
課
題
で
あ
り
、
そ
の
翻
訳
と
取
捨
選
択
の
営
為
を
通
じ
て
、「
中
華
帝
国
」
と
呼
ぶ
べ
き
言

説
編
制
が
編
み
出
さ
れ
、
鋳
直
さ
れ
、
最
終
的
に
国
号
と
し
て
は
否
定
さ
れ
つ
つ
も
、
理
念
的
に
は
む
し
ろ
純
化
さ
れ
て
、「
不
可
避
の
自

己
」
と
し
て
限
定
的
な
が
ら
実
体
化
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
「
中
華
帝
国
」
が
「
伝
統
」
と
何
ら
関
わ
り

を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
無
論
な
い
。「
中
西
」
の
附
会
と
比
較
と
い
う
方
法
を
通
じ
て
、「
中
国
」
の
古
典
的
言
説
編
制
が
繰
り
返

し
参
照
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
、
選
別
さ
れ
、
流
用
さ
れ
て
、
そ
の
輪
郭
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。「
国
民
帝
国
」
と
「
中
華

帝
国
」
の
比
較
を
分
析
的
に
有
効
な
も
の
と
す
る
に
は
、
こ
う
し
た
相
互
作
用
の
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
、
連
続
性
と
断
続
性
、
近
代
性

と
伝
統
性
の
両
方
を
踏
ま
え
る
作
業
が
不
可
欠
と
な
る
。

「
中
華
帝
国
」
は
、「
日
本
帝
国
」
に
と
っ
て
、
相
互
作
用
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
同
時
代
の
存
在
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
後
者
も
ま

た
自
ら
「
中
国
」
の
過
去
を
再
発
掘
、
再
構
築
す
る
作
業
を
行
い
、
そ
の
営
為
が
再
び
同
時
代
の
中
国
と
の
連
環
を
な
す
と
い
う
歴
史
的

文
脈
に
置
か
れ
た
。「
日
本
帝
国
」
の
近
代
は
、
一
面
に
お
い
て
、
真
正
な
る
「
中
華
帝
国
」（
あ
る
い
は
「
東
洋
帝
国
」）
と
し
て
自
己
定
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位
し
よ
う
と
し
た
歴
史
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
日
中
の
近
代
史
は
、「
中
華
帝
国
」
建
設
の
競
争
で
も
あ
っ
た
。
い
よ
い
よ
次

章
で
は
、「
国
民
帝
国
」
と
「
中
華
帝
国
」
の
言
説
編
制
の
磁
場
の
中
に
置
か
れ
た
「
日
本
帝
国
」
と
そ
の
文
明
・
文
化
論
の
構
成
を
み
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

1　

前
号
の
予
告
で
は
、
第
一
部
の
後
半
、
す
な
わ
ち
第
二
章
後
半
と
第
三
章
を
掲
載
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
第
二
章
後
半
の
み
の
掲
載
に
変
更
し
た
。

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
の
近
世
・
近
代
中
国
を
論
じ
た
当
該
部
分
が
、
か
な
り
大
胆
な
解
釈
枠
組
の
提
案
を
試
み
て
お
り
、
そ
の
込
み

入
っ
た
論
証
の
た
め
に
規
定
の
分
量
に
達
し
た
こ
と
に
よ
る
。
記
し
て
了
承
を
お
願
い
し
た
い
。
本
稿
は
台
湾
の
行
政
院
国
家
科
学
委
員
会
の
個
人

研
究
助
成
テ
ー
マ
「
寫
音
現
代
性
與
東
亞
音
樂
史
（
一
）」（M

O
ST

106-2410-H
-002-138-M

Y
2

）
の
成
果
の
一
部
を
な
す
。

2　

佐
藤
慎
一
「
文
明
と
万
国
公
法
」『
近
代
中
国
の
知
識
人
と
文
明
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
﹇
一
九
七
七
年
﹈、
五
三
頁
。

3　

戚
其
章
「
従
〝
中
本
西
末
〞
到
〝
中
体
西
用
〞」『
中
国
社
会
科
学
』
第
一
期
、
一
九
九
五
年
、
一
八
六
〜
一
九
八
頁
。

4　

手
代
木
有
兒
『
清
末
中
国
の
西
洋
体
験
と
文
明
観
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
。

5　
「
民
国
期
」
は
、
中
国
史
研
究
で
汎
用
さ
れ
る
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
四
九
年
の
期
間
に
従
う
。
こ
の
時
代
区
分
が
は
ら
む
「
断
代
史
」
的
含
意
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
川
島
真
『
中
国
近
代
外
交
の
形
成
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
五
四
九
頁
の
注
１

参
照
。

6　

た
だ
し
、
前
者
に
つ
い
て
も
「
国
民
国
家
」
概
念
の
使
用
を
留
保
し
た
研
究
も
あ
る
。
こ
の
点
は
再
度
触
れ
る
。
後
者
の
連
鎖
の
視
座
は
、
茂
木

敏
夫
「
国
民
国
家
の
建
設
と
内
国
植
民
地

―
中
国
辺
疆
の
『
解
放
』」（
宮
嶋
博
史
・
李
成
市
・
尹
海
東
・
林
志
弦
編
『
植
民
地
近
代
の
視
座

―

朝
鮮
と
日
本
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
七
八
〜
八
四
頁
参
照
。

7　

岡
本
隆
司
「『
領
土
』
概
念
の
形
成
」『
中
国
の
誕
生

―
東
ア
ジ
ア
の
近
代
外
交
と
国
家
形
成
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
三
一
八
〜

三
五
二
頁
。
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8　

茂
木
敏
夫
の
い
う
「
二
重
の
再
編
」
の
過
程
に
近
い
が
（
前
掲
「
国
民
国
家
の
建
設
と
内
国
植
民
地
」
八
一
〜
八
二
頁
）、
本
稿
で
は
国
民
国
家
の

枠
組
を
前
提
に
し
な
い
視
座
に
お
い
て
異
な
る
。

9　

連
鎖
視
座
に
つ
い
て
は
山
室
信
一
前
掲
『
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア

―
基
軸
・
連
鎖
・
投
企
』、
茂
木
敏
夫
同
上
七
八
〜
八
四
頁
。

10　

佐
藤
慎
一
「
一
つ
の
帝
国
か
ら
三
つ
の
帝
国
へ
」、
吉
田
忠
（
研
究
代
表
）『
一
九
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
秩
序
観
の
比
較
研
究
』
国
際
高

等
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
、
三
七
〜
六
〇
頁
。

11　

欧
立
德
（M

ark E
lliot

）「
伝
統
中
国
是
一
個
帝
国
嗎
？
」『
読
書
』
第
１

期
、
二
〇
一
四
年
。
元
来
中
国
語
で
口
頭
発
表
さ
れ
たE

lliot

の
議
論
に

対
す
る
中
国
語
圏
の
反
応
の
一
端
は
、
葛
兆
光
『
歷
史
中
國
的
內
與
外

―
有
關
「
中
國
」
與
「
周
邊
」
概
念
的
再
澄
清
』（
香
港
中
文
大
學
、
二
〇

一
七
年
）
一
一
一
〜
一
二
一
頁
参
照
。
そ
こ
で
は
、「
帝
国
」
の
他
称
が
も
っ
と
古
く
に
遡
る
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
外
れ
の
反
駁

―
す
な
わ
ち
「
帝
国

性
」
の
古
さ
を
誇
示
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
自
己
撞
着

―
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、E

lliot

に
よ
る
と
、
現
在
の
と
こ
ろ

明
清
交
替
以
後
の
最
初
の
文
献
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士M

artino M
artini

が
ラ
テ
ン
語
で
書
い
たD

e bello T
artarico

（『
韃
靼
戦
記
』
一
六
五
四
年
）

で
あ
る
。
副
題
に
「
中
華
帝
国
」
を
用
い
た
同
書
は
、
十
年
内
に
ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
諸
語
に
翻

訳
さ
れ
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
。
こ
こ
でE

lliot
は
、em

pire

が
「
天
下
」
や
「
中
華
」
の
翻
訳
で
は
な
く
、
主
に
オ
ス
マ
ン
、
ム
ガ
ー
ル
、
ロ

シ
ア
な
ど

―
今
に
い
う
「
世
界
帝
国
」
や
「
大
陸
帝
国
」

―
と
一
括
り
の
分
類
だ
っ
た
と
す
る
が
（
三
四
頁
）、
一
六
五
四
年
の
英
語
版
同
書
タ

イ
ト
ル
は
、B

ellum
 T

artaricum
, or the conquest of the great and m

ost renow
ned E

m
pire of C

hina by the invasion of the T
artars, w

ho in 

these seven years, have w
holly subdued that vast E

m
pire

で
あ
り
、「
大
明
帝
国
」
を
マ
ン
ジ
ュ
人
が
征
服
し
た
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ

り
精
緻
な
実
証
研
究
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

12　

ロ
ー
マ
史
家
の
吉
村
忠
典
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
『
帝
国
』
の
定
義
を
設
け
て
、
ロ
ー
マ
も
秦
漢
も
オ
ス
マ

ン
も
『
こ
の
定
義
に
合
致
す
る
』
か
ら
『
帝
国
』
で
あ
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
が
エ
ン
パ
イ
ア
『
で
あ
っ
た
』
の
で
あ
り
、
秦
漢

や
オ
ス
マ
ン
は
西
欧
人
の
目
か
ら
見
て
こ
れ
に
似
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
『
エ
ン
パ
イ
ア
』
と
『
呼
ば
れ
た
』
の
で
あ
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る
」。
吉
村
忠
典
「『
帝
国
』
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
」『
史
学
雑
誌
』
第
一
〇
八
編
第
三
号
、
一
九
九
九
年
（『
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
研
究
』
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
三
年
に
再
録
）
六
〇
頁
。

13　

杉
山
正
明
は
、
帝
国
の
世
界
史
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
東
西
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
帝
国
だ
け
が
特
権
化
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
地
域
（
南
ア
ジ
ア
や

新
大
陸
な
ど
も
含
む
）、
特
に
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
や
イ
ス
ラ
ム
圏
の
帝
国
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、「
欧
米
型
知
識
人
」
の
思
考
形
式
の

バ
イ
ア
ス
に
対
す
る
疑
念
を
呈
し
て
い
る
。
杉
山
正
明
「
帝
国
史
の
脈
絡

―
歴
史
の
な
か
の
モ
デ
ル
化
に
む
け
て
」、
山
本
有
造
編
『
帝
国
の
研
究

―
原
理
・
類
型
・
関
係
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
四
四
頁
。

14　

前
野
み
ち
子
「
国
号
に
見
る
『
日
本
』
の
自
己
意
識
」『
言
語
文
化
研
究
叢
書
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
）』
第
五
号
、
二
〇
〇
六

年
、
四
六
頁
。

15　

吉
村
忠
典
前
掲
「『
帝
国
』
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
」
四
〇
頁
。
吉
村
は
、
こ
う
し
た
英
仏
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
に
鑑
み
て
、em

pire

を
「
帝

国
」
と
し
た
の
は
「
誤
訳
」
と
す
る
。
な
お
、
初
期
の
用
例
は
朽
木
昌
綱
『
泰
西
輿
地
図
説
』（
一
七
八
九
年
）、
山
村
才
助
『
訂
正
増
訳
采
覧
異
言
』

（
一
八
〇
二
年
）
な
ど
に
見
え
る
。
二
人
と
も
大
槻
玄
沢
と
ゆ
か
り
が
深
く
、
近
世
日
本
の
世
界
地
理
学
の
二
大
巨
峰
と
さ
れ
る
蘭
学
者
で
あ
る
。

16　

漢
籍
に
も
古
典
的
な
用
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
二
字
の
並
列
の
域
を
脱
し
て
お
ら
ず
、
意
味
も
現
在
と
異
な
る
。
陳
力
衛
「『
帝
國
主
義
』

考
源
」『
東
亞
觀
念
史
集
刊
』
第
三
期
、
二
〇
一
二
年
、
三
六
七
頁
。
そ
も
そ
も
、「
古
典
的
用
例
」
な
る
も
の
自
体
が
、「
帝
国
」
の
訳
語
の
受
容
以

降
に
行
わ
れ
た
附
会
的
「
原
典
探
し
」
に
よ
っ
て
「
再
発
見
」
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

17　

吉
村
忠
典
同
上
三
八
頁
、
欧
立
德
前
掲
「
伝
統
中
国
是
一
個
帝
国
嗎
？
」
三
七
頁
。
大
日
本
帝
国
憲
法
を
基
礎
に
す
る
「
欽
定
憲
法
大
綱
」
に
は
、

「
大
清
皇
帝
は
大
清
帝
国
を
統
治
し
，
万
世
一
系
，
永
永
尊
戴
す
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

18　

吉
村
忠
典
の
調
べ
に
よ
る
と
、
清
朝
滅
亡
ま
で
の
条
約
第
一
九
三
号
か
ら
第
五
三
九
号
、
一
八
九
六
年
三
月
か
ら
一
九
一
二
年
二
月
ま
で
の
一
六

年
間
に
わ
た
る
全
三
四
七
点
の
う
ち
全
一
七
点
し
か
用
例
が
な
い
（
前
掲
「『
帝
国
』
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
」
三
九
頁
）。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
・
ド

イ
ツ
・
ロ
シ
ア
は
清
末
ま
で
の
条
約
に
お
い
て
一
度
も
漢
語
で
「
帝
国
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
な
い
（
同
上
）。
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19　
L

ydia H
. Liu. T

he C
lash of E

m
pires: T

he Invention of C
hina in M

odern W
orld M

aking

（H
arvard U

niversity Press, 2006

）
の
第
二
章

参
照
。「i

」（
現
行
の
ピ
ン
イ
ン
で
はyi

）
と
発
音
ま
で
厳
密
に
特
定
さ
れ
た
両
者
の
等
価
性
成
立
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、Liu

は
「super-sign

」
と

い
う
概
念
を
用
い
て
分
析
し
て
い
る
。

20　

 

岡
本
隆
司
・
川
島
真
編
『
中
国
近
代
外
交
の
胎
動
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
一
六
頁
。

21　

佐
藤
慎
一
は
「
日
本
に
あ
っ
て
中
国
に
欠
け
て
い
る
も
の
」
と
し
て
「
文
明
開
化
」、「
中
国
に
あ
っ
て
日
本
に
欠
け
て
い
る
も
の
」
と
し
て
「
附

会
」
を
対
比
さ
せ
た
。
佐
藤
慎
一
前
掲
「
文
明
と
万
国
公
法
」
一
四
〜
一
五
頁
。
本
稿
は
後
者
を
「
文
徳
教
化
」
の
一
属
性
と
み
な
す
視
座
に
立
つ
。

22　

佐
藤
慎
一
前
掲
「
文
明
と
万
国
公
法
」
七
二
〜
七
三
頁
。

23　

こ
こ
の
議
論
は
、
例
え
ば
竹
内
好
が
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」（
一
九
四
八
年
、『
日
本
と
ア
ジ
ア
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
三
年
再

録
）
の
中
で
、
日
本
の
「
転
向
文
化
」
に
対
比
さ
せ
つ
つ
再
照
明
し
た
中
国
の
「
回
心
文
化
」
の
核
心
、
す
な
わ
ち
「
自
己
保
持
の
欲
求
」
や
「
自

己
自
身
で
あ
ろ
う
と
す
る
欲
求
」
を
通
じ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
近
代
」
へ
の
「
抵
抗
」
の
あ
り
方
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
う
し
た
評
価
枠
組
へ
の

再
考
の
必
要
性
を
想
定
し
て
い
る
。

24　

 

船
山
徹
『
仏
典
は
ど
う
漢
訳
さ
れ
た
の
か

―
ス
ー
ト
ラ
が
経
典
に
な
る
と
き
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）、
金
文
京
『
漢
文
と
東
ア
ジ
ア

― 

訓
読
の
文
化
圏
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）。

25　
『
郭
嵩
燾
日
記
』
第
三
巻
、
長
沙
市
：
湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
四
三
九
頁
。
川
尻
文
彦
前
掲
「
近
代
中
国
に
お
け
る
『
文
明
』

―
明

治
日
本
の
学
術
と
梁
啓
超
」（
鈴
木
貞
美
・
劉
建
輝
編
『
東
ア
ジ
ア
近
代
に
お
け
る
概
念
と
知
の
再
編
成
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一

〇
年
）
一
三
二
頁
も
参
照
。
こ
の
日
記
が
書
か
れ
た
文
脈
に
関
連
し
て
、
郭
嵩
燾
ら
の
英
国
出
使
が
、
博
物
館
や
動
植
物
園
、
万
国
博
覧
会
と
い
っ

た
西
洋
中
心
の
世
界
秩
序
を
宣
伝
す
る
装
置
の
完
成
期
に
あ
た
っ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
手
代
木
有
児
前
掲
『
清
末
中
国
の
西
洋
体
験
と
文
明
観
』

五
四
〜
五
五
頁
参
照
。
日
記
の
同
じ
箇
所
に
は
「
哈
甫
色
維
来
意
斯
得
」half-civilized

や
「
巴
爾
比
里
安
」barbarian

も
登
場
す
る
。
近
代
中
国

語
に
お
け
る
音
訳
の
問
題
は
、
千
葉
謙
悟
『
中
国
語
に
お
け
る
東
西
言
語
文
化
交
流

―
近
代
翻
訳
語
の
創
造
と
伝
播
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
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の
第
二
部
の
各
章
参
照
。

26　

黄
興
涛
「
晩
清
民
初
現
代
〝
文
明
〞
和
〝
文
化
〞
概
念
的
形
成
及
其
歴
史
実
践
」『
中
国
近
代
史
』
第
二
期
、
二
〇
〇
七
年
。

27　

同
上
七
頁
。

28　

手
代
木
有
児
前
掲
『
清
末
中
国
の
西
洋
体
験
と
文
明
観
』。

29　

こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
帰
国
後
の
郭
嵩
燾
が
北
京
に
赴
か
ず
事
実
上
官
界
を
退
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
慎
一
前
掲
「
文
明
と
万
国
公
法
」
八

一
頁
。

30　

前
掲
の
郭
嵩
燾
の
出
使
日
記
で
あ
る
。
川
尻
文
彦
前
掲
「
近
代
中
国
に
お
け
る
『
文
明
』

―
明
治
日
本
の
学
術
と
梁
啓
超
」
一
三
二
〜
一
三
三

頁
。

31　

渡
辺
浩
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「『
中
華
的
』
生
活
様
式
は
、
全
人
類
に
及
ぶ
べ
き
文
明
一
般
と
等
値
さ
れ
（
無
論
、
文
化
相
対
主
義
は

拒
絶
さ
れ
）、
諸
民
族
を
『
中
華
』
と
『
夷
狄
』
と
に
分
類
し
、
空
間
的
に
定
位
す
る
。
そ
の
面
で
は
、
既
述
の
西
洋
の
『
文
明
』
と
機
能
は
同
様
で

あ
る
。
そ
れ
故
、『
華
夷
』
の
観
念
は
、
西
洋
人
の
『
未
開
』
観
に
容
易
に
も
共
鳴
す
る
」。
渡
辺
浩
「『
進
歩
』
と
『
中
華
』

―
日
本
の
場
合
」『
東

ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
二
二
九
頁
。

32　

郭
嵩
燾
に
続
く
外
交
官
の
薛
福
成
が
当
時
の
状
況
を
「
中
西
」
の
意
味
で
「
中
外
聯
属
の
天
下
」
へ
の
移
行
と
把
握
し
た
点
に
象
徴
さ
れ
る
。
薛

福
成
「
変
法
」、
丁
鳳
麟
・
王
欣
之
編
『
薛
福
成
選
集
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
五
五
五
頁
。

33　

平
野
聡
『
大
秦
帝
国
と
中
華
の
混
迷
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
一
七
〜
二
二
一
頁
、
二
八
四
頁
、
二
九
六
頁
。
こ
こ
で
の
経
世
儒
学
の
代
表

例
が
魏
源
の
『
聖
武
記
』
で
あ
る
。

34　

岡
本
隆
司
前
掲
「『
領
土
』
概
念
の
形
成
」
三
二
四
〜
三
二
七
頁
。

35　

柯
志
明
『
番
頭
家

―
清
代
臺
灣
族
群
政
治
與
熟
番
地
權
』
臺
北
：
中
央
研
究
院
社
會
學
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
。

36　

毛
里
和
子
『
周
縁
か
ら
の
中
国

―
民
族
問
題
と
国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
五
〜
六
頁
。
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37　

柯
志
明
前
掲
『
番
頭
家

―
清
代
臺
灣
族
群
政
治
與
熟
番
地
權
』
五
八
〜
六
一
頁
。
柯
は
「
以
番
制
漢
」「
以
熟
制
生
」
に
よ
る
「
三
層
制
族
群
分

布
制
度
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
な
お
、
同
書
は
「
緩
衝
帯
」
利
用
へ
の
移
行
と
い
う
「
隔
離
主
義
」
内
の
変
化
を
、「
消
極
」
か
ら
「
積
極
」
へ
の
移

行
と
形
容
す
る
が
、
一
般
に
「
隔
離
主
義
」
に
対
す
る
「
開
発
主
義
」（
後
述
す
る
「
開
山
撫
番
」
政
策
）
を
「
積
極
」
策
へ
の
移
行
と
記
述
す
る

ケ
ー
ス
が
多
く
、
概
念
的
に
混
乱
を
招
く
余
地
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
採
用
し
な
い
。

38　

C
harles LeG

endre, Is A
boriginal Form

osa a Part of the C
hinese E

m
pire? 1874, pp.8-9.

こ
の
中
で
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は

「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
に
対
し
て
「
文
明
」
を
「
授
与
」bestow

す
る
こ
と
で
そ
の
支
配
を
「
代
償
」com

pensation

し
て
い
る
が
、
中
国
は
何
も
し

て
い
な
い
と
い
っ
た
米
中
の
人
種
主
義
比
較
論
を
披
瀝
し
て
い
る
。「
先
占
」
は
「
実
効
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
九
世
紀
後
半
の
国
際

法
上
の
観
念
に
対
す
る
文
明
論
的
な
解
釈
で
あ
る
。

39　

図
式
的
に
い
え
ば
、
一
九
〇
一
年
に
設
置
さ
れ
一
九
一
二
年
ま
で
存
続
し
た
清
朝
の
「
外
務
部
」
が
こ
の
嚆
矢
と
な
る
。
川
島
真
「
外
務
の
形
成

―
外
務
部
の
成
立
過
程
」、
岡
本
隆
司
・
川
島
真
編
前
掲
『
中
国
近
代
外
交
の
胎
動
』、
一
八
一
〜
二
〇
二
頁
。

40　

岡
本
隆
司
「
明
治
日
本
の
登
場

―
日
清
修
好
条
規
か
ら
『
琉
球
処
分
』
へ
」（
前
掲
『
中
国
の
誕
生
―
―
東
ア
ジ
ア
の
近
代
外
交
と
国
家
形
成
』

所
収
）
七
六
〜
八
三
頁
。

41　

岡
本
隆
司
前
掲
「『
領
土
』
概
念
の
形
成
」
三
二
〇
〜
三
二
二
頁
。

42　

岡
本
隆
司
前
掲
「
明
治
日
本
の
登
場

―
日
清
修
好
条
規
か
ら
『
琉
球
処
分
』
へ
」
八
一
頁
。

43　

劉
銘
傳
「
督
兵
剿
撫
中
北
両
路
生
番
請
奨
官
紳
摺
」、
台
湾
銀
行
経
済
研
究
室
編
印
『
劉
壮
粛
公
奏
議
（
第
二
冊
）』
巻
四
「
撫
番
略
」、
一
九
五
八

﹇
一
八
八
六
﹈
年
、
二
一
四
頁
。

44　

林
文
凱
「
晚
清
臺
灣
開
山
撫
番
事
業
新
探
―
―
兼
論
十
九
世
紀
臺
灣
史
的
延
續
與
轉
型
」『
漢
學
研
究
』
第
三
二
卷
第
二
期
、
二
〇
一
四
年
、
一
五

九
〜
一
六
一
頁
。
林
に
よ
れ
ば
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
家
産
官
僚
制
か
ら
近
代
官
僚
制
へ
の
移
行
を
「
近
代
化
」
の
指
標
と
し
て
見
る

と
、
家
産
官
僚
性
の
連
続
性
の
方
が
強
く
、
特
に
そ
う
し
た
連
続
性
の
局
面
は
、
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
「
開
山
撫
番
」
に
お
い
て
実
績
の
あ
っ
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た
団
体
や
個
人
に
対
し
て
、
新
た
に
中
央
政
府
（
省
級
官
府
）
の
お
墨
付
き
を
与
え
た
だ
け
と
い
う
点
に
顕
著
に
現
れ
る
と
い
う
。

45　

劉
銘
傳
前
掲
「
督
兵
剿
撫
中
北
両
路
生
番
請
奨
官
紳
摺
」
二
一
一
頁
。
武
力
衝
突
に
つ
い
て
は
、
王
淑
慧
・ 

蔡
明
坤
「
試
論
清
末
恆
春
地
區
的
漢

番
衝
突
（
一
八
七
五
－
一
八
九
四
）」（『
美
和
學
報
』
第
三
三
巻
第
二
期
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

46　
「
内
地
化
」（
李
国
祁
な
ど
）
や
「
近
代
化
」（
戴
国
煇
な
ど
）
と
い
っ
た
既
存
の
解
釈
に
対
し
、
英
語
圏
の
「
新
清
史
」
の
流
れ
と
も
交
差
し
つ
つ
、

「
攻
撃
的
植
民
地
主
義
」aggressive colonialism

を
論
ず
る
議
論
も
力
を
持
ち
始
め
て
い
る
。E

m
m

a Jinhua Teng, T
aiw

an's Im
agined 

G
eography: C

hinese C
olonial T

ravel W
riting and Pictures, 1683-1895

（H
arvard U

niversity Press, 2004

）, Lung-chih C
hang 

張
隆
志, 

From
 Q

uarantine to C
olonization: Q

ing D
ebates on Territorialization of A

boriginal Taiw
an in the N

ineteenth C
entury

『
臺
灣
史
研
究
』

第
一
五
卷
第
四
期
、
二
〇
〇
八
年
、
一
〜
三
〇
頁
。

47　

こ
こ
で
は
、
朝
鮮
史
で
頻
用
さ
れ
て
き
た
「
開
化
」「
開
国
」
概
念
に
つ
き
ま
と
う
日
本
史
か
ら
の
借
用
性
と
い
う
問
題
に
留
意
し
て
い
る
。
い
ち

早
く
「
開
化
」
の
用
語
法
に
注
意
を
促
し
た
の
は
原
田
環
で
あ
る
（『
朝
鮮
の
開
国
と
近
代
化
』
渓
水
社
、
一
九
九
七
年
の
第
一
章
）。
朝
鮮
語
文
献

に
お
け
る
初
出
が
一
八
八
一
年
、
普
及
が
翌
年
（
特
に
後
述
の
壬
午
軍
乱
）
以
後
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
特
に
日
本
史
で
の
意
味
合
い
と
の

差
異
に
注
目
し
、
日
清
戦
争
以
前
の
朝
鮮
の
「
開
化
」
に
お
け
る
「
清
か
ら
の
独
立
」
と
い
う
含
意
を
抽
出
し
た
。
本
稿
は
こ
の
問
題
提
起
を
引
き

継
ぎ
つ
つ
、
原
田
が
検
討
し
な
か
っ
た
「
開
国
」
に
対
し
て
も
同
様
の
注
意
を
払
う
。
日
本
史
に
お
い
て
は
、
以
前
か
ら
の
「
鎖
国
」
概
念
の
批
判

的
検
討
に
続
き
、
昨
今
で
は
「
開
国
」
概
念
の
再
審
も
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
開
国
」
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
「（
文
明
）
開
化
」
と
共
振

し
つ
つ
、
一
八
九
〇
年
代
頃
か
ら
「
鎖
国
」
と
の
対
義
語
―
―
「
開
国
＝
文
明
」
対
「
鎖
国
＝
未
開
」
―
―
を
成
し
て
普
及
し
て
い
っ
た
新
た
な
概

念
で
あ
り
、「
新
日
本
」
の
「
建
国
＝
開
国
」
と
い
う
明
治
日
本
の
近
代
意
識
に
深
く
根
ざ
し
て
い
た
（
大
島
明
秀
「
開
国
」
概
念
の
検
討
―
―
言
説

論
の
視
座
か
ら
」『
國
文
研
究
』
第
五
五
号
、
二
〇
一
〇
年
、
一
九
〜
三
四
頁
、
荒
野
泰
典
「
近
世
の
国
際
関
係
と
『
鎖
国
・
開
国
』
言
説
―
―
一
九

世
紀
の
ア
ジ
ア
と
日
本
、
何
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
」『
比
較
日
本
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
』
第
一
一
号
、
二
〇
一
五
年
、
六
〜
一
七
頁
な

ど
。
日
本
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
再
論
す
る
）。
こ
う
し
た
「
鎖
国
・
開
国
」
史
観
の
再
考
に
低
通
す
る
の
は
、
原
田
も
依
拠
し
て
い
た
「
西
洋
の
衝
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撃
」
論
へ
の
再
審
で
あ
り
、
こ
の
文
脈
か
ら
本
稿
も
「
開
国
」
の
用
語
を
留
保
す
る
。
実
際
、
清
が
斡
旋
政
策
を
推
進
す
る
重
要
な
触
媒
と
な
っ
た

『
朝
鮮
策
略
』（
一
八
八
〇
年
、
後
述
）
に
は
「
開
国
」
の
用
語
が
見
当
た
ら
ず
、
代
わ
り
に
「
港
」
に
対
す
る
「
開
」
の
動
詞
用
法
が
登
場
す
る
（「
朝

鮮
一
国
、
今
日
鎖
港
、
明
日
必
開
。
明
日
鎖
港
，
後
日
必
開
。
万
不
能
閉
關
自
守
者
必
矣
」）。
よ
っ
て
本
稿
は
「
開
港
」
と
い
う
分
析
用
語
を
採
っ

た
上
で
、
清
朝
の
「
開
港
」
と
朝
鮮
の
「
開
化
」
の
相
克
と
い
う
観
点
を
打
ち
出
す
。

48　

原
田
環
は
、
前
注
に
述
べ
た
見
解
か
ら
、
金
玉
均
ら
の
「
開
化
派
」
の
形
成
を
一
八
八
二
年
以
降
と
み
な
し
、
ま
た
「
穏
健
的
開
化
派
」「
急
進
的

開
化
派
」
と
い
う
既
存
の
分
析
的
区
別
に
代
え
て
、「
事
大
派
」「
開
化
派
」
と
す
る
同
時
代
的
な
用
語
法
を
提
案
し
た
（
同
上
三
一
四
頁
。
た
だ
し

七
九
頁
で
は
「
開
化
」
と＜
開
化＞

と
い
う
表
記
を
両
者
に
当
て
て
も
い
る
）。
用
語
の
不
在
が
そ
の
ま
ま
政
治
集
団
の
形
成
の
不
在
を
意
味
す
る
わ

け
で
は
な
い
点
に
留
意
し
つ
つ
、
こ
こ
で
は
試
み
に
「
開
港
派
」「
開
化
派
」
と
い
う
区
別
を
導
入
す
る
。
な
お
、
通
常
「
親
清
」
と
さ
れ
る
当
時
の

高
宗
・
朝
鮮
政
府
の
中
に
す
で
に
「
反
清
路
線
」
が
存
在
し
、
そ
れ
が
一
八
八
〇
年
代
後
半
に
「
反
清
自
主
路
線
」
と
し
て
展
開
さ
れ
る
と
い
っ
た

研
究
も
あ
り
、
こ
う
し
た
分
類
に
は
流
動
性
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。
月
脚
達
彦
『
朝
鮮
開
化
思
想
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
―
―
近
代
朝
鮮
の
形
成
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
一
四
三
〜
一
四
四
頁
。

49　

黄
遵
憲
『
朝
鮮
策
略
』
一
八
八
〇
年
。
原
文
は
「
於
親
中
國
、
則
稍
變
舊
章
」（
中
国
に
親
し
む
に
、
や
や
旧
章
を
変
え
て
）
で
あ
る
。
こ
の
含
意

に
つ
い
て
は
、
岡
本
隆
司
『
世
界
の
な
か
の
日
清
韓
関
係
史

―
交
隣
と
属
国
、
自
主
と
独
立
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
）
七
四
〜
七
七
頁
参
照
。

50　
『
朝
鮮
策
略
』
の
政
策
提
言
が
、
筆
者
の
黄
遵
憲
の
日
本
滞
在
を
媒
介
に
し
て
、
近
代
的
な
国
際
政
治
原
理
に
対
す
る
先
駆
的
な
理
解
を
示
し
つ
つ

も
、
実
際
に
は
従
来
の
宗
属
関
係
の
枠
組
を
濃
厚
に
体
現
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
平
野
健
一
郎
「
黄
遵
憲
「
朝
鮮
策
略
」
異
本
校
合
―
―
近
代

初
頭
東
ア
ジ
ア
国
際
政
治
に
お
け
る
三
つ
の
文
化
の
交
錯
に
つ
い
て
」（『
国
際
政
治
』
第
一
二
九
号
、
二
〇
〇
二
年
）
二
二
〜
二
五
頁
参
照
。

51　

岡
本
隆
司
前
掲
「
明
治
日
本
の
登
場

―
日
清
修
好
条
規
か
ら
『
琉
球
処
分
』
へ
」
九
六
頁
。

52　

こ
こ
で
は
、「
開
国
派
」
が
「
事
大
派
」
と
「
開
化
派
」
に
分
裂
す
る
と
い
う
原
田
環
の
用
語
法
を
受
け
つ
つ
（
前
掲
『
朝
鮮
の
開
国
と
近
代
化
』

第
一
一
章
）、
注
47
、
48
で
述
べ
た
問
題
意
識
を
基
に
前
者
二
つ
を
「
開
港
派
」
の
流
れ
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
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53　
 「

両
截
体
制
」（
兪
吉
濬
）
と
い
う
同
時
代
用
語
に
対
す
る
関
心
か
ら
宗
属
関
係
に
お
け
る
「
属
国
」
と
「
自
主
」
の
両
立
性
を
論
じ
た
原
田
環
に

続
い
て
（
同
上
第
七
章
）、
岡
本
隆
司
が
鍵
概
念
と
し
て
抽
出
す
る
こ
と
で
広
く
議
論
を
喚
起
し
て
き
た
（『
属
国
と
自
主
の
あ
い
だ

―
近
代
清
韓

関
係
と
東
ア
ジ
ア
の
命
運
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）。
月
脚
達
彦
は
、
兪
吉
濬
自
身
の
「
両
截
体
制
」
論
が
、
原
田
の
い
う
両
立
性
で

は
な
く
、
宗
属
関
係
の
破
棄
へ
の
意
思
表
示
で
あ
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
前
掲
『
朝
鮮
開
化
思
想
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
―
―
近
代
朝
鮮
の

形
成
』
四
二
〜
四
九
頁
）。
本
稿
で
は
、「
自
主
」
の
意
味
内
容
が
「
属
国
」
の
定
義
に
大
き
く
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
勘
案
し
、「
属
国
」
の
「
同
文
異

義
」
と
整
理
し
直
し
て
議
論
を
進
め
る
（
併
せ
て
「
属
邦
」
で
は
な
く
「
属
国
」
に
表
記
を
統
一
）。

54　
「
保
護
国
化
」
の
内
実
に
関
す
る
解
釈
に
は
微
妙
な
偏
差
が
あ
る
。
従
来
は
一
八
八
二
年
以
降
の
朝
鮮
政
策
を
「
宗
主
権
強
化
政
策
」
と
呼
ぶ
こ
と

が
多
か
っ
た
（
例
え
ば
糟
谷
健
一
前
掲
『
朝
鮮
の
近
代
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
三
七
頁
）。「
遅
れ
て
き
た
帝
国
主
義
」
と
い
っ
た
呼
び
方

も
あ
る
（
平
野
聡
前
掲
『
大
秦
帝
国
と
中
華
の
混
迷
』
三
〇
八
〜
三
〇
九
頁
）。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
式
の
「
非
公
式
帝
国
」
の
枠
組
で
こ
の
時
期
の
対

朝
鮮
政
策
を
解
す
る
論
も
あ
る
（K
irk W

. Larsen, T
radition, T

reaties, and T
rade: Q

ing Im
perialism

 and C
hosŏ n K

orea, 1850-1910. 

C
am

bridge, M
ass.: H

arvard U
niversity Press, 2008

）。
一
方
、
こ
う
し
た
国
際
法
に
則
っ
た
西
洋
流
の
概
念
で
は
な
く
、
そ
の
「
中
国
」
的
な

性
格
を
強
調
す
る
解
釈
も
あ
る
。
例
え
ば
、
茂
木
敏
夫
は
「
陰
か
げ
に
そ
う
じ
ゅ
う
を
ぐ
う
す

寓
操
縦
之
法
」（
元
は
一
八
八
二
年
に
ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
李
鴻
章
が
用
い
た
概
念
）

と
し
て
、
か
ぎ
か
っ
こ
付
き
の
「『
近
代
』
的
再
編
」
と
呼
び
つ
つ
、「
教
化
」
と
い
う
伝
統
的
な
価
値
体
系
に
お
け
る
消
極
策
か
ら
積
極
策
へ
の
転

換
を
強
調
し
て
い
る
（
前
掲
『
変
容
す
る
近
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
七
一
〜
七
二
頁
、
八
四
頁
）。
こ
れ
ら
に
対

し
、
本
稿
は
「
帝
国
」「
中
国
」
の
差
異
を
勘
案
し
た
両
者
の
附
会
的
相
互
浸
透
と
い
う
視
座
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

55　

A
 Private Secretary of the Im

perial C
om

m
issioners com

piled. T
ranslation: N

otes on the Im
perial C

hinese M
ission to C

orea, 1892

﹇1890

﹈（
出
版
社
不
明
、『
使
韓
紀
略
』
の
英
訳
）。
袁
世
凱
監
修
と
さ
れ
る
『
使
韓
紀
略
』
に
つ
い
て
は
、
岡
本
隆
司
「
属
国
と
儀
礼

―
『
使
韓

紀
略
』
の
研
究
」（
前
掲
『
中
国
の
誕
生
』
所
収
）
二
六
九
〜
二
七
六
頁
参
照
。

56　

O
. N

. D
enny (A

dvisor to the K
ing, and D

irector of Foreign A
ffairs). C

hina and K
orea. Shanghai: K

elly &
 W

alsh, Lim
ited, 1888. 

デ
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ニ
ー
は
、「
属
邦
」
を
「tributary state

」（a state tributary to C
hina

）
と
翻
訳
し
、「vassal or dependent state

」
と
対
比
し
た
上
で
、
朝
鮮

は
「sovereignty

」
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
の
執
筆
経
緯
や
ソ
ウ
ル
本
・
上
海
本
の
異
同
な
ど
に
つ
い
て
は
、
岡
本
隆
司
「
自
主
と

国
際
法

―
『
清
韓
論
』
の
研
究
」（
前
掲
『
中
国
の
誕
生
』
所
収
）
二
四
四
〜
二
五
八
頁
参
照
。
前
注
で
述
べ
た
『
使
韓
紀
略
』
の
英
訳
は
、
こ
う

し
た
デ
ニ
ー
の
翻
訳
に
対
抗
し
て
「
属
邦
」
を
「vassal state

」
と
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
（
岡
本
隆
司
前
掲
『
世
界
の
な
か
の
日
清
韓
関
係
史

―

交
隣
と
属
国
、
自
主
と
独
立
』
一
二
二
〜
一
二
四
頁
）。

57　

当
時
の
日
本
政
府
の
一
部
見
解
と
も
相
通
じ
る
朝
鮮
開
化
派
の
「
中
立
論
」
を
「
属
国
自
主
」
で
は
な
く
「
属
国
独
立
」
と
す
る
新
た
な
解
釈
に

つ
い
て
は
、
月
脚
達
彦
前
掲
『
朝
鮮
開
化
思
想
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
三
一
、
四
一
頁
。
注
53
に
触
れ
た
兪
吉
濬
の
「
両
截
体
制
」
論
に
対
す
る
月

脚
の
解
釈
は
こ
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

58　

一
八
九
五
年
か
ら
四
年
間
に
わ
た
る
清
朝
側
の
朝
鮮
と
の
「
対
等
」
関
係
へ
の
忌
避
に
つ
い
て
は
、
岡
本
隆
司
「
韓
国
の
独
立
と
清
朝

―
『
自

主
』
と
『
藩
屬
』」（
前
掲
『
中
国
の
誕
生
』
所
収
）、
特
に
三
〇
四
〜
三
〇
九
頁
参
照
。

59　

現
行
と
は
異
な
る
当
時
の
国
文
（
ハ
ン
グ
ル
）
表
記
で
は
「
세
계 

만
국
에 

공
인
되
온 

바 

자
주 

독
립
하
온 

제
국
」
と
な
る
。

60　

大
韓
帝
国
の
「
帝
国
」
意
識
は
未
探
究
と
い
う
べ
き
課
題
で
あ
る
。
大
韓
帝
国
の
体
制
下
で
は
、
開
化
思
想
の
流
れ
を
引
く
独
立
協
会
が
、
朝
鮮

初
の
明
示
的
な
近
代
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
「
国
民
」
作
り
を
主
導
し
た
が
、「
専
制
皇
権
化
」
を
進
め
た
韓
国
皇
帝
に
よ
っ
て
収
束
さ
せ
ら
れ

た
。
月
脚
達
彦
は
こ
れ
を
「
大
韓
帝
国
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
名
付
け
た
が
（
前
掲
『
朝
鮮
開
化
思
想
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
二
六
五
、
三
六
五

頁
）、
帝
国
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
間
の
矛
盾
を
は
ら
む
緊
張
関
係
に
つ
い
て
は
、「
国
民
帝
国
」
概
念
の
適
用
可
能
性
も
含
め
て
、
さ
ら
な
る
考

察
の
余
地
が
あ
る
。
月
脚
は
ま
た
、
大
韓
帝
国
の
「
皇
帝
」
像
に
関
し
て
、
専
制
志
向
の
中
華
世
界
型
と
国
民
志
向
の
西
洋
・
日
本
型
の
両
者
が
共

存
し
て
い
た
点
を
析
出
し
て
い
る
（
同
上
一
六
一
〜
一
六
五
頁
）。「
帝
国
」「
専
制
」
と
「
国
民
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
筆
者
の
考
え
の
一
端
は
、
清

末
の
変
法
派
・
革
命
派
に
関
し
て
改
め
て
述
べ
る
。
ま
た
、「
帝
国
」
意
識
の
問
題
に
も
関
わ
る
論
点
と
し
て
、
大
韓
帝
国
期
以
降
の
「
朝
鮮
半
島
」

内
の
「
国
民
」
の
枠
組
を
超
え
た
「
民
族
」
の
拡
張
的
・
離
散
的
想
像
に
つ
い
て
は
、Andre Schm

id, K
orea B

etw
een E

m
pires, 1895-1919

（N
ew
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York: C
olum

bia U
niversity Press, 2002

）
の
第
七
章
参
照
。

61　

清
韓
間
の
条
約
締
結
に
お
け
る
光
緒
帝
の
「
英
断
」
の
背
景
お
よ
び
「
戊
戌
変
法
」
の
変
革
と
の
連
環
、
そ
れ
を
支
え
た
勢
力
均
衡
の
状
況
に
つ

い
て
は
、
岡
本
隆
司
前
掲
「
韓
国
の
独
立
と
清
朝

―
『
自
主
』
と
『
藩
屬
』」
三
一
一
〜
三
一
三
頁
参
照
。

62　

保
護
国
期
の
「
抗
日
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
へ
の
転
換
と
、「
克
日
型
」「
道
義
型
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
並
存
と
競
合
に
つ
い
て
は
、
月
脚
達

彦
前
掲
『
朝
鮮
開
化
思
想
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
二
五
九
〜
二
六
〇
頁
参
照
。
こ
こ
で
は
注
60
に
引
い
た
「
大
韓
帝
国
型
」
を
「
抗
清
型
」
と
し
た
。

63　

二
〇
世
紀
初
頭
の
中
国
を
扱
っ
た
重
要
な
研
究
の
中
で
、「
国
民
国
家
」
概
念
の
使
用
を
意
識
的
に
留
保
し
た
例
と
し
て
、
吉
澤
誠
一
郎
『
愛
国
主

義
の
創
成

―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
近
代
中
国
を
み
る
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
帝
国
」
概
念
の
使
用
も
留
保
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
と
も
に
注
４

（
倒
数
二
〇
頁
）
で
さ
り
げ
な
く
触
れ
る
に
留
ま
る
。
川
尻
文
彦
は
書
評
の
中
で
特
に
こ
の
点
を
取
り
上
げ
て
以

下
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
本
書
で
の
吉
澤
氏
の
重
要
な
主
張
の
一
つ
は
，『
国
民
国
家
』『
帝
国
』
概
念
を
使
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）

す
な
わ
ち
『
帝
国
か
ら
国
民
国
家
へ
』
の
単
線
的
な
歴
史
発
展
を
見
出
す
こ
と
は
有
効
な
分
析
視
角
で
は
な
い
と
考
え
る
。
私
も
同
感
で
あ
る
が
，
で

は
こ
れ
に
代
わ
る
よ
う
な
ど
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
り
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
年
山
室
信
一
氏
に
よ
っ
て
『
帝
国
か
ら
国
民
国
家
』
に
代
わ
る
明
確
な

『
国
民
帝
国
』
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
（
中
略
），
吉
澤
氏
は
こ
の
『
国
民
帝
国
』
論
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」

（
川
尻
文
彦
「
書
評
」『
現
代
中
国
研
究
』
第
一
四
・
一
五
号
、
二
〇
〇
四
年
、
一
二
一
頁
）。
ま
た
、
村
田
雄
二
郎
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
来
の
「
中

国
台
頭
」
の
文
脈
に
お
い
て
、
従
来
「
内
向
き
」
で
あ
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
「
大
国
意
識
」
が
「
外
向
き
」
に
転
換
し
、「
未
曾
有
の
思
想
的
問

題
」
に
せ
り
上
が
っ
た
と
し
た
上
で
、「
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
や
ら
、
手
持
ち
の
概
念
や
解
釈
枠
組
で
は
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
新
事
態
に
直
面
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
」
と
記
す
（「
中
華
民
族
の
系
譜
」、
飯
島
渉
・
久
保
亨
・
村
田
雄
二
郎
編
『
シ
リ
ー
ズ
二
〇
世
紀
中
国
史
１　

中
華
世
界
と
近
代
』
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
二
二
七
頁
）。
以
下
の
第
４

・
５

節
は
、
筆
者
な
り
の
問
題
意
識
と
分
析
視
座
か
ら
近
代
中
国
研
究
に
「
国
民
帝
国
」

論
を
導
入
し
、
こ
う
し
た
現
状
認
識
に
応
え
ん
と
す
る
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
よ
り
緻
密
な
実
証
が
引
き
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
反
証
が
提
示
さ
れ
る

こ
と
で
、
さ
ら
に
議
論
が
深
ま
る
触
媒
と
な
れ
ば
と
思
う
。
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64　

近
代
中
国
史
に
お
け
る
「
伝
統
」
概
念
の
濫
用
へ
の
戒
め
と
し
て
、
川
尻
文
彦
「『
伝
統
』
の
表
象

―
一
九
八
〇
年
代
『
文
化
熱
』・
五
四
反
『
伝

統
』
思
潮
・
林
毓
生
」（『
中
国
研
究
集
刊
』
二
八
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

65　

山
室
信
一
が
長
ら
く
提
示
し
て
き
た
「
連
環
視
座
」
で
あ
る
。
そ
の
最
新
の
展
開
の
一
端
は
『
ア
ジ
ア
の
思
想
史
脈

―
空
間
思
想
学
の
試
み
』
人

文
書
院
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

66　

現
在
の
日
本
で
は
、
辛
亥
革
命
に
対
す
る
明
治
維
新
の
震
源
お
よ
び
日
露
戦
争
の
刺
激
、
ま
た
日
本
人
の
参
与
や
貢
献
と
い
っ
た
事
象
が
話
題
と

な
り
や
す
い
が
、
山
室
信
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
同
時
代
の
日
本
の
「
大
正
維
新
」
の
動
向
や
後
の
「
昭
和
維
新
」
へ
の
影
響
、
あ
る
い
は
ま
た

中
国
革
命
の
可
能
性
を
警
戒
し
た
上
で
の
「
韓
国
併
合
」
な
ど
、
日
本
帝
国
へ
の
「
還
流
」
と
い
う
視
座
は
重
要
と
考
え
る
（
同
上
書
の
第
四
章
「
連

鎖
視
点
か
ら
み
る
辛
亥
革
命
と
日
本

―
ア
ジ
ア
の
『
革
命
』
史
脈
」
参
照
）。

67　

中
国
に
お
け
る
「
文
明
」「
文
化
」
の
概
念
史
に
関
す
る
文
献
は
注
に
引
い
て
い
く
が
、
あ
ら
か
じ
め
幾
つ
か
文
献
を
挙
げ
て
お
く
。
方
緯
規
「
近

現
代
中
国
〝
文
明
、〞〝
文
化
〞
観
的
嬗
変
」（『
史
林
』
第
四
期
、
一
九
九
九
年
）、
黄
興
涛
前
掲
「
晩
清
民
初
現
代
〝
文
明
〞
和
〝
文
化
〞
概
念
的
形

成
及
其
歴
史
実
践
」、
石
川
禎
浩
「
近
代
中
国
的
〝
文
明
〞
与
〝
文
化
〞」（『
日
本
東
方
学
』
第
一
緝
，
二
〇
〇
七
年
）、
川
尻
文
彦
前
掲
「
近
代
中
国

に
お
け
る
『
文
明
』
―
―
明
治
日
本
の
学
術
と
梁
啓
超
」
な
ど
。

68　

漢
語
を
射
程
に
入
れ
た
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
戯
れ
」
に
つ
い
て
は
、
小
林
敏
明
前
掲
『〈
主
体
〉
の
ゆ
く
え

―
近
代
日
本
思
想
史
へ
の
一
視
角
』。

本
稿
⑴
の
注
４

も
参
照
。
な
お
、
現
在
の
中
国
語
圏
で
は
「
演
化
」
の
語
が
一
般
的
で
あ
る
。

69　

佐
藤
慎
一
「
進
化
と
文
明

―
近
代
中
国
に
お
け
る
東
西
文
明
比
較
の
問
題
に
つ
い
て
」（『
東
洋
文
化
』
第
七
五
号
、
一
九
九
五
年
）
一
二
九
頁
。

た
だ
し
、
多
様
な
進
化
論
の
学
説
と
受
容
の
様
態
が
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
坂
元
ひ
ろ
子
「
中
国
民
族
主
義
の
神
話

―
進
化
論
・
人
種
観
・

博
覧
会
事
件
」（『
中
国
民
族
主
義
の
神
話

―
人
種
・
身
体
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
三
五
〜
五
九
頁
参
照
。

70　

こ
う
し
た
動
向
が
民
国
前
期
の
外
交
と
い
う
領
域
に
お
け
る
「
近
代
」
志
向
お
よ
び
「
文
明
国
化
」
へ
と
継
承
さ
れ
た
点
は
、
川
島
真
前
掲
『
中

国
近
代
外
交
の
形
成
』、
特
に
清
末
の
不
平
等
改
正
へ
の
志
向
性
を
論
じ
た
第
Ⅱ
部
第
一
章
参
照
。
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71　

中
国
の
「
文
明
」「
文
化
」
を
論
ず
る
文
献
は
、
多
く
が
「
古
典
的
用
法
」
の
解
説
か
ら
始
め
る
。
例
え
ば
黄
興
涛
前
掲
「
晩
清
民
初
現
代
〝
文
明
〞

和
〝
文
化
〞
概
念
的
形
成
及
其
歴
史
実
践
」
四
頁
参
照
。
し
か
し
、「
文
明
」
や
「
文
化
」
の
翻
訳
語
が
現
れ
る
以
前
に
、
そ
れ
ら
が
現
在
の
よ
う
に

重
視
さ
れ
た
り
、
同
様
の
意
味
合
い
で
汎
用
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

72　

そ
う
し
て
捨
象
さ
れ
た
従
来
の
「
外
国
」
側
の
「
文
明
」
の
一
脈
を
復
権
さ
せ
る
代
表
的
な
試
み
と
し
て
、「
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
」
の
枠
組
が
挙

げ
ら
れ
る
。
石
濱
裕
美
子
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
の
歴
史
的
研
究
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。

73　

手
代
木
有
兒
前
掲
『
清
末
中
国
の
西
洋
体
験
と
文
明
観
』。

74　

こ
の
意
味
で
、
進
化
（
天
演
）
論
の
先
駆
者
・
厳
復
が
中
西
文
明
論
の
明
示
的
な
先
駆
者
と
な
っ
た
の
も
当
然
と
い
え
る
。
彼
は
個
の
能
力
や
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
解
放
・
抑
制
と
い
う
「
自
由
」
に
関
わ
る
枠
組
を
基
軸
と
し
た
包
括
的
な
比
較
文
明
論
を
展
開
し
た
（
佐
藤
慎
一
前
掲
「
文
明
と
万
国

公
法
」
一
四
三
〜
一
四
四
頁
）。
厳
復
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。B

enjam
in Schw

artz, In Search of W
ealth and Pow

er: Yan Fu and 

the W
est, H

arvard U
niversity Press, 1964

、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
著
・
平
野
健
一
郎
訳
『
中
国
の
近
代
化
と
知
識
人

―
厳
復
と
西

洋
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
。

75　

中
西
文
明
の
「
優
劣
」
の
評
価
の
重
要
性
と
「
進
化
」
概
念
の
介
在
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
慎
一
前
掲
「
進
化
と
文
明

―
近
代
中
国
に
お
け
る
東

西
文
明
比
較
の
問
題
に
つ
い
て
」
一
二
七
〜
一
二
九
頁
。

76　

同
上
一
二
三
〜
一
二
七
頁
。

77　
「
専
制
」
の
問
題
は
佐
藤
慎
一
「
近
代
中
国
の
体
制
構
想
」（
前
掲
「
近
代
中
国
の
知
識
人
と
文
明
』
所
収
）
参
照
。「
国
民
」
に
つ
い
て
は
数
多
く

の
研
究
が
あ
り
随
時
引
用
し
て
い
く
。

78　

吉
澤
誠
一
郎
前
掲
『
愛
国
主
義
の
創
成
』
二
〇
〜
二
一
頁
。

79　
「
専
制
」
の
議
論
に
東
洋
世
界
のdespotism

に
言
及
し
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
権
威
」
が
介
在
し
た
点
は
、
佐
藤
慎
一
前
掲
「
近
代
中
国
の
体

制
構
想
」
三
一
六
〜
三
一
七
頁
。



東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
百
七
十
三
册

― 146 ―

80　

日
清
戦
争
以
来
の
一
世
紀
に
わ
た
る
「
強
国
」
構
想
に
つ
い
て
は
、
劉
傑
『
中
国
の
強
国
構
想

―
日
清
戦
争
語
か
ら
現
代
ま
で
』（
筑
摩
選
書
、

二
〇
一
三
年
）
参
照
。

81　

吉
澤
誠
一
郎
前
掲
『
愛
国
主
義
の
創
成
』
三
三
〜
三
四
頁
。

82　
『
弐
拾
世
紀
之
支
那
』
第
一
期
、
一
九
〇
五
年
、
四
頁
。
発
刊
の
趣
旨
を
述
べ
た
「
論
説
」
で
、
愛
国
主
義
は
、
帝
国
主
義
・
社
会
主
義
・
無
政
府

主
義
に
対
し
て
二
〇
世
紀
の
中
国
が
採
る
べ
き
主
義
と
さ
れ
て
い
る
。
吉
澤
誠
一
郎
は
「
愛
国
主
義
」
の
参
考
的
定
義
と
し
て
こ
れ
を
採
用
す
る
（
同

上
、
一
八
〜
一
九
頁
）。

83　

松
本
ま
す
み
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究

―
清
末
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
「
民
族
論
」
を
中
心
に
』（
多
賀
出
版
、
一
九
九
九
年
）
四
四
〜
四
五

頁
。

84　

マ
ン
ジ
ュ
人
の
別M

anchu difference

に
つ
い
て
は
、
英
語
圏
に
多
く
の
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。John Fairbank

の
中
華
文
化
説
を
批
判

し
、
乾
隆
帝
期
の
「
五
族
共
和
」
的
図
式
を
提
示
し
たJam

es M
illw

ard

を
は
じ
め
、
そ
の
差
異
がcultural

か
らracial

、
そ
し
てethnic

へ
と
移

行
し
た
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
たPam

ela K
yle C

rossley

、
そ
れ
に
対
し
て
よ
り
可
変
的
・
構
築
的
なethnicity

概
念
を
導
入
す
る
こ
と
でethnic

な
差
異
の
一
貫
性
を
主
張
し
たM

ark E
liot

な
ど
が
代
表
的
で
あ
る
（
特
に
後
者
二
人
の
違
い
に
つ
い
て
は
、M

ark E
liot

前
掲T

he M
anchu W

ay, 

33-34

参
照
）。
日
本
語
圏
で
も
松
本
ま
す
み
や
吉
澤
誠
一
郎
な
ど
本
稿
で
参
照
す
る
研
究
者
が
こ
れ
ら
に
言
及
し
て
い
る
。

85　

黄
興
涛
『
重
塑
中
華
―
―
近
代
中
国
「
中
華
民
族
」
観
念
研
究
』
香
港
：
三
聯
学
術
文
庫
、
二
〇
一
七
年
、
一
〇
五
〜
一
〇
八
頁
。
こ
こ
に
指
摘

さ
れ
た
清
末
の
満
洲
族
官
僚
ら
に
よ
る
「
同
民
族
異
種
族
」
と
し
て
の
国
民
論
に
つ
い
て
は
再
論
す
る
。

86　

王
柯
『
二
〇
世
紀
中
国
の
国
家
建
設
と
「
民
族
」』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
の
第
二
章
「『
民
族
』、
近
代
日
本
か
ら
来
た
誤
解

―

国
民
国
家
言
説
の
起
源
」
参
照
。
こ
こ
で
選
択
的
受
容
と
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
単
一
民
族
」
論
が
戦
前
の
日
本
帝
国
の
言
説
空
間
に
お
い
て
非

主
流
で
あ
っ
た
と
す
る
議
論
を
踏
ま
え
て
い
る
。
小
熊
英
二
『
単
一
民
族
神
話
の
起
源
―
―＜

日
本
人＞

の
自
画
像
の
系
譜
』（
新
曜
社
、
一
九
九
五

年
）
参
照
。
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87　

松
本
ま
す
み
前
掲
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究
』
五
一
頁
。「
黄
色
」
の
カ
ラ
ー
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
は
、
さ
ら
ら
に
黄
河
文
明
や
清
朝
皇
帝
の
シ
ン
ボ

ル
カ
ラ
ー
な
ど
が
加
わ
る
。

88　

黄
興
涛
前
掲
「
晩
清
民
初
現
代
〝
文
明
〞
和
〝
文
化
〞
概
念
的
形
成
及
其
歴
史
実
践
」
二
一
頁
。
こ
こ
で
は
特
に
教
育
政
策
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

89　

佐
藤
慎
一
前
掲
「
文
明
と
万
国
公
法
」
一
四
二
頁
。

90　

黄
興
涛
前
掲
『
重
塑
中
華
―
―
近
代
中
国
「
中
華
民
族
」
観
念
研
究
』
一
〇
五
〜
一
一
四
頁
。

91　

村
田
雄
二
郎
前
掲
「
中
華
民
族
の
系
譜
」
二
二
四
〜
二
二
五
頁
。

92　

以
下
の
「
属
地
」
の
議
論
は
、
岡
本
隆
司
前
掲
「『
領
土
』
概
念
の
形
成
」
お
よ
び
「『
主
権
』
の
生
成

―
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
中
英
交
渉
と
『
宗

主
権
』
概
念
」（
前
掲
『
中
国
の
誕
生
』
第
一
一
、
一
二
章
）
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
な
お
、
岡
本
は
、
以
下
に
述
べ
る
漢
語
の
「
同
文
異
義
」
を

文
字
テ
キ
ス
ト
上
で
表
現
す
る
た
め
に
、
史
料
上
の
表
記
も
勘
案
し
つ
つ
旧
字
体
・
新
字
体
の
区
別
を
意
識
的
に
導
入
し
て
い
る
が
（「
屬
地
」
と

「
属
地
」、「
屬
國
」
と
「
属
国
」
な
ど
）、
こ
こ
で
の
議
論
に
は
煩
雑
と
な
る
た
め
新
字
体
で
通
す
こ
と
に
す
る
。

93　

同
上
「『
主
権
』
の
生
成

―
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
中
英
交
渉
と
『
宗
主
権
』
概
念
」
三
七
〇
頁
。

94　

同
上
三
七
二
〜
三
七
六
頁
。

95　

同
上
三
七
八
頁
。

96　

岡
本
隆
司
前
掲
「『
領
土
』
概
念
の
形
成
」
三
三
六
〜
三
三
七
頁
。

97　

傅
嵩
炑
著
・
陳
棟
樑
重
刊
『
西
康
建
省
記
』
南
京
：
中
華
印
刷
公
司
、
一
九
三
二
﹇
一
九
一
二
﹈
年
。
毛
里
和
子
前
掲
『
周
縁
か
ら
の
中
国

―

民
族
問
題
と
国
家
』
一
一
〜
一
二
頁
、
二
一
頁
も
参
照
。

98　

橘
誠
『
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
政
権
の
研
究

―
モ
ン
ゴ
ル
建
国
史
序
説
一
九
一
一
〜
一
九
二
一
』（
風
間
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
の
第
一
章
、
毛
里
和

子
同
上
八
〜
九
頁
。
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99　

川
島
真
前
掲
『
中
国
近
代
外
交
の
形
成
』
四
〇
一
〜
四
〇
三
頁
。
特
に
「
国
権
回
収
」
に
つ
い
て
は
、
川
島
真
「『
帝
国
』
と
し
て
の
中
国

―
二

〇
世
紀
に
お
け
る
冊
封
・
朝
貢
認
識
と
『
中
国
』
の
境
界
」（
宇
山
智
彦
編
著
『
ユ
ー
ラ
シ
ア
近
代
帝
国
と
現
代
世
界
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一

六
年
）
二
二
四
頁
。

100　

黄
東
蘭
「
清
末
・
民
国
期
地
理
教
科
書
の
空
間
表
象

―
領
土
・
疆
域
・
国
恥
」『
中
国
研
究
月
報
』
第
五
九
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
二
四
〜

三
九
頁
。

101　

茂
木
敏
夫
前
掲
『
変
容
す
る
近
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
』
八
七
頁
、
同
前
掲
「
国
民
国
家
の
建
設
と
内
国
植
民
地

―
中
国
辺
疆
の
『
解
放
』」

七
四
頁
。

102　

石
川
禎
浩
「
梁
啓
超
と
文
明
の
視
座
」、
狭
間
直
樹
編
『
梁
啓
超

―
西
洋
近
代
思
想
受
容
と
明
治
日
本
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
九
年
、
一
一
六

頁
。

103　

川
尻
文
彦
前
掲
「
近
代
中
国
に
お
け
る
『
文
明
』

―
明
治
日
本
の
学
術
と
梁
啓
超
」
一
五
三
〜
一
五
六
頁
。

104　
「
国
民
国
家
形
成
」
に
関
わ
る
東
ア
ジ
ア
思
想
連
鎖
に
お
け
る
梁
啓
超
の
「
発
信
者
」dissem

inator/transm
itter

と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て
は
、

山
室
信
一
前
掲
『
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア

―
基
軸
・
連
鎖
・
投
企
』、
特
に
第
七
章
「
国
民
国
家
形
成
と
思
想
連
鎖
の
ゆ
く
え
」
の
第
二
節
参

照
。

105　

帝
国
問
題
へ
の
論
及
の
例
と
し
て
、
石
川
禎
浩
前
掲
「
梁
啓
超
と
文
明
の
視
座
」
一
二
〇
〜
一
二
二
頁
、
狭
間
直
樹
「『
新
民
説
』
略
論
」（
狭
間

直
樹
編
『
梁
啓
超

―
西
洋
近
代
思
想
受
容
と
明
治
日
本
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
九
年
）
八
六
〜
八
九
頁
、
干
臣
「
梁
啓
超
の
国
家
論
に
関
す
る

一
考
察

―
国
権
、
国
民
論
を
中
心
に
」（『
横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部
紀
要
Ⅱ
（
人
文
科
学
）』
第
一
二
巻
、
二
〇
一
〇
年
）
八
〜
九
頁
、
柳

鏞
泰
（
韓
国
）「
民
族
大
一
統
論
和
内
在
化
了
的
帝
国
性
在
近
代
中
国
」（『
学
海
』
第
五
期
）
三
二
〜
四
三
頁
な
ど
が
あ
る
。「
帝
国
」
の
問
題
を
掘

り
下
げ
た
も
の
は
最
後
の
論
文
だ
け
だ
が
、
そ
れ
も
「
中
国
」
と
「
帝
国
」
と
の
複
雑
な
相
克
・
相
互
作
用
を
勘
案
し
た
議
論
で
は
な
い
。

106　

潘
光
哲
「『
殖
民
地
』
的
概
念
史

―
從
『
新
名
詞
』
到
『
關
鍵
詞
』」『
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
集
刊
』
第
八
二
巻
、
二
〇
一
三
年
、
八
〇
頁
。
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107　

佐
藤
慎
一
前
掲
「
文
明
と
万
国
公
法
」
一
〇
五
頁
。

108　

狭
間
直
樹
前
掲
「『
新
民
説
』
略
論
」
参
照
。

109　

佐
藤
慎
一
前
掲
「
近
代
中
国
の
体
制
構
想
」
三
二
六
〜
三
三
五
頁
。

110　

民
族
帝
国
主
義
の
議
論
は
一
九
〇
一
年
に
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
梁
啓
超
「
国
家
思
想
変
遷
異
同
論
」『
訂
正
分
類
飲
冰
室
文
集
全
編
』
巻
二
（
周

去
病
編
選
）、
上
海
：
廣
益
書
局
、
一
九
四
八
﹇
一
九
〇
一
﹈
年
、
一
九
一
頁
。
以
下
、
梁
啓
超
の
文
書
の
多
く
は
こ
の
編
著
に
よ
る
。

111　

梁
啓
超
「
新
民
説
」
同
上
書
巻
一
、
三
頁
。「
叙
論
」
に
続
く
「
論
新
民
為
今
日
中
国
第
一
急
務
」
の
項
に
登
場
す
る
。

112　

梁
啓
超
「
論
民
族
競
争
之
大
勢
」
同
上
書
巻
一
、
二
五
五
頁
（
原
典
は
『
新
民
叢
報
』
第
二
〜
五
号
、
一
九
〇
二
年
二
〜
四
月
）。
イ
ギ
リ
ス
、
ド

イ
ツ
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
の
四
国
を
「
今
日
世
界
第
一
等
国
」
と
し
て
紹
介
し
た
後
の
中
国
に
関
す
る
論
評
で
あ
る
。

113　

黄
興
涛
前
掲
『
重
塑
中
華
―
―
近
代
中
国
「
中
華
民
族
」
観
念
研
究
』
八
九
頁
、
村
田
雄
二
郎
前
掲
「
中
華
民
族
の
系
譜
」
二
一
八
頁
。

114　

松
本
ま
す
み
前
掲
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究
』
五
一
〜
五
二
頁
。
梁
啓
超
の
黄
帝
へ
の
文
明
論
的
こ
だ
わ
り
に
つ
い
て
は
、
川
尻
文
彦
前
掲
「
近

代
中
国
に
お
け
る
『
文
明
』

―
明
治
日
本
の
学
術
と
梁
啓
超
」
一
五
六
〜
一
五
九
頁
。

115　

以
上
、
梁
啓
超
を
中
心
に
述
べ
た
が
、
そ
の
師
た
る
康
有
為
が
一
九
〇
七
年
に
「（
中
華
）
帝
国
憲
政
党
」
を
立
ち
上
げ
て
い
る
点
も
挙
げ
る
価
値

が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
前
身
は
一
八
九
九
年
に
カ
ナ
ダ
で
設
立
し
た
「
保
皇
会
」
で
、
一
九
〇
七
年
二
月
に
は
朝
廷
の
立
憲
準
備
を
受
け
て
「
国
民

憲
政
会
」
へ
と
改
名
さ
れ
た
組
織
が
土
台
と
な
っ
て
い
る
。

116　

加
え
て
、
明
治
日
本
の
「
文
明
」
の
フ
ィ
ル
タ
ー
、
す
な
わ
ち
西
洋
語
の
原
著
で
は
な
く
日
本
語
の
翻
訳
・
翻
案
が
介
在
し
た
点
は
、
石
川
禎
浩

前
掲
「
梁
啓
超
と
文
明
の
視
座
」
一
二
一
頁
参
照
。

117　

王
柯
前
掲
『
二
〇
世
紀
中
国
の
国
家
建
設
と
「
民
族
」』
六
三
頁
。
こ
こ
で
、
民
族
帝
国
主
義
の
思
想
が
、
ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
か
ら
日
本
の

加
藤
弘
之
、
そ
し
て
中
国
の
梁
啓
超
へ
連
鎖
し
た
点
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
六
四
頁
）。
な
お
、
王
柯
は
こ
こ
で
欧
米
の
民
族
・
国
家
論
に
関
す
る
当

時
の
日
本
人
の
「
誤
解
」
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
当
時
の
中
国
人
の
日
本
へ
の
「
誤
解
」

―
植
民
地
を
考
慮
せ
ず
単
一
民
族
国
家
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と
し
て
捉
え
る
こ
と

―
で
も
あ
っ
た
点
に
も
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
（
例
え
ば
六
六
〜
六
七
頁
）。

118　

柳
鏞
泰
前
掲
「
民
族
大
一
統
論
和
内
在
化
了
的
帝
国
性
在
近
代
中
国
」
三
五
〜
三
六
頁
。

119　

黄
興
涛
前
掲
『
重
塑
中
華
―
―
近
代
中
国
「
中
華
民
族
」
観
念
研
究
』
八
二
〜
八
五
頁
。

120　

梁
啓
超
「
政
治
学
大
家
伯
倫
知
理
之
学
説
」
前
掲
『
訂
正
分
類
飲
冰
室
文
集
全
編
』
巻
二
、
一
五
二
〜
一
六
九
頁
。

121　

し
か
し
、
こ
れ
が
一
方
的
な
親
米
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
同
年
の
ア
メ
リ
カ
の
移
民
制
限
を
原
因
と
す
る
「
反
ア
メ
リ
カ
運
動
」
と

も
相
関
し
て
い
た
点
は
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
相
関
の
中
か
ら
「
中
国
人
」
意
識
が
激
し
く
表
出
さ
れ
一
般
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
論
点
に
つ

い
て
は
、
吉
澤
誠
一
郎
前
掲
『
愛
国
主
義
の
創
成
』
第
二
章
参
照
。

122　

梁
啓
超
前
掲
「
政
治
学
大
家
伯
倫
知
理
之
学
説
」
一
五
九
頁
。

123　

岡
本
隆
司
前
掲
「『
領
土
』
概
念
の
形
成
」
三
三
九
〜
三
四
六
頁
。
岡
本
隆
司
の
詳
細
な
考
証
に
よ
れ
ば
、
楊
度
が
一
九
〇
二
年
に
「
領
土
保
全
」

を
無
形
の
瓜
分
と
し
て
批
判
す
る
文
脈
で
使
用
し
た
の
を
嚆
矢
に
、
一
九
〇
五
年
頃
に
は
革
命
派
が
今
度
は
積
極
的
な
意
味
で
「
領
土
保
全
」
を
論

じ
つ
つ
継
承
、
そ
れ
に
立
憲
派
が
引
き
ず
ら
れ
る
形
で
用
い
始
め
、
両
者
の
論
争
を
通
じ
て
普
及
し
た
後
、
再
び
楊
度
が
一
九
〇
七
年
「
金
鉄
主
義

説
」
の
中
で
全
体
の
範
囲
を
明
確
に
示
し
た
と
い
う
。

124　

梁
啓
超
ら
変
法
派
の
帝
国
・
帝
国
主
義
の
使
用
に
一
定
の
「
幻
想
」
が
見
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
陳
力
衛
「『
帝
國
主
義
』
考
源
」（『
東
亞
觀
念

史
集
刊
』
第
三
期
、
二
〇
一
二
年
）
三
七
三
〜
三
七
七
頁
。

125　

石
川
禎
浩
前
掲
「
梁
啓
超
と
文
明
の
視
座
」
一
二
一
頁
。
梁
啓
超
の
人
種
主
義
的
言
辞
に
つ
い
て
は
、
坂
元
ひ
ろ
子
前
掲
「
中
国
民
族
主
義
の
神

話

―
進
化
論
・
人
種
観
・
博
覧
会
」
七
三
頁
、
吉
澤
誠
一
郎
前
掲
『
愛
国
主
義
の
創
成
』
六
一
〜
六
三
頁
な
ど
。

126　

以
上
が
梁
啓
超
の
多
面
的
な
思
想
の
一
部
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
「
民
族
帝
国
主
義
」
思
想
に
つ
い
て
も
、
そ
の
「
文
明
」
思
想

と
共
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
欧
米
周
遊
を
経
た
生
涯
最
後
の
一
〇
年
間
（
一
九
一
九
〜
一
九
二
九
年
）
で
変
化
が
起
こ
り
、
儒
教
思
想
の
可
能

性
を
探
求
し
つ
つ
、
よ
り
批
判
的
な
ス
タ
ン
ス
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
主
張
も
あ
る
。
王
青
「
梁
啓
超
と
明
治
啓
蒙
思
想
」『
北
東
ア
ジ
ア
研
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究
』
第
一
七
号
、
二
〇
〇
九
年
、
七
五
〜
八
六
頁
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
「
国
家
主
義
的
な
覇
道
に
対
抗
し
て
『
平
天
下
』
の
王
道
を
揚

げ
た
儒
家
」）（
七
八
頁
）
と
い
っ
た
後
述
す
る
孫
文
に
も
通
じ
る
思
想
が
、「
文
明
」「
文
化
」
自
体
に
ま
つ
わ
る
「
帝
国
」
性
を
ど
れ
だ
け
免
れ
て

い
た
か
は
、
よ
り
慎
重
な
検
討
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

127　

革
命
派
の
文
明
論
の
思
想
史
的
分
析
は
、
佐
藤
慎
一
前
掲
「
文
明
と
万
国
公
法
」
一
三
四
〜
一
四
一
頁
。

128　

黄
興
涛
前
掲
「
晩
清
民
初
現
代
〝
文
明
〞
和
〝
文
化
〞
概
念
的
形
成
及
其
歴
史
実
践
」
二
七
頁
。

129　

佐
藤
慎
一
前
掲
「
進
化
と
文
明

―
近
代
中
国
に
お
け
る
東
西
文
明
比
較
の
問
題
に
つ
い
て
」
一
五
七
〜
一
五
九
頁
、
坂
元
ひ
ろ
子
前
掲
「
中
国

民
族
主
義
の
神
話

―
進
化
論
・
人
種
観
・
博
覧
会
」
七
六
〜
七
七
頁
。

130　

小
野
川
秀
美
「
章
炳
麟
の
民
族
思
想
（
下
）」『
東
洋
史
研
究
』
第
一
四
巻
第
三
号
、
一
九
五
五
年
、
四
五
〜
四
七
頁
。

131　

近
代
西
洋
が
民
族
主
義nationalism
、
伝
統
中
国
が
文
化
主
義culturalism

に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
類
型
論
は
、
現
在
も
中
西
比

較
論
に
幅
広
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
近
代
批
判
の
文
脈
に
お
い
て
、
西
洋
文
化
の
排
他
性
と
中
国
文
化
の
包
摂
性
と
を
対
比
さ
せ
つ
つ
、
後

者
の
相
対
的
優
位
を
論
じ
よ
う
と
す
る
文
脈
で
現
れ
や
す
い
（
柯
志
明
前
掲
『
番
頭
家

―
清
代
臺
灣
族
群
政
治
與
熟
番
地
權
』
三
五
〜
三
七
頁
に

あ
るJoseph Levenson

、Jam
es Tow

nsend
、Prasenjit D

uara

な
ど
の
議
論
参
照
）。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
「
中
西
」
比
較
自
体
が
二

〇
世
紀
初
頭
の
産
物
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
二
項
対
立
自
体
が
変
法
派
と
革
命
派
の
論
争
を
通
じ
て
生
成
し
た
近
代
的
枠
組
で
あ
る
可
能
性
を

勘
案
す
る
時
、
そ
れ
を
無
批
判
に
後
追
い
し
な
い
よ
う
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
本
稿
が
「
文
徳
教
化
」
と
い
う
分
析
概
念
を
設
定
し
た
の
も
、「
民
族
」

と
同
様
、「
文
化
」
も
ま
た
近
代
的
言
説
で
あ
る
こ
と
を
等
閑
視
し
な
い
た
め
で
あ
る
。

132　

章
太
炎
『
駁
康
有
為
論
革
命
書
』
一
九
〇
三
年
。「
堂
子
妖
神
、
非
郊
丘
之
教
。
辮
發
瓔
珞
、
非
弁
冕
之
服
。
清
書
國
語
、
非
斯
邈
之
文
。」
と
い
っ

た
宗
教
・
服
飾
・
文
字
に
関
わ
る
下
り
で
あ
る
。

133　

章
太
炎
「
中
華
民
國
解
」『
民
報
』
第
一
五
号
、
一
九
〇
七
年
、
一
〜
一
七
頁
。

134　

同
上
七
〜
八
頁
。「
西
藏
、
回
部
、
蒙
古
三
荒
服
則
任
其
去
來
也
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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135　

陳
力
衛
前
掲
「『
帝
國
主
義
』
考
源
」
三
七
七
頁
。

136　

同
上
三
七
八
頁
。

137　

章
太
炎
前
掲
「
中
華
民
國
解
」
七
〜
八
頁
。「
越
南
、
朝
鮮
二
郡
必
當
恢
復
」（
八
頁
）
と
す
る
。
章
炳
麟
の
民
族
主
義
に
お
け
る
対
周
縁
民
族
観

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
坂
元
ひ
ろ
子
前
掲
「
中
国
民
族
主
義
の
神
話

―
進
化
論
・
人
種
観
・
博
覧
会
事
件
」
七
六
〜
八
二
頁
、
佐
藤
豊
「
清
末
に

お
け
る
民
族
問
題
の
一
側
面
」『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
』
第
四
五
輯
、
一
九
九
六
年
、
八
一
〜
八
九
頁
。

138　

村
田
雄
二
郎
前
掲
「
中
華
民
族
の
系
譜
」
二
一
五
頁
。

139　

佐
藤
慎
一
前
掲
「
進
化
と
文
明
」
一
五
五
頁
。
佐
藤
慎
一
は
こ
こ
で
、
章
炳
麟
が
革
命
派
の
中
で
「
特
異
」
で
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
、
儒
教
内
在

的
な
康
有
為
批
判
と
進
化
論
自
体
の
否
定
と
い
う
論
点
を
挙
げ
る
。

140　

汪
精
衛
、
陳
天
華
、
章
炳
麟
ら
の
議
論
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
松
本
ま
す
み
前
掲
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究
』
六
八
〜
七
一
頁
。

141　

同
上
七
一
頁
。

142　
「
排
満
」
に
対
す
る
「
排
清
」
と
い
う
用
語
の
区
別
は
、
林
義
強
「
章
炳
麟
に
お
け
る
排
満
思
想
の
形
成
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
容
」（『
東
洋

文
化
研
究
所
紀
要
（
東
京
大
学
）』
第
一
四
六
冊
、
一
〜
三
九
頁
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。
後
者
の
原
型
た
る
梁
啓
超
の
「
討
満
」
に
つ
い
て
は
、
王

柯
前
掲
『
二
〇
世
紀
中
国
の
国
家
建
設
と
「
民
族
」』
四
七
〜
四
八
頁
。
一
九
〇
二
年
四
月
の
康
有
為
宛
の
手
紙
で
使
用
さ
れ
た
。

143　

松
本
ま
す
み
前
掲
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究
』
七
〇
頁
。

144　

章
炳
麟
の
清
朝
擁
護
か
ら
排
満
思
想
、
そ
し
て
五
族
共
和
へ
の
同
調
へ
と
い
う
変
遷
に
つ
い
て
は
、
黄
斌
「
章
炳
麟
に
よ
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
像
の
模

索

―
排
満
思
想
の
変
遷
を
中
心
に
」（『
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
科
論
集
（
早
稲
田
大
学
）』
第
一
八
号
、
二
〇
〇
九
年
、
二
七
〜
四
六
頁
）
参
照
。

145　

松
本
ま
す
み
前
掲
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究
』
六
八
頁
。

146　

同
上
六
七
〜
六
八
頁
。

147　

関
連
研
究
は
数
多
い
が
、
西
洋
・
日
本
型
の
中
央
集
権
化
と
い
う
歴
史
規
範
を
離
れ
て
、「
天
下
」
に
お
け
る
「
集
権
―
分
権
―
集
権
」
の
長
期
的
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な
循
環
サ
イ
ク
ル
の
視
点
か
ら
清
末
の
地
方
自
治
傾
向
お
よ
び
民
国
期
の
「
軍
閥
」
の
再
点
検
を
行
っ
た
溝
口
雄
三
「
再
考
・
辛
亥
革
命
」（『
中
国

の
衝
撃
』
東
京
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
一
一
七
〜
一
二
八
頁
）、
日
本
と
の
関
係
性
を
軸
に
主
要
な
争
点
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
山
室
信
一
前
掲
「
連

鎖
視
点
か
ら
み
る
辛
亥
革
命
と
日
本
」
を
挙
げ
て
お
く
。

148　

こ
れ
が
北
京
側
の
主
張
で
あ
り
、
孫
文
自
身
は
も
と
よ
り
懐
疑
的
で
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
村
田
雄
二
郎
前
掲
「
中
華
民
族
の
系
譜
」
二

一
九
〜
二
二
二
頁
。
こ
こ
で
は
片
岡
一
忠
の
研
究
に
村
田
の
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
辛
亥
革
命
直
前
か
ら
、
黄
興
・
劉
揆
一
ら
革
命

派
の
一
部
が
「
五
族
共
和
」
論
の
形
成
に
寄
与
し
た
側
面
を
再
照
明
し
、「
南
北
議
和
」
以
前
の
思
想
展
開
の
意
義
を
強
調
す
る
議
論
も
あ
る
。
黄
興

涛
前
掲
『
重
塑
中
華
―
―
近
代
中
国
「
中
華
民
族
」
観
念
研
究
』
一
二
七
〜
一
三
三
頁
。

149　

岡
本
隆
司
前
掲
「『
領
土
』
概
念
の
形
成
」
三
二
〇
頁
。
こ
の
頃
、
先
駆
的
に
領
土
概
念
を
用
い
て
き
た
楊
度
が
北
京
政
府
の
一
員
か
つ
袁
世
凱
の

ブ
レ
ー
ン
と
な
っ
て
お
り
、
南
北
議
和
の
際
に
も
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
蓋
然
性
が
高
い
と
す
る
（
同
三
四
六
〜
三
四
八
頁
）。
南
北
議
和
に
つ
い

て
は
前
注
も
参
照
。

150　

山
室
信
一
前
掲
「
連
鎖
視
点
か
ら
み
る
辛
亥
革
命
と
日
本

―
ア
ジ
ア
の
『
革
命
』
史
」
一
三
三
頁
。

151　

溝
口
雄
三
前
掲
「
再
考
・
辛
亥
革
命
」
参
照
。

152　

岡
本
隆
司
前
掲
「『
主
権
』
の
生
成
」
三
七
九
〜
三
八
〇
頁
。

153　

こ
の
時
期
の
チ
ベ
ッ
ト
が
欧
米
の
主
要
研
究
で
「
事
実
上
（de facto

）
の
独
立
状
態
」
と
表
現
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
小
林
亮
介
「
チ
ベ
ッ
ト

の
政
治
的
地
位
と
シ
ム
ラ
会
議

―
翻
訳
概
念
の
検
討
を
中
心
に
」（
岡
本
隆
司
編
『
宗
主
権
の
世
界
史

―
東
西
ア
ジ
ア
の
近
代
と
翻
訳
概
念
』
名

古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
二
六
三
頁
。

154　

内
モ
ン
ゴ
ル
の
シ
リ
ー
ン
ゴ
ル
盟
、
ゾ
ー
オ
ダ
盟
、
イ
フ
ゾ
ー
盟
な
ど
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
橘
誠
前
掲
『
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
政
権
の
研
究

―

モ
ン
ゴ
ル
建
国
史
序
説
一
九
一
一
〜
一
九
二
一
』（
風
間
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
の
第
Ⅱ
部
参
照
。

155　

松
本
ま
す
み
前
掲
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究
』
九
二
〜
九
三
頁
。
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156　

岡
本
隆
司
「『
主
権
』
と
『
宗
主
権
』

―
モ
ン
ゴ
ル
の
『
独
立
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
前
掲
『
中
国
の
誕
生

―
東
ア
ジ
ア
の
近
代
外
交
と
国
家
形

成
』
所
収
）
四
〇
二
〜
四
〇
四
頁
。

157　

岡
本
隆
司
「
結
論
」（
同
上
書
所
収
）
四
二
五
頁
。
こ
こ
で
は
「
宗
主
権
」「
領
土
」「
自
治
」
の
矛
盾
や
曖
昧
さ
を
が
手
際
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。

「
回
収
」
の
政
治
に
つ
い
て
は
、
川
島
真
前
掲
「『
帝
国
』
と
し
て
の
中
国

―
二
〇
世
紀
に
お
け
る
冊
封
・
朝
貢
認
識
と
『
中
国
』
の
境
界
」
参
照
。

158　

小
林
亮
介
前
掲
「
チ
ベ
ッ
ト
の
政
治
的
地
位
と
シ
ム
ラ
会
議

―
翻
訳
概
念
の
検
討
を
中
心
に
」
二
八
六
頁
。

159　

一
九
一
九
年
の
自
治
撤
廃
か
ら
一
九
二
一
年
の
人
民
政
府
の
成
立
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
橘
誠
前
掲
『
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
政
権
の
研
究

―
モ
ン

ゴ
ル
建
国
史
序
説
一
九
一
一
〜
一
九
二
一
』
の
第
一
四
章
「
モ
ン
ゴ
ル
革
命
」
参
照
。

160　

黄
東
蘭
前
掲
「
清
末
・
民
国
期
地
理
教
科
書
の
空
間
表
象

―
領
土
・
疆
域
・
国
恥
」
参
照
。

161　

川
島
真
前
掲
『
中
国
近
代
外
交
の
形
成
』
第
Ⅳ
部
、
特
に
四
二
六
、
四
六
七
、
五
三
九
頁
な
ど
。

162　

同
上
三
頁
。

163　

溝
口
雄
三
前
掲
「
再
考
・
辛
亥
革
命
」
参
照
。

164　

李
大
釗
「
闢
偽
調
和
」、
朱
文
通
等
整
理
編
輯
『
李
大
釗
全
集
』
第
二
巻
、
河
北
教
育
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
七
一
三
〜
七
二
八
頁
（
原
典
は

『
太
平
洋
』
第
一
巻
第
六
号
、
一
九
一
七
年
八
月
）。
二
ヶ
月
後
の
「
暴
力
與
政
治
」
に
も
使
用
さ
れ
、
引
き
続
き
孫
文
や
陳
独
秀
ら
に
よ
っ
て
広
く

用
い
ら
れ
て
い
く
。
い
ち
早
く
徐
勇
が
明
ら
か
に
し
た
内
容
に
よ
る
。
最
近
の
ま
と
め
は
、
徐
勇
「
近
代
中
國
軍
閥
概
念
之
學
術
史
」（
中
國
社
會
科

學
院
近
代
史
研
究
所
編
『
第
三
屆
近
代
中
國
與
世
界
國
際
學
術
研
討
會
論
文
集
』
社
會
科
學
文
獻
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

165　

文
明
へ
の
文
化
の
含
意
の
混
入
と
そ
の
普
及
に
つ
い
て
は
、
石
川
禎
浩
「
東
西
文
明
論
と
日
中
の
論
壇
（
古
屋
哲
夫
編
『
近
代
日
本
の
ア
ジ
ア
認

識
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
四
年
）
四
三
三
〜
四
三
四
頁
。

166　
「
士
大
夫
」
と
「
智
識
階
級
」
と
の
断
絶
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
慎
一
「
近
代
中
国
と
知
識
人
」（
前
掲
『
近
代
中
国
の
知
識
人
と
文
明
』）
二
六
〜
三

三
頁
。
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167　

佐
藤
慎
一
前
掲
「
近
代
中
国
の
体
制
構
想
」
三
三
九
頁
。

168　

同
上
三
三
九
頁
、
倉
石
武
四
郎
『
漢
字
の
運
命
』（
岩
波
新
書
、
一
九
五
二
年
）。
た
だ
し
、
新
文
化
運
動
と
そ
れ
に
続
く
五
四
運
動
を
「
反
伝
統
」

と
い
う
性
格
で
括
っ
て
し
ま
う
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
中
国
の
「
文
化
熱
」
を
牽
引
し
た
林
毓
生
ら
の
議
論
と
そ
の
「
五
四
精
神
」
顕
彰
と
い
う

特
有
の
枠
組
で
あ
る
た
め
、
一
定
の
留
保
が
求
め
ら
れ
る
。
川
尻
文
彦
前
掲
「『
伝
統
』
の
表
象

―
一
九
八
〇
年
代
『
文
化
熱
』・
五
四
反
『
伝
統
』

思
潮
・
林
毓
生
」
参
照
。

169　

石
川
禎
浩
前
掲
「
東
西
文
明
論
と
日
中
の
論
壇
」
参
照
。

170　

石
川
禎
浩
前
掲
「
東
西
文
明
論
と
日
中
の
論
壇
」
四
三
二
頁
。
日
本
通
で
鳴
ら
し
た
戴
季
陶
か
ら
の
引
用
で
あ
る
（
一
九
一
九
年
）。
こ
う
し
た
差

別
主
義
的
ま
な
ざ
し
の
連
鎖
に
つ
い
て
は
、
坂
元
ひ
ろ
子
前
掲
「
中
国
民
族
主
義
の
神
話

―
進
化
論
・
人
種
観
・
博
覧
会
事
件
」
参
照
。

171　

佐
藤
慎
一
前
掲
「
近
代
中
国
と
知
識
人
」
二
八
頁
。

172　

佐
藤
慎
一
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
中
国
」（（
前
掲
『
近
代
中
国
の
知
識
人
と
文
明
』）
二
八
三
頁
。

173　

川
島
真
「『
帝
国
』
と
し
て
の
中
国

―
二
〇
世
紀
に
お
け
る
冊
封
・
朝
貢
認
識
と
『
中
国
』
の
境
界
」
二
二
四
〜
二
二
六
頁
。

174　

李
大
釗
「
大
亜
細
亜
主
義
與
新
亜
細
亜
主
義
」、
前
掲
『
李
大
釗
全
集
』
第
三
巻
、
一
四
六
〜
一
四
八
頁
（
原
典
は
『
国
民
』
第
一
巻
第
二
号
、
一

九
一
九
年
二
月
）。

175　

フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
ロ
シ
ア
革
命
へ
の
転
換
に
関
わ
る
文
明
史
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
慎
一
前
掲
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
中
国
」
二

八
七
〜
二
八
八
頁
。
中
国
知
識
人
は
ロ
シ
ア
革
命
へ
の
肯
定
的
な
関
心
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

176　

佐
藤
慎
一
「
文
明
と
万
国
公
法
」
一
七
六
〜
一
七
七
頁
。

177　

潘
光
哲
前
掲
「『
殖
民
地
』
的
概
念

―
從
『
新
名
詞
』
到
『
關
鍵
詞
』」
五
八
頁
、
九
〇
頁
。

178　

陳
徳
仁
・
安
井
三
吉
編
『
孫
文
・
講
演
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
資
料
集

―
一
九
二
四
年
一
一
月　

日
本
と
中
国
の
岐
路
』
法
律
文
化
社
、
一
九
八
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九
年
、
五
三
頁
。
用
い
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
二
四
年
一
二
月
六
日
付
に
よ
る
。

179　
『
民
国
日
報
（
上
海
）』
一
九
二
四
年
一
二
月
八
日
掲
載
版
に
こ
の
有
名
な
一
節
が
初
め
て
登
場
し
た
。
同
上
六
五
頁
に
復
刻
さ
れ
た
原
文
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。「
日
本
民
族
既
得
到
了
欧
洲
覇
道
的
文
化
、
又
有
亜
洲
王
道
的
本
質
、
従
今
以
後
対
於
世
界
前
途
的
文
化
、
是
為
西
方
覇
道
的
鷹
犬
、

或
是
為
東
方
王
道
的
干
城
、
就
在
你
們
日
本
人
去
詳
審
慎
擇
！
」

180　

簡
便
な
紹
介
は
、
柳
父
章
『
一
語
の
辞
典

―
文
化
』（
三
省
堂
、
一
九
九
五
年
）
五
九
頁
。

181　
『
東
亜
日
報
』
一
九
二
四
年
十
二
月
七
日
。「
孫
中
山
氏
의 

演
說
」
と
朝
鮮
語
が
添
え
ら
れ
た
当
記
事
は
三
面
左
上
に
英
語
記
事
で
連
載
さ
れ
た
（
前

編
は
内
容
紹
介
、
後
編
は
批
評
）。
こ
の
掲
載
時
期
は
、
一
九
二
〇
年
か
ら
一
九
二
五
年
の
間
と
い
う
植
民
地
当
局
の
検
閲
制
度
が
試
行
錯
誤
を
繰
り

返
し
て
い
た
比
較
的
緩
や
か
な
時
期
に
相
当
す
る
が
（R

obinson, M
ichael, C

ultural N
ationalism

 in K
orea, 1920-1925, U

niversity of 

W
ashington Press, 1988

）、
そ
れ
で
も
な
お
直
接
的
な
日
本
帝
国
批
判
を
含
む
本
記
事
を
「
英
語
欄
」
と
し
た
一
因
と
し
て
検
閲
へ
の
配
慮
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

182　

同
上
新
聞
。

183　

孫
文
「
民
族
主
義
第
四
講
」『
三
民
主
義
』（『
國
父
全
集
』
第
一
冊
、
臺
北
：
近
代
中
國
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
三
四
頁
。
当
該
箇
所
の
原
文
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
南
洋
各
小
國
要
求
進
貢
歸
化
中
國
、
是
他
們
仰
慕
中
國
的
文
化
、
自
己
願
意
來
歸
順
的
、
不
是
中
國
以
武
力
去
壓
迫
他
們

的
。」

184　

孫
文
「
民
生
主
義
第
二
講
」（
同
上
）
一
五
二
頁
、「
民
生
主
義
第
四
講
」（
同
上
）
一
七
一
頁
な
ど
。
こ
れ
ら
二
箇
所
の
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。「
非
洲
和
南
洋
群
島
的
土
人
生
番
、
毫
未
有
受
過
文
明
感
化
的
社
會
…
」、「
現
在
非
洲
和
南
洋
各
處
的
野
蠻
人
都
是
沒
有
衣
穿
、
可
見
我
們
古
代

的
祖
宗
也
是
沒
有
衣
穿
。
由
此
更
可
見
、
穿
衣
是
隨
文
明
進
化
而
來
、
文
明
愈
進
步
、
穿
衣
問
題
就
愈
複
雜
。」

185　

坂
元
ひ
ろ
子
前
掲
「
中
国
民
族
主
義
の
神
話

―
進
化
論
・
人
種
観
・
博
覧
会
事
件
」
七
三
頁
。
坂
元
ひ
ろ
子
は
、
こ
う
し
た
言
辞
を
「
植
民
地

近
代
」
に
お
け
る
西
洋
と
中
国
と
の
共
時
性
や
共
通
性
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
た
上
で
、
人
種
主
義
自
体
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
た
り
得
て
い
な
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い
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

186　

こ
の
う
ち
「
文
明
進
化
」「
進
歩
」
の
用
例
は
注
184
の
原
文
参
照
。

187　

五
四
運
動
の
衝
撃
に
つ
い
て
は
、
王
柯
前
掲
「『
帝
国
』
と
『
民
族
』

―
中
国
に
お
け
る
支
配
正
当
性
の
視
線
」
二
〇
九
〜
二
一
三
頁
、
松
本
ま

す
み
前
掲
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究
』
九
六
頁
。「
国
族
」
概
念
は
孫
文
の
使
用
に
よ
っ
て
普
及
す
る
が
、
僅
か
な
が
ら
清
末
に
用
い
ら
れ
て
い
た
事

実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
黄
興
涛
前
掲
『
重
塑
中
華
―
―
近
代
中
国
「
中
華
民
族
」
観
念
研
究
』
一
一
四
〜
一
二
二
頁
。

188　

松
本
ま
す
み
同
上
一
〇
一
頁
。

189　

同
上
一
〇
六
頁
。「
自
決
」「
自
治
」
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
一
一
二
〜
一
三
一
頁
の
分
析
を
参
照
。

190　

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
民
族
論
と
の
確
執
に
つ
い
て
の
概
論
は
、
横
山
宏
章
『
中
国
の
異
民
族
支
配
』（
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
九
年
）
の
第
四
章
「
コ

ミ
ン
テ
ル
ン
、
共
産
党
と
国
民
党
の
確
執

―
民
族
自
決
と
中
華
思
想
」
参
照
。

191　

松
本
ま
す
み
前
掲
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究
』
一
〇
六
頁
。

192　
「
同
化
」
の
意
味
変
化
に
つ
い
て
は
、
村
田
雄
二
郎
前
掲
「
中
華
民
族
の
系
譜
」
二
二
〇
頁
の
注
２

に
も
問
題
提
起
が
あ
る
。

193　

松
本
ま
す
み
前
掲
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究
』
一
六
八
頁
。
松
本
は
貴
州
の
国
語
教
育
の
同
化
政
策
の
例
を
挙
げ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
同
化

政
策
へ
の
反
発
は
強
く
、
む
し
ろ
エ
ス
ニ
ッ
ク
意
識
を
強
化
す
る
側
面
を
有
し
た
事
実
（
一
五
二
〜
一
五
三
頁
）
は
、
日
本
帝
国
と
の
比
較
に
お
い

て
留
意
す
べ
き
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。

194　

毛
里
和
子
前
掲
『
周
縁
か
ら
の
中
国

―
民
族
問
題
と
国
家
』
一
八
頁
。

195　

小
野
寺
史
郎
『
国
旗
・
国
歌
・
国
慶

―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
シ
ン
ボ
ル
の
中
国
近
代
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
五
頁
。

196　

村
田
雄
二
郎
前
掲
「
中
華
民
族
の
系
譜
」
二
一
八
頁
、
坂
元
ひ
ろ
子
前
掲
「
中
国
民
族
主
義
の
神
話

―
進
化
論
・
人
種
観
・
博
覧
会
事
件
」
二

〇
二
頁
。

197　

川
島
真
前
掲
「『
帝
国
』
と
し
て
の
中
国

―
二
〇
世
紀
に
お
け
る
冊
封
・
朝
貢
認
識
と
『
中
国
』
の
境
界
」
二
二
八
頁
。
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198　

松
本
ま
す
み
前
掲
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究
』
一
三
四
〜
一
三
五
頁
。

199　

中
国
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
宣
伝
部
『
中
国
国
民
党
第
三
次
全
国
代
表
大
会
宣
言
及
議
決
案
宣
伝
大
綱
』
民
国
一
八
﹇
一
九
二
九
﹈
年
六
月
、
二

一
頁
。

200　

松
本
ま
す
み
は
こ
れ
を
「
反
帝
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
発
見
と
呼
ん
だ
。
松
本
ま
す
み
前
掲
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究
』
一

四
六
〜
一
四
七
頁
。

201　

齊
思
和
「
種
族
與
民
族
」『
禹
貢
』
第
七
巻
第
一
・
二
・
三
期
合
刊
、
一
九
三
七
年
、
二
五
〜
三
四
頁
。
解
説
は
同
上
一
四
三
〜
一
四
七
頁
。
清
末

の
先
駆
的
な
議
論
に
つ
い
て
は
注
85
と
当
該
本
文
も
参
照
。

202　

茂
木
敏
夫
前
掲
「
国
民
国
家
の
建
設
と
内
国
植
民
地

―
中
国
辺
疆
の
『
解
放
』」
八
四
〜
八
六
頁
。

203　

同
上
八
六
頁
。

204　

松
本
ま
す
み
前
掲
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究
』
一
四
九
〜
一
五
一
頁
、
黄
興
涛
前
掲
『
重
塑
中
華
―
―
近
代
中
国
「
中
華
民
族
」
観
念
研
究
』
四

二
四
〜
四
三
九
頁
。
た
だ
し
黄
興
涛
は
、
後
述
す
る
蒋
介
石
の
言
辞
に
結
晶
す
る
こ
う
し
た
方
針
が
、
実
際
に
は
一
九
四
六
年
末
に
制
定
さ
れ
た
「
中

華
民
国
憲
法
」
か
ら
早
く
も
姿
を
消
し
て
お
り
、
過
度
に
強
調
で
き
な
い
点
に
注
意
を
促
し
て
い
る
（
同
上
四
九
三
〜
四
九
四
頁
）。

205　

蔣
中
正
『
中
國
之
命
運
臺
北
』：
民
報
印
書
館
、
一
九
四
五
﹇
一
九
四
三
﹈
年
。
本
書
の
冒
頭
近
く
に
登
場
す
る
引
用
文
の
原
文
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。「
我
們
中
華
民
族
是
多
數
宗
族
融
和
而
成
的
。
融
和
於
中
華
民
族
的
宗
族
，
歷
代
都
有
增
加
，
但
融
和
的
動
力
是
文
化
而
不
是
武
力
，
融
和
的

方
法
是
同
化
而
不
是
征
服
。」（
一
〜
二
頁
）。
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Discourses of Civilization and Culture in the  
Co-Construction of the Nation-State, Chinese, 
and Japanese Empires: Towards a Conceptual 

Framework for the Study of Colonial Policy 
in Taiwan and Korea(2)

by Fumitaka YAMAUCHI

Historical writings on China have long been constrained by a seemingly 

indisputable rupture between the periods of the Qing dynasty and the Chinese 

republic: Qing is examined as an empire, whether a regional despotic empire or, 

as in recent revisionist views, a colonial empire that is contemporaneous and 

compatible with its Western counterparts in global history; the Republic of China, 

meanwhile, particularly that after the consolidation of power by the Nationalist 

Government in the late 1920s, is studied exclusively through the nation-state 

framework. During the late nineteenth century, however, the Manchu dynasty, 

which had stretched far away into the non-sinographic terrains of Inner Asia, 

redefined itself in sinographic terms as zhongguo or the one and only Middle-

Kingdom while refusing to be just another empire in the world; it was only after 

its defeat in the First Sino-Japanese War that the Qing court for the first time 

adopted the Japanese translation of empire diguo (Jp. teikoku), coupled with 

wenming (Jp. bunmei) or civilization, into the official lexicon. The dominant 

historiography, then, has left unquestioned the paradigmatic gap between 

zhongguo and diguo as well as the two ideas’ hegemonic struggle, which has 

lingered on in post-revolutionary Chinese discourse; furthermore, it hastily 

equates accomplishments of revolution with assertions of de-imperialization 

without attending to the more nuanced relationship between imperialism and 

nationalism in that same discourse. 

The present paper, which is the latter half of Chapter 2 in this serial article, 
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re-interrogates the transition between the dynastic and republican regimes as the 

specific formation of a nation-empire, namely, the imperial formation 

characteristic of the age of the nation-state, as was explored in the first 

installment. Central to the analysis is the proposition that in that process the 

translated notions of civilization and culture were re-signified in the sinographic 

semantic field in a way that eventually articulated the discourse of anti-imperial 

culturalism. It is this discourse that enabled the new republic to authenticate 

itself as a legitimate victim of empire, whether as a semi-colony (ban zhimindi) or 

an even lower-ranked hypo-colony (ci zhimindi), in both cases thereby effectively 

denying and defying its deeply internalized imperiality. In order to trace the 

highly complicated process of this discursive formation over the course of a 

century, this installment is divided into three sections, on the late nineteenth 

century, the turn of the twentieth century, and the early republican era, 

respectively. The argument demonstrates that in each period the semantic 

equivalence in translation between jiaohua and civilization, jinhua and evolution, 

and wenhua and culture was foregrounded but re-signified by way of a 

sinographic play on signifiers; this re-signification, moreover, granted tonghua or 

assimilation positive value in dominant discourse. Hence the nascent nation-

empire was enabled to represent itself as a nation-state embracing the entirety of 

its subjects in the Chinese nation (zhonghua minzu), while undermining the idea 

of culture as a principle of dif ference and autonomy. The materials this text 

considers, among others, are late Qing policies towards Taiwan and Korea, Liang 

Qichao’s adaptation of “national imperialism” (minzu diguozhuyi), and Sun 

Yatsen’s advocacy of “royal-way culture” (wangdao wenhua). 

The concurrent formation of an empire that is mediated by the suppression 

of its very imperial self in culturalist terms strongly affected the workings and 

legitimacy of the Japanese empire and its colonial policies towards Taiwan and 

Korea. This study reexamines East Asian history in terms of the antagonistic but 

complicit emergence of regional empires so as to articulate a fresh critique of 

inter-imperial global modernity.


